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富士吉田市地域防災計画修正案新旧対照表（総則編） 

頁数 旧 新 改正理由 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 （略） 

第２章 防災の基本方針 

第１ 災害予防 

１ （略） 

２ 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑

に行うための事前の体制整備、施設・設備・資機材等の整備並びに

充実、食料・飲料水等の備蓄、防災訓練の実施等を行う。 

３～４ （略） 

第２ 災害応急対策 

１ 東海地震予知情報、南海トラフ地震に関連する情報及び富士山の

噴火警戒レベル情報等の伝達、市民の避難誘導及び       

    災害未然防止活動を行う。 

２                          発災直後の

被害規模の        早期把握、災害に関する情報の迅速な

収集及び伝達並びにそのための通信手段の確保を行う。 

３～15 （略） 

第３～第４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 （略） 

第２章 防災の基本方針 

第１ 災害予防 

１ （略） 

２ 災害時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑

に行うための事前の体制整備、施設・設備・資機材等の整備並びに

充実、食料・飲料水等の備蓄、防災訓練の実施等を行う。 

３～４ （略） 

第２ 災害応急対策 

１ 東海地震予知情報、南海トラフ地震に関連する情報及び富士山の

噴火警戒レベル情報等の伝達、市民の避難誘導及び所管施設の緊急

点検等の災害未然防止活動を行う。 

２ 災害が発生する恐れがある場合は災害の危険予測を、発災直後は

被害規模の把握を、それぞれ早期に行うとともに、 情報の迅速な

収集及び伝達並びにそのための通信手段の確保を行う。 

３～15 （略） 

第３～第４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
県地域防災
計画修正の
為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 2 



 

 

- 2 - 

- 2 - 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ （略） 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１(1)  １(1) 災害予防 

ア 富士吉田市防災会議及び富士吉田市災害対策本部の設置,運営 

イ 防災に関する組織の整備並びに情報等の伝達 

ウ 防災に関する訓練の実施並びに教育及び広報 

工 防災に関する物資及び資材の備蓄､整備並びに点検 

オ 防災に関する施設及び設備の整備点検 並びに危険物施設等の災

害予防  

力 災害に伴う調査及び被害状況の想定 

キ 建築物等耐震対策の強化促進 

ク 危険物等災害予防対策の推進 

ケ 犯罪の予防、交通の規制及び社会秩序の維持 

コ 地震防災応急計画の作成、指導 

サ 市内の公共的団体等自主防災組織の育成、指導、その他住民が実

施する災害対策の推進 

シ 大震火災対策の推進 

 

(2) 災害応急対策 

ア 警報の発令及び情報の伝達、収集並びに避難指示 

  イ 地震災害警戒本部及び気象災害等における警戒本部の設置等 

  ウ 東海地震の警戒宣言、予知情報や注意情報、火山噴火や気象に

おける特別警報等の伝達及び広報 

  エ 市長の避難の勧告又は指示及び避難者の保護 

オ 災害対策本部の設置及び運営 

カ 市が管理する施設等の応急措置 

キ 地震情報の伝達並びに避難の勧告又は指示 

ク 警戒宣言発令時の消防､水防等の応急措置と飲料水の緊急貯水 

ケ 犯罪の予防､交通規制その他災害時における社会秩序の維持 

コ 緊急輸送､食糧､医療品その他物資の確保 

第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ （略） 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１(1) 災害予防 

ア 富士吉田市防災会議及び富士吉田市災害対策本部の設置,運営 

イ 防災に関する組織の整備並びに情報等の伝達 

ウ 防災に関する訓練の実施並びに教育及び広報 

工 防災に関する物資及び資材の備蓄､整備並びに点検 

オ 防災に関する施設及び設備の点検・整備並びに危険物施設等の災

害の防止 

力 災害に伴う調査及び被害状況の想定 

キ 建築物等耐震対策の強化促進 

ク 危険物等災害予防対策の推進 

ケ 犯罪予防、交通規制  及び社会秩序の維持 

コ 地震防災応急計画の作成    

サ 市内の公共的団体等自主防災組織の育成、指導、その他住民が実

施する災害対策の推進 

シ 大震火災対策の推進 

 

(2) 災害応急対策 

ア 警報の発令及び情報の伝達、収集並びに避難指示 

  イ 地震災害警戒本部及び気象災害等における警戒本部の設置等 

  ウ 東海地震の警戒宣言、予知情報や注意情報、火山噴火や気象に

おける特別警報等の伝達及び広報 

  エ 市長の避難の    指示及び避難者の保護 

オ 災害対策本部の設置及び運営 

カ 市が管理する施設等の応急措置 

キ 地震情報の伝達並びに避難の    指示 

ク 警戒宣言発令時の消防､水防等の応急措置と飲料水の緊急貯水 

ケ 犯罪の予防､交通規制その他災害時における社会秩序の維持 

コ 緊急輸送､食糧､医療品その他物資の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基
本法改正の
ため 
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サ 医療、清掃､防疫その他保健衛生等の措置 

シ 防災資機材及び人員等の配備 

ス 被災者の食糧、飲料水､生活必需品の供給､救難救助その他の保

護 

セ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

ソ 応急仮設住宅の建設と施設及び設備の応急復旧 

タ 防災関係機関に対する応援要請 

チ アからタまでのほか､災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための

措置 

(3)  （略） 

２ （略） 

３ 県 

(1) （略） 

(2) 災害応急対策 

ア 地震災害警戒本部及び災害対策本部の設置､運営 

イ 警戒宣言又は地震予知に関する情報、南海トラフ地震に関する

情報及び地震情報等の伝達及び広報の実施 

ウ 地震防災応急対策及び被害状況、応急復旧対策の把握 

エ 地震時に備えた人員、資機材の配備手配 

オ 災害に関する情報の収集､伝達及び広報 

カ 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示 

キ 消防、水防その他の応急措置 

ク 被災者の救難、救助その他の保護 

ケ 市町村長からの要請による物資等の供給､あっ旋及び備蓄物資

の放出 

コ 応急教育の実施 

サ 被災施設及び設備の応急復旧 

シ 清掃、防疫その他の保健衛生活動 

ス 犯罪の予防､交通規則その他の社会秩序維持の措置 

セ 緊急輸送の確保 

ソ 県の施設等の安全措置及び応急復旧 

タ 広域一時滞在に関する協定の締結 

サ 医療、清掃､防疫その他保健衛生等の措置 

シ 防災資機材及び人員等の配備 

ス 被災者の食糧、飲料水､生活必需品の供給､救難救助その他の保

護 

セ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

ソ 応急仮設住宅の建設と施設及び設備の応急復旧 

タ 防災関係機関に対する応援要請 

チ アからタまでのほか､災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための

措置 

(3)  （略） 

２ （略） 

３ 県 

(1)  （略） 

(2) 災害応急対策 

ア 地震災害警戒本部及び災害対策本部の設置､運営 

イ 警戒宣言又は地震予知に関する情報、南海トラフ地震に関する

情報及び地震情報等の伝達及び広報の実施 

ウ 地震防災応急対策及び被害状況、応急復旧対策の把握 

エ 地震時に備えた人員、資機材の配備手配 

オ 災害に関する情報の収集､伝達及び広報 

カ 警報の発令及び伝達並びに避難の    指示 

キ 消防、水防その他の応急措置 

ク 被災者の救難、救助その他の保護 

ケ 市町村長からの要請による物資等の供給､あっ旋及び備蓄物資

の放出 

コ 応急教育の実施 

サ 被災施設及び設備の応急復旧 

シ 清掃、防疫その他の保健衛生活動 

ス 犯罪の予防､交通規則その他の社会秩序維持の措置 

セ 緊急輸送の確保 

ソ 県の施設等の安全措置及び応急復旧 

タ 広域一時滞在に関する協定の締結 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基
本法改正の
ため 
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19 

 

チ 他機関への応援要請 

ツ 前各号のほか､災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置 

(3)  （略） 

４～９ （略）  

第４章 富士吉田市の概要と過去の災害履

歴 

第１ （略） 

第２社会的条件 

１ 人口 

   本市の人口は平成 27 年 10 月 1 日(国勢調査)で 49,003 人(男

23,890人,女 25,113人)となっており,世帯数は 18,091世帯である。

65 歳以上の高齢者の人口は 12,995 人で,市の総人口の約 27.1 パー

セントを占め,前回(平成 22年)国勢調査時の 23.6パーセントと比べ

てもわかるとおり､年々高齢者層の比率が増加する傾向にあるとい

える｡ 

２～３ （略） 

第３ （略） 

チ 他機関への応援要請 

ツ 前各号のほか､災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置 

(3)  （略） 

４～９ （略） 

第４章 富士吉田市の概要と過去の災害履

歴 

第１ （略） 

第２社会的条件 

１ 人口 

   本市の人口は令和 2年10月1日(国勢調査)で46,530人(男22,645

人,女 23,885 人)となっており,世帯数は 18,337 世帯である。65 歳

以上の高齢者の人口は 14,351人で,市の総人口の約 30.8パーセント

を占め,前回(平成 27年)国勢調査時の 27.1パーセントと比べてもわ

かるとおり､年々高齢者層の比率が増加する傾向にあるといえる｡ 

２～３ （略） 

第３ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最新の数字
に修正 
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富士吉田市地域防災計画修正案新旧対照表（一般災害編） 

頁数 旧 新 改正理由 
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第１章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

第１～第２ （略） 

第３ 富士吉田市水防本部（第２章第 27節「水防計画」参照） 

第４ （略） 

第５ 自主防災組織 

本市において、市民が「自分の住む地域は自分で守る。」という考えを持

ち、自主的に防災活動に参加し、地域で助け合うことは、災害対策上重

要である。 

そのため、市は、市民に対し、広報紙やパンフレットの配布等を通じ、

自主防災組織の活動の重要性や役割の啓発に努める。 

また、自主防災組織に対し、研修会等を実施しリーダーとなりうる防災

士の養成を図るとともに、防災訓練の実施や資機材の整備等について支

援及び助成を行う。 

＜自主防災組織の活動内容＞ 

平常時 発災時 

・災害時要援護者を含めた地域住

民のコミュニティの醸成 

・日ごろの備え及び災害時の的確

な行動等に関する防災知識の普及 

・情報収集・伝達、初期消火、避

難及び救出・救護等の防災訓練の

実施 

・消火用資機材及び応急手当用医

薬品等の防災用資機材の整備・点

検等 

・初期消火の実施 

・情報の収集・伝達 

・救出・救護の実施及び協力 

・集団避難の実施 

・炊き出し及び救助物資の分配に

対する協力 

・要配慮者の安全確保等 

・避難所の運営 

 

第１章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

第１～第２ （略） 

第３ 富士吉田市水防本部（第２章第 28節「水防計画」参照） 

第４ （略） 

第５ 自主防災組織 

本市において、市民が「自分の住む地域は自分で守る。」という意識を持

ち、自主的に防災活動に参加し、地域で助け合うことは、災害対策上重

要である。 

そのため、市は、市民に対し、広報紙やパンフレットの配布等を通じ、

自主防災組織の活動の重要性や役割の啓発に努める。 

また、自主防災組織に対し、研修会等を実施しリーダーとなりうる防災

士の養成を図るとともに、防災訓練の実施や資機材の整備等について支

援及び助成を行う。 

＜自主防災組織の活動内容＞ 

平常時 発災時 

・災害時要援護者を含めた地域住

民のコミュニティの醸成 

・日ごろの備え及び災害時の的確

な行動等に関する防災知識の普及 

・情報収集・伝達、初期消火、避

難及び救出・救護等の防災訓練の

実施 

・消火用資機材及び応急手当用医

薬品等の防災用資機材の整備・点

検等 

・初期消火の実施 

・情報の収集・伝達 

・救出・救護の実施及び協力 

・集団避難の実施 

・炊き出し及び救助物資の分配に

対する協力 

・要配慮者の安全確保等 

・避難所の運営 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６～第７ （略） 

 

第２節 防災知識の普及に関する計画 

 自らの安全は自らが守るのは防災の基本であり、住民がその自覚を持

ち食料・飲料水等の備蓄など、自らの身の安全を守るよう行動すること

が重要である。また住民が、災害時には初期消火や近隣の負傷者及び避

難行動要支援者の支援、避難所で自ら行動、あるいは市の防災活動に協

力するなど防災への寄与が必要となる。このため、県や市は、防災に携

わる職員の資質を高めることと合わせて、住民に自主防災思想の普及を

図っていく。 

 この際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に十分

配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める

とともに、被災時の男女ニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮する

よう努める。 

 また、国及び地方公共団体は、「自らの命は自らが守る」という意識の

徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を

促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提と

し、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災

意識の向上を図るものとする。 

                                  

                                  

                                  

                                 

      

 

 

 

 

 

第６～第７ （略） 

 

第２節 防災知識の普及に関する計画 

 自らの安全は自らが守るのは防災の基本であり、住民がその自覚を持

ち食料・飲料水等の備蓄など、自らの身の安全を守るよう行動すること

が重要である。また住民が、災害時には初期消火や近隣の負傷者及び避

難行動要支援者の支援、避難所で自ら行動、あるいは市の防災活動に協

力するなど防災への寄与が必要となる。このため、県や市は、防災に携

わる職員の資質を高めることと合わせて、住民に自主防災思想の普及を

図っていく。 

 この際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に十分

配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める

とともに、被災時の男女ニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮する

よう努める。 

 また、国及び地方公共団体は、「自らの命は自らが守る」という意識の

徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解

を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提

とし、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての

防災意識の向上を図るものとする。 

 過去の災害の教訓を踏まえ、すべての国民が災害から命を守るために

は、国民一人一人が確実に避難できるようになることが必要である。こ

のため、地域の関係者の連携の下、居住地、職場、学校等において、地

域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイア

ス)等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画修正の

ため 

 

 

 

 

資料編 ・富士吉田市自主防災会一覧（Ｐ３） 

・避難行動要支援者利用施設一覧（Ｐ79） 

 

資料編 ・富士吉田市自主防災会一覧（Ｐ３） 

・避難行動要支援者利用施設一覧（Ｐ78） 
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24 

 

 

 

 

 

27 
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第１ 富士吉田市防災の日 

  ９月第１日曜日を「富士吉田市防災の日」とし市全体で防災につい

て考え行動する日とする。 

第１ 防災教育 （略） 

第２ 一般市民に対する広報 （略） 

第３ 県立防災安全センターによる防災知識の普及 （略） 

第５ 企業防災の促進 

・企業は、災害時における企業の果たす役割（従業員及び顧客の安全確保、

二次災害の防止、事業の継続、地域住民への貢献、男女共同参画の視点を

重視した対応等）を十分認識して、災害時に重要業務を継続するための事

業継続計画（BCP）の策定、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の整

備、事業継続マネジメント（BCM）の取り組みを通じて、推進に努めるも

のとする。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者及び建設業

者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、関係機関との協定の

締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努める。このた

め、県及び市は、こうした取組みに資する情報提供等を進めるとともに、

企業の防災意識の高揚を図るため、さまざまな機会を捉え企業防災の必要

性及び企業が地域コミュニティの一員として地域の防災活動を積極的に

参加するよう、普及啓発、協力要請を行っていく。 

 ・市、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画

に基づく取組等の防災・減災 対策の普及を促進するため、連携して、

事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 ・企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業

員等が屋外を移動することの 

 ないよう、                           

テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさ

せるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第３節 防災訓練に関する計画 

複合的な災害を視野に入れ、災害発生時又は発生のおそれがある場合に

迅速適切な災害応急対策が実施できるように体制の整備強化と関係機関

第１ 富士吉田市防災の日 

  ９月第１日曜日を「富士吉田市防災の日」とし市全体で防災につい

て考え行動する日とする。 

第２ 防災教育 （略） 

第３ 一般市民に対する広報 （略） 

第４ 県立防災安全センターによる防災知識の普及 （略） 

第５ 企業防災の促進 

・企業は、災害時における企業の果たす役割（従業員及び顧客の安全確

保、二次災害の防止、事業の継続、地域住民への貢献、男女共同参画の

視点を重視した対応等）を十分認識して、災害時に重要業務を継続する

ための事業継続計画（BCP）の策定、災害時行動マニュアルの作成、防災

体制の整備、事業継続マネジメント（BCM）の取り組みを通じて、推進に

努めるものとする。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者

及び建設業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、関係機

関との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう

努める。このため、県及び市は、こうした取組みに資する情報提供等を

進めるとともに、企業の防災意識の高揚を図るため、さまざまな機会を

捉え企業防災の必要性及び企業が地域コミュニティの一員として地域の

防災活動を積極的に参加するよう、普及啓発、協力要請を行っていく。 

 ・市、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画

に基づく取組等の防災・減災 対策の普及を促進するため、連携して、

事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 ・企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業

員等が屋外を移動することの 

 ないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱を防ぐため、

テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさ

せるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第３節 防災訓練に関する計画 

複合的な災害を視野に入れ、災害発生時又は発生のおそれがある場合に

迅速適切な災害応急対策が実施できるように体制の整備強化と関係機関

事業に即し

追記 
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等との有機的な連絡調整を図り、技術を向上させるとともに住民に対す

る防災知識の普及を図ることを目的として訓練を行うものとする。また、

訓練の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦な

どの要配慮者に十分配慮し、要配慮者を支援する体制が整備されるよう

努めるとともに、被災時の男女ニーズの違い等男女双方の視点に十分配

慮するよう努めるものとする。 

                                    

                         

                                    

                                    

          

なお、訓練後には事後評価を行い、課題を明らかにするとともに、必要

に応じて改善を行う。 

第１～第５ （略） 

 

第４節 防災施設・資機材の整備計画 

第１ （略） 

第２ 倉庫等の充実 

（略） 

資料編 ・市防災倉庫一覧（Ｐ79） 

第３ 避難所 

（略） 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（Ｐ74） 

第４ （略） 

 

第５節 火災予防計画 

第１ 消防力の充実強化 

１ 自治体消防力の充実強化 

(1) 消防組織の充実強化 

等との有機的な連絡調整を図り、技術を向上させるとともに住民に対す

る防災知識の普及を図ることを目的として訓練を行うものとする。また、

訓練の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦な

どの要配慮者に十分配慮し、要配慮者を支援する体制が整備されるよう

努めるとともに、被災時の男女ニーズの違い等男女双方の視点に十分配

慮するよう努めるものとする。 

大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携

して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある

状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓

練を積極的に実施するものとする。 

なお、訓練後には事後評価を行い、課題を明らかにするとともに、必要

に応じて改善を行う。 

第１～第５ （略） 

 

第４節 防災施設・資機材の整備計画 

第１ （略） 

第２ 倉庫等の充実 

（略） 

資料編 ・市防災倉庫一覧（Ｐ80） 

第３ 避難所 

（略） 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（Ｐ75） 

第４ （略） 

 

第５節 火災予防計画 

第１ 消防力の充実強化 

１ 自治体消防力の充実強化 

(1) 消防組織の充実強化 

 

 

 

 

 

災害対策基

本法改正の

ため 

県地域防災
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38～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

資料編 ・消防力の整備状況（Ｐ69） 

(2)～(3) （略） 

２～５ （略） 

第２～第４ （略） 

 

第６節 風水害等災害予防計画 

第１ 山地の災害予防対策 

１ 山地災害の未然防止 

（略） 

資料編 ・山地災害危険地一覧（Ｐ32） 

２ （略） 

第２ 河川対策 

１ （略） 

２ 水防体制の強化 

(1)～(3) （略）  

 資料編 ・重要水防区域一覧（Ｐ32） 

・雨量観測所及び水位観測所（Ｐ70） 

第３ 土石流対策 

１ （略） 

２ 自主判断による避難 

第４ 急傾斜地崩壊防止対策 

１ （略） 

２ 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

資料編 ・急傾斜地危険区域一覧（Ｐ34） 

 

３～４ 

（略） 

（略） 

 

資料編 ・消防力の整備状況（Ｐ70） 

(2)～(3) （略） 

２～５ （略） 

第２～第４ （略） 

 

第６節 風水害等災害予防計画 

第１ 山地の災害予防対策 

１ 山地災害の未然防止 

（略） 

資料編 ・山地災害危険地一覧（Ｐ33） 

２ （略） 

第２ 河川対策 

１ （略） 

２ 水防体制の強化 

(1)～(3) （略）  

 資料編 ・重要水防区域一覧（Ｐ33） 

・雨量観測所及び水位観測所（Ｐ71） 

第３ 土石流対策 

１ （略） 

２ 自主判断による避難 

第４ 急傾斜地崩壊防止対策 

１ （略） 

２ 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

資料編 ・急傾斜地危険区域一覧（Ｐ35） 

 

３～４ 

（略） 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 土砂災害予防対策と警戒避難体制 

１ （略） 

２ 警戒避難体制の整備 

   市は、警戒避難体制に関する事項を次のとおり定める。 

 (1) 避難勧告等発令基準 

避難勧告等の発令にあたっては、大雨時の避難そのものに危険

が伴うこと等を顧慮し、台風等による豪雨や暴風の襲来が予測さ

れる場合には早期に発令するなど、発令の基準となる情報を参考

に、総合的に判断する。発令の基準となる情報については、本編

第2章第12節「避難計画」によるものとする。 

(2) 警戒避難体制 

 市職員及び消防団員は危険区域の警戒巡視を行い、自治会長等との連

絡を密にするとともに、住民等に対し避難準備を行うよう広報する。ま

た、市長は必要に応じて災害対策基本法第 56 条に規定する警告、第 59

条に規定する事前措置及び第 60 条に規定する避難の勧告、指示等の措置

を講じる。 

 

(3) （略） 

(4) 土砂災害警戒区域における避難体制の整備 

ア～ウ （略） 

 

 

 

第７節 農林災害予防計画 

第１ 農業対策 

１ 農業施設 

(1)～(2) 

(3) 農用施設 

ハウス、農舎、共同利用施設等について、最小限に災害を防止するため

補強の措置をとるものとする。            

２ 農作物に対する措置 

第５ 土砂災害予防対策と警戒避難体制 

１ （略） 

２ 警戒避難体制の整備 

   市は、警戒避難体制に関する事項を次のとおり定める。 

 (1) 避難指示等発令基準 

避難指示等の発令にあたっては、大雨時の避難そのものに危険

が伴うこと等を顧慮し、台風等による豪雨や暴風の襲来が予測さ

れる場合には早期に発令するなど、発令の基準となる情報を参考

に、総合的に判断する。発令の基準となる情報については、本編

第2章第12節「避難計画」によるものとする。 

(2) 警戒避難体制 

 市職員及び消防団員は危険区域の警戒巡視を行い、自治会長等との連

絡を密にするとともに、住民等に対し避難準備を行うよう広報する。ま

た、市長は必要に応じて災害対策基本法第 56 条に規定する警告、第 59

条に規定する事前措置及び第 60 条に規定する避難    指示等の措

置を講じる。 

 

(3) （略） 

(4) 土砂災害警戒区域における避難体制の整備 

ア～ウ （略） 

 

 

 

第７節 農林災害予防計画 

第１ 農業対策 

１ 農業施設 

(1)～(2) 

(3) 農用施設 

ハウス、農舎、共同利用施設等について、最小限に災害を防止するため

の技術対策資料の提供や補強の指導を行うものとする。 

２ 農作物に対する措置 

 

 

 

 

災害対策基

本法改正の

ため 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基

本法改正の

ため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に即し

追記 

 

 

資料編 ・土砂災害警戒区域、特別警戒区域一覧（Ｐ36） 資料編 ・土砂災害警戒区域、特別警戒区域一覧（Ｐ35） 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

農産物の災害予防については、「山梨県農業災害対策要領（昭和 56.4.1

改正）」に基づき、台風等による風水害予防については、時期別、作物別

の技術的な面についての予防措置並びに対策を指導するものとする。           

                                 

          

３ （略） 

第２ 林業対策 

１ （略） 

２ 林地保全 

   森林は無立木地に比較して、保水力が大きいが、その取り扱い如

何によっては、その機能をそう失し、林地荒廃の原因にもなり得るので、

その林地に順応した適正な森林整備を図り、災害の未然防止を期するも

のである。 

 

 

 

第８節 建築物災害予防計画 

（略） 

第１～第２ （略） 

第３ 建築基準法等に基づく建築物等の規制による推進 

市は、限定特定行政庁として、建築物の敷地、構造及び用途等が建築基

準法に適合するよう建築確認審査業務を通した指導を行い、防災的なま

ちづくりの実現を図る。さらに、違反建築物の指導を強化し、非防災的

建築物等の建築の防止に努める。                  

      

第４ （略） 

 

第９節 文化財災害予防計画 

第１ 保護の対象 

（略） 

農産物の災害予防については、「山梨県農業災害対策要領（令和 2.4.1 改

正）」に基づくものとする。気象災害（凍霜害、強風、干ばつ、大雨、日

照不足、大雪など）の予防については、山梨県や関係機関と連携し、気

象情報の発信や農作物別・気象情報に応じた技術対策資料の提供や指導

を行うものとする。 

３ （略） 

第２ 林業対策 

１ （略） 

２ 林地保全 

   森林は無立木地に比較して、保水力が大きいが、その取り扱い如

何によっては、その機能を喪失 し、林地荒廃の原因にもなり得るので、

その林地に順応した適正な森林整備を図り、災害の未然防止を期するも

のである。 

 

 

 

第８節 建築物災害予防計画 

（略） 

第１～第２ （略） 

第３ 建築基準法等に基づく建築物等の規制による推進 

市は、建築物の敷地、構造及び用途等が建築基準法および関係規定に適

合するよう建築指導業務を通して適法建物の推進および建築物の安全管

理に対する啓蒙をおこなうことで、防災的なまちづくりの実現を図る。

また、山梨県（特定行政庁）と連携し、非防災的建築物等の建築の防止

に努める。 

第４ （略） 

 

第９節 文化財災害予防計画 

第１ 保護の対象 

（略） 

要領改正の

ため 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築確認審

査業務の県

へ移管のた

め 
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45 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 ・文化財一覧（Ｐ130） 

 

第２～第３ （略） 

第４ 文化財災害予防計画及び対策 

文化財の防災施設の実施計画や対策は関係法令         

        に基づき、所有者、管理者の事情を考慮して、消防

用設備や消火、避難及びその他風水害等の災害に対する訓練を、消防

本部や消防団の指導・協力により行うとともに、所有者の教育を実施

するものとする。 

 

第１０節 特殊災害予防対策計画 

第１ （略） 

第２ ガス事業施設の災害予防対策 

１～３ （略） 

資料編 ・高圧ガス関係事業所一覧（Ｐ70） 

    ・山梨県高圧ガス地域防災協議会 防災事業所一覧（Ｐ70） 

第１１節 情報通信システム整備計画 

（略） 

第１ 市防災行政放送システム（緊急情報伝達システム）の整備 

（略） 

資料編 ・市防災行政用放送設置状況（Ｐ40） 

第２～第３ （略） 

第４ 他の関係機関の通信設備の利用 

（略） 

資料編 ・市内における無線局一覧（Ｐ44） 

第５ （略） 

第１２節 （略） 

資料編 ・文化財一覧（Ｐ131） 

 

第２～第３ （略） 

第４ 文化財災害予防計画及び対策 

文化財の防災施設の実施計画や対策は関係法令及び富士吉田市文化

財保存活用地域計画に基づき、所有者、管理者の事情を考慮して、消

防用設備や消火、避難及びその他風水害等の災害に対する訓練を、消

防本部や消防団の指導・協力により行うとともに、所有者の教育を実

施するものとする。 

 

第１０節 特殊災害予防対策計画 

第１ （略） 

第２ ガス事業施設の災害予防対策 

１～３ （略） 

資料編 ・高圧ガス関係事業所一覧（Ｐ71） 

    ・山梨県高圧ガス地域防災協議会 防災事業所一覧（Ｐ71） 

第１１節 情報通信システム整備計画 

（略） 

第１ 市防災行政放送システム（緊急情報伝達システム）の整備 

（略） 

資料編 ・市防災行政用放送設置状況（Ｐ41） 

第２～第３ （略） 

第４ 他の関係機関の通信設備の利用 

（略） 

資料編 ・市内における無線局一覧（Ｐ45） 

第５ （略） 

第１２節 （略） 

 

 

 

 

計画策定の

ため追記 
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第２章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に災害の発生を防ぎょし、

又は災害の拡大を防止するための組織及び応急対策について定める。 

第１ （略） 

第２ 災害対策本部の組織及び所掌事務 

災害対策本部の組織及び所掌事務は、富士吉田市災害対策本部条例

（昭和 38年条例第 2号）に基づく富士吉田市災害対策本部規程（昭和

42 年災本訓令甲第１号）で定めるとおりとし、別表１及び別表２に掲げ

る。 

  また、本章第２節「職員配備基準     」による配備基準におい

て、震度６弱以上の地震などの大規模災害発生の場合による「Ｂ配備」体

制をとる場合には、災害対策本部の組織及び所掌事務は、別表３及び別表

４に掲げるとおりとする。なお、別表１及び別表２における災害対策本部

の体制を、Ｂ配備と区別して「Ａ配備」とよぶ。Ｂ配備体制における職員

の行動は、「大規模災害発生における富士吉田市職員の初期行動マニュア

ル」（要領）によるものとする。 

１～９ （略） 

 

 

 

 

別表１ 

富士吉田市災害対策本部機構図（Ａ配備） 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に災害の発生を防御 し、

又は災害の拡大を防止するための組織及び応急対策について定める。 

第１ （略） 

第２ 災害対策本部の組織及び所掌事務 

災害対策本部の組織及び所掌事務は、富士吉田市災害対策本部条例

（昭和 38年条例第 2号）に基づく富士吉田市災害対策本部規程（昭和

42 年災本訓令甲第１号）で定めるとおりとし、別表１及び別表２に掲げ

る。 

  また、本章第２節「職員の配置及び動員計画」による配備基準にお

いて、震度６弱以上の地震などの大規模災害発生の場合による「Ｂ配備」

体制をとる場合には、災害対策本部の組織及び所掌事務は、別表３及び

別表４に掲げるとおりとする。なお、別表１及び別表２における災害対

策本部の体制を、Ｂ配備と区別して「Ａ配備」とよぶ。Ｂ配備体制にお

ける職員の行動は、「大規模災害発生における富士吉田市職員の初期行動

マニュアル」（要領）によるものとする。 

１～９ （略） 

 

 

 

 

別表１ 

富士吉田市災害対策本部機構図（Ａ配備） 次表に修正  

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編に

より修正 
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- 15 - 

- 15 - 

富士吉田市地域防災計画修正案新旧対照表 

頁数 旧 新 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

富士吉田市災害対策本部事務分掌及び編成表（Ａ配備） 

部 部  長 班 班  長 事  務  分  掌 

企 画 部 

 

企 画 部 長 

 

管 理 本 部 班 企 画 担 当 次 長 

安全対策課担当次長  

（略） 

（略） 

企 画 班 

地域振興・移住定住班 

ふるさと納税推進室班  

企 画 課 長 

国際スポーツ大会 

キャンプ地誘致推進室長 

地域振興・移住定住課長  

ふるさと納税推進室長 

（略） 

（略） 

安全対策班 

 

安 全 対 策 課 長 

富士山火山対策室長 

１ 災害対策本部に関す

ること。 

２ 予警報等の伝達及び

災害広報に関するこ

別表２ 

富士吉田市災害対策本部事務分掌及び編成表（Ａ配備） 

部 部  長 班 班  長 事  務  分  掌 

企 画 部 

 

企 画 部 長 

 

管 理 本 部 班 企 画   次 長 

            

（略） 

（略） 

企 画 班 

地域振興・移住定住班 

ふるさと納税推進室班  

企 画 課 長 

国際スポーツ大会 

キャンプ地誘致推進室長 

地域振興・移住定住課長  

ふるさと納税推進室長 

（略） 

（略） 

安全対策班 

 

安 全 対 策 課 長 

富士山火山対策室長 

１ 災害対策本部に関す

ること。 

２ 予警報等の伝達及び

災害広報に関するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 別表２ 

富士吉田市災害対策本部事務分掌及び編成表（A配備） 
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と。 

３ 災害情報の収集及び

伝達に関すること。 

４ 警察・消防団等関係

機関との災害情報の

交換及び連絡調整に

関すること。 

５ 自衛隊の災害派遣要

請に関すること。 

６ 防災行政無線の受発

信、管理に関するこ

と。 

７ 避難場所の設置及び

管理に関すること。 

８ 防災会議に関するこ

と。 

９ 応援協定による協力

要請に関すること 

10 警戒区域の設定に

関すること。 

11 避難準備情報、避難

の勧告・指示への対応

に関すること。 

12 交通安全対策に関

すること。 

13 警察及び消防団と

の連絡に関すること。 

14 隣接市町村消防団

との連絡に関するこ

と。 

15  放射線に関するこ

と。 

と。 

３ 災害情報の収集及び

伝達に関すること。 

４ 警察・消防団等関係

機関との災害情報の

交換及び連絡調整に

関すること。 

５ 自衛隊の災害派遣要

請に関すること。 

６ 防災行政無線の受発

信、管理に関するこ

と。 

７ 避難場所の設置及び

管理に関すること。 

８ 防災会議に関するこ

と。 

９ 応援協定による協力

要請に関すること 

10 警戒区域の設定に

関すること。 

11 避難準備情報、避

難の    

指示への対応に関す

ること。 

12 交通安全対策に関

すること。 

13 警察及び消防団と

の連絡に関すること。 

14 隣接市町村消防団

との連絡に関するこ

と。 

15  放射線に関するこ

と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害対策基
本法改正の
ため 
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（略） 

総務部 総務部長 
（略） 

税 務 班 

収 税 班 

税 務 課 長 

収 税 課 長 

 

１  住家等一般被害調

査に関すること。 

                      

   

２ 災害による市税等に関

すること。 

３ 他班の応援に関する

こと。 

市民生活部 市民生活部長 （略） 

子育て支援班 子育て支援課長 

保育・幼稚園室長 

１ 保育園等の被害調査

及び災害対策に関す

ること。 

２ 保育園児及び幼稚

園児の避難等安全確

保に関すること。 

３ 避難所開設の協力に

関すること。 

４ 要配慮者の安全確

保、安否確認に関す

ること。 

５ 他班の応援に関する

こと。 

（略） 

総務部 総務部長 
（略） 

税 務 班 

収 税 班 

税 務 課 長 

収 税 課 長 

 

１ 住家等一般被害調査

に関すること。 

２ り災証明書の発行に

関すること。 

３ 災害による市税等に

関すること。 

４ 他班の応援に関する

こと。 

市民生活部 市民生活部長 （略） 

子育て支援班 子育て支援課長 

保育・幼稚園室長 

１ 保育園等の被害調査

及び災害対策に関す

ること。 

２ 保育園児及び幼稚園

児の避難等安全確保

に関すること。 

３ 避難所開設の協力に

関すること。 

４ 要配慮者の安全確

保、安否確認に関す

ること。 

５ 他班の応援に関する

こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
所管替えの
ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所管替えの
ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 18 - 

- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康長寿班 健康長寿課 長 

            

１ 医療施設の被害調査

及び災害対策に関す

ること。 

２  災害時の医療、助

産、埋葬、防疫に関す

ること。 

３ 災害対策用医療品の

確保に関すること。 

４ 医師会等の応援要請

に関すること。 

５ 被災者の公害・衛生

管理に関すること。 

6  要配慮者の安全確

保、安否確認に関す

ること。 

市 民 班 

 

市 民 課 長 

国民健康保険室長  

１  被災者及び被災世

帯の確認及び被災者

名簿に関すること。 

２ り災証明書の発行に

関すること。 

３ 国民年金の保険料等

に関すること。 

４ 国民健康保険等に関

すること。 

５ 他班の応援に関する

こと。 

（略） 

（略） 

都市基盤部 都市基盤部長 （略） 

健康長寿班 健康長寿課 長 

健康推進室 長 

１ 医療施設の被害調査

及び災害対策に関す

ること。 

２  災害時の医療、助

産、埋葬、防疫に関す

ること。 

３ 災害対策用医療品の

確保に関すること。 

４ 医師会等の応援要請

に関すること。 

５ 被災者の公害・衛生

管理に関すること。 

6  要配慮者の安全確

保、安否確認に関す

ること。 

市 民 班 

 

市 民 課 長 

国民健康保険室長  

１ 被災者及び被災世帯

の確認及び被災者名

簿に関すること。 

                     

   

２ 国民年金の保険料等

に関すること。 

３ 国民健康保険等に関

すること。 

４ 他班の応援に関する

こと。 

（略） 

（略） 

都市基盤部 都市基盤部長 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所管替えの
ため 
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 上下水道担当部長 建築住宅班 建 築 住 宅 課 

上吉田団地建設室長  

 

 

（略） 

上下水道管理班  

上下水道工務班 

（略） 

１ 飲料水の確保に関

すること。 

２ 水道に係る災害予

算及び経理に関する

こと。 

３ 復旧工事に必要な

資機材の調達に関す

ること。 

４ 水道施設の被害調

査及び災害対策に関

すること。 

５ 水源に関すること。 

６ 水道工事指定店の

配備計画に関すること 

７ 下水道施設の被害

調査及び災害対策に

関すること。 

８ 下水道工事指定店の配

備計画に関すること。 

９ 他班の応援に関す

ること。 

（略） 

ふるさと納税推進室 ふるさと納税推進室部長  ふるさと納税推進室班  ふるさと納税推進室長 １  ふるさと納税対応

に関すること。 

２ 他班の応援に関す

ること。 

教育委員会 教育委員会部長 （略） 

           建築住宅班 建 築 住 宅 課 

上吉田団地建設室長 

 

 

（略） 

上下水道管理班 

上下水道工務班 

（略） 

１ 飲料水の確保に関

すること。 

２ 水道に係る災害予

算及び経理に関する

こと。 

３ 復旧工事に必要な

資機材の調達に関す

ること。 

４ 水道施設の被害調

査及び災害対策に関

すること。 

５ 水源に関すること。 

                    

         

６ 下水道施設の被害

調査及び災害対策に

関すること。 

                    

         

７ 他班の応援に関す

ること。 

（略） 

ふるさと納税推進室 ふるさと納税推進室部長  ふるさと納税推進室班 ふるさと納税推進室長 １  ふるさと納税対応

に関すること。 

２ 他班の応援に関す

ること。 

教育委員会 教育委員会部長 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
業務継続計
画修正のた
め 
 
 
 
業務継続計
画修正のた
め 
 
 
 
組織再編に

より修正 
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学校教育班 

教育研修所班 

学 校 教 育 課 長 

教育研修所課長 

 

１ 教育関係施設の被

害調査及び災害対策

に関すること。 

２ 幼稚園児、児童、生

徒の安全確保・安否確

認に関すること 

３ 避難所開設の協力

に関すること。 

４  被災児童  の被

害調査及び災害対策

に関すること。 

５ 災害時における教

育の確保について。 

６ 教育関係義援金品

の受け付け、支給に関

すること。 

（略） 

（略） 

別表３ 

富士吉田市災害対策本部機構図（B配備） 

 

学校教育班 

教育研修所班 

学 校 教 育 課 長 

教育研修所課長 

 

１ 教育関係施設の被

害調査及び災害対策

に関すること。 

２      児童、生徒

の安全確保・安否確

認に関すること 

３ 避難所開設の協力

に関すること。 

４ 被災児童生徒の被

害調査及び災害対策

に関すること。 

５ 災害時における教

育の確保について。 

６ 教育関係義援金品

の受け付け、支給に関

すること。 

（略） 

（略） 

別表３ 

富士吉田市災害対策本部機構図（B配備） 次表に修正  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
所管替えの
ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織再編に

より修正 
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富士吉田市地域防災計画修正案新旧対照表 

頁数 旧 新 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 

富士吉田市地震災害警戒本部事務分掌及び編成表  

部 部  長 班 事   務   分   掌 

企 画 部 企 画 部 長 

議 会 事 務 局 長 

本 部 員 班 

１ 災害対策本部の運営に関すること。 

２ 各防災関係機関、他自治体への応援等の要請、

報告、連絡調整に関すること。 

３ 防災行政無線等による情報周知に関するこ

と。 

４ 報道機関への協力要請、報道対応、その他連

絡に関すること。 

５ 住民組織（自主防災組織等）との連絡調整に

関すること。 

６ 災害救助活動に伴う自治会等各種団体との

連絡調整に関すること。 

７ 市議会との連絡調整に関すること。 

８ その他災害応急対策全般に関すること。 

輸 送 班 

１ 応急機材、生活物資機材の搬送に関すること。 

２ 輸送に係る関係団体の応援、連絡調整に関す

ること。 

３ その他輸送応急対策に関すること。 

総 務 部 総 務 部 長 

情 報 班 

１ 各班から発信される情報の整理、記録、統計

に関すること。 

２ 整理した情報のフィードバックに関するこ

と。 

３ 本部員班の応援に関すること。 

管 財 班 

１ 災害時の停電対策、電話交換等通信施設の確

保に関すること。 

２ 災害用車両の確保及び配車計画に関するこ

と。 

別表４ 

富士吉田市地震災害警戒本部事務分掌及び編成表  

部 部  長 班 事   務   分   掌 

企 画 部 企 画 部 長 

議 会 事 務 局 長 

本 部 員 班 

１ 災害対策本部の運営に関すること。 

２ 各防災関係機関、他自治体への応援等の要請、

報告、連絡調整に関すること。 

３ 防災行政放送等による情報周知に関するこ

と。 

４ 報道機関への協力要請、報道対応、その他連

絡に関すること。 

５ 住民組織（自主防災組織等）との連絡調整に関

すること。 

６ 災害救助活動に伴う自治会等各種団体との連

絡調整に関すること。 

７ 市議会との連絡調整に関すること。 

８ その他災害応急対策全般に関すること。 

輸 送 班 

１ 応急機材、生活物資機材の搬送に関すること。 

２ 輸送に係る関係団体の応援、連絡調整に関す

ること。 

３ その他輸送応急対策に関すること。 

総 務 部 総 務 部 長 

情 報 班 

１ 各班から発信される情報の整理、記録、統計

に関すること。 

２ 整理した情報のフィードバックに関するこ

と。 

３ 本部員班の応援に関すること。 

管 財 班 

１ 災害時の停電対策、電話交換等通信施設の確

保に関すること。 

２ 災害用車両の確保及び配車計画に関するこ

と。 
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３ 市有施設の被害調査に関すること。 

４ 本部員班の応援に関すること。 

災害物資供

給 

管 理 班 

１ 各防災備蓄倉庫の開錠、搬出物資

機材の管理に関すること。 

２ 災害援助物資集積所の開設・運営

に関すること。 

３ 災害援助物資の受け入れ、管理に

関すること。  

４ 備蓄物資・援助物資の搬出に関す

ること。 

５ その他、物資供給応急対策に関す

ること 

市 民 生 活

部 

市 民 生 活 部 長 

福祉支援班 

１ 要配慮者の安否確認に関するこ

と。 

２ 自主防災会、民生委員など要配慮者支

援に係る団 

体への要請、連絡調整に関すること。  

３ 避難所での要配慮者支援に関する

こと。 

４ 福祉避難所の確保に関すること。 

５ 福祉団体との連絡調整に関する

こと。 

６ その他福祉支援応急対策に関す

ること。 

衛 生 班 

１ 避難所等の衛生指導等に関する

こと。 

２ 医師会等の応援要請に関するこ

と。 

３ 災害対策用医療品の確保に関す

ること。 

４ その他防疫応急対策に関するこ

と。 

３ 市有施設の被害調査に関すること。 

４ 本部員班の応援に関すること。 

災害物資供

給 

管 理 班 

１ 各防災備蓄倉庫の開錠、搬出物資

機材の管理に関すること。 

２ 災害援助物資集積所の開設・運営

に関すること。 

３ 災害援助物資の受け入れ、管理に

関すること。  

４ 備蓄物資・援助物資の搬出に関す

ること。 

５ その他、物資供給応急対策に関す

ること 

市 民 生 活

部 

市 民 生 活 部 長 

福祉支援班 

１ 要配慮者の安否確認に関するこ

と。 

２ 自主防災会、民生委員など要配慮者支

援に係る団 

体への要請、連絡調整に関すること。  

３ 避難所での要配慮者支援に関する

こと。 

４ 福祉避難所の確保に関すること。 

５ 福祉団体との連絡調整に関する

こと。 

６ その他福祉支援応急対策に関す

ること。 

衛 生 班 

１ 避難所等の衛生指導等に関する

こと。 

２ 医師会等の応援要請に関するこ

と。 

３ 災害対策用医療品の確保に関す

ること。 

４ その他防疫応急対策に関するこ

と。 
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環境衛生班 

１ 環境処理施設の被害調査、施設確

保に関すること。 

２ 指定避難所で発生するゴミの収

集運搬処理に関すること。 

３ 街中で発生する災害ゴミへの対応に関

すること。 

４ オルソ等消毒剤の供与及び消毒

作業の実施や指導など、被災者・

被災地の防疫に関すること。 

５ その他環境衛生応急対策に関す

ること。 

産 業 観 光

部 

産 業 観 光 部 長 

産業観光班 

１ 観光、農業用施設等の被害調査

及び災害対策に関すること。 

２ 観光関係団体との連絡調整に関

すること。 

３ 観光客の避難救助に関するこ

と。 

４ その他観光応急対策に関するこ

と。 

都 市 基 盤

部 

 

都 市 基 盤 部 長 

上下水道担当部長 

土 木 班 

１ 優先道路の現況調査及び障害物

除去による通行の確保に関するこ

と。 

２ 市道、農道、林道、農地の被害状

況調査及び応急措置に関するこ

と。 

３ 関係機関・団体への応援要請、連

絡調整に関すること。 

４ その他災害応急対策に関するこ

と。 

建 築 班 

１ 避難所等市有施設の応急危険度

判定に関すること。 

２ 各所から派遣されて来た応急危

険度判定士のコーディネートに関

すること。 

環境衛生班 

１ 環境処理施設の被害調査、施設確

保に関すること。 

２ 指定避難所で発生するゴミの収

集運搬処理に関すること。 

３ 街中で発生する災害ゴミへの対応に関

すること。 

４ オルソ等消毒剤の供与及び消毒

作業の実施や指導など、被災者・

被災地の防疫に関すること。 

５ その他環境衛生応急対策に関す

ること。 

産 業 観 光

部 

産 業 観 光 部 長 

産業観光班 

１ 観光、農業用施設等の被害調査

及び災害対策に関すること。 

２ 観光関係団体との連絡調整に関

すること。 

３ 観光客の避難救助に関するこ

と。 

４ その他観光応急対策に関するこ

と。 

都 市 基 盤

部 

 

都 市 基 盤 部 長 

         

土 木 班 

１ 優先道路の現況調査及び障害物

除去による通行の確保に関するこ

と。 

２ 市道、農道、林道、農地の被害状

況調査及び応急措置に関するこ

と。 

３ 関係機関・団体への応援要請、連

絡調整に関すること。 

４ その他災害応急対策に関するこ

と。 

建 築 班 

１ 避難所等市有施設の応急危険度

判定に関すること。 

２ 各所から派遣されて来た応急危

険度判定士のコーディネートに関

すること。 
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３ 他の関係機関・団体への応援要

請、連絡調整に関すること。 

４ その他災害応急対策に関するこ

と。 

上・下水道班 

１ 指定避難所への給水 

２ 断水地区の調査及び復旧 

３ 管きょ及び下水道施設被害の調

査及び復旧 

４ 排水困難地区における応急措置

（バキューム・簡易トイレ）や

排水自粛の呼び掛け 

５ その他上・下水道応急対策に関

すること。 

産業観光部 

演習場対策室 

      

教育委員会 

 

産業観光部長 

演習場対策室部長 

         

教育委員会部長 

 

 

避 難 所 班 

 

１ 避難所の開設・運営に関するこ

と。 

２ 避難所内現地対策本部に関する

こと。 

３ 炊き出し等へ協力してもらう団

体との連携に関すること。 

４ 避難所内救護所、避難住民、傷病

者の受け入れと重傷者の市立病

院への搬送手配に関すること。 

５ 各班受持ちとなっている避難場

所から指定避難所への避難住民の

誘導支援に関すること。 

６ 市災害対策（警戒）本部との連絡

調整に関すること。 

７ その他避難所応急対策に関する

こと 

教 育 委 員

会 

教育委員会部長 
教育施設管

理 班 

１ 教育関係施設及び社会体育施設

の被害調査に関すること。 

２ 児童、生徒の安全確保・安否確

３ 他の関係機関・団体への応援要

請、連絡調整に関すること。 

４ その他災害応急対策に関するこ

と。 

上・下水道班 

１ 指定避難所への給水 

２ 断水地区の調査及び復旧 

３ 管きょ及び下水道施設被害の調

査及び復旧 

４ 排水困難地区における応急措置

（バキューム・簡易トイレ）や

排水自粛の呼び掛け 

５ その他上・下水道応急対策に関

すること。 

産業観光部 

演習場対策室 

ふるさと納税推進室 

教育委員会 

 

産業観光部長 

演習場対策室部長 

ふるさと納税推進室部長 

教育委員会部長 

 

 

避 難 所 班 

 

１ 避難所の開設・運営に関するこ

と。 

２ 避難所内現地対策本部に関する

こと。 

３ 炊き出し等へ協力してもらう団

体との連携に関すること。 

４ 避難所内救護所、避難住民、傷病

者の受け入れと重傷者の市立病

院への搬送手配に関すること。 

５ 各班受持ちとなっている避難場

所から指定避難所への避難住民の

誘導支援に関すること。 

６ 市災害対策（警戒）本部との連絡

調整に関すること。 

７ その他避難所応急対策に関する

こと 

教 育 委 員

会 

教育委員会部長 
教育施設管

理 班 

１ 教育関係施設及び社会体育施設

の被害調査に関すること。 

２ 児童、生徒の安全確保・安否確
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認に関すること。 

３ 被災児童・生徒の被害調査に関

すること。 

４ その他災害応急対策に関するこ

と。 

第２節 職員の配置及び動員計画 

第１ （略） 

第２ 動員対象から除外する職員 

１～３ （略） 

４ 勤務時間外、休日における職員への伝達及び配備 

(1)～(3) （略） 

資料編 ・職員への伝達方法体系図（勤務時間中及び勤務時間外・休日）（Ｐ46） 

 

第３～第４ （略） 

 

第３節 応援協力要請計画 

第１～第３ （略） 

第４ 応援協定等に基づく要請 

１～２ （略） 

３ 郵便局に対する協力要請 （略） 

資料編 ・災害時における富士吉田郵便局ほか郵便局と富士吉田市間の協力に関する覚書 （Ｐ29） 

第５ 応援受入体制の確保 

１～２ （略） 

３ 搬送物資受入施設の整備 

県及び他市町村等から搬送されてくる救援物資を速やかに受け入れる

ため、次の場所を搬送物資集積場所と定める。 

名 称 所 在 地 電話番号 

富士山アリーナ 富士吉田市新屋 1936 0555―23―1271 

被災により、指定した一時集積場所が使用不能の場合は、「災害時にお

認に関すること。 

３ 被災児童・生徒の被害調査に関

すること。 

４ その他災害応急対策に関するこ

と。 

第２節 職員の配置及び動員計画 

第１ （略） 

第２ 動員対象から除外する職員 

１～３ （略） 

４ 勤務時間外、休日における職員への伝達及び配備 

(1)～(3) （略） 

資料編 ・職員への伝達方法体系図（勤務時間中及び勤務時間外・休日）（Ｐ47） 

 

第３～第４ （略） 

 

第３節 応援協力要請計画 

第１～第３ （略） 

第４ 応援協定等に基づく要請 

１～２ （略） 

３ 郵便局に対する協力要請 （略） 

資料編 ・災害発生時等における富士吉田と富士吉田市内郵便局の協力に関する協定 （Ｐ31） 

第５ 応援受入体制の確保 

１～２ （略） 

３ 搬送物資受入施設の整備 

県及び他市町村等から搬送されてくる救援物資を速やかに受け入れる

ため、次の場所を搬送物資集積場所と定める。 

名 称 所 在 地 電話番号 

富士山アリーナ 富士吉田市新屋 3-7-5 0555―23―1271 

被災により、指定した一時集積場所が使用不能の場合は、「災害発生時
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ける富士吉田郵便局ほか郵便局と富士吉田市間の協力に関する覚書」に

より郵便局から用地の提供を受ける等、代替場所を早急に決定する 

 

第４節 予報及び警報等の伝達計画 

第１ 予報・警報の種類等 

１ 気象庁及び甲府地方気象台が発表する予報・警報 

(1) 予報・警報の種類と定義 

種類 定義 

府 県 天 気 予 報 予報発表時から明後日までの風、天気、降水確率、気温等の予報 

天 気 分 布 予 報 

日本全国を約20km格子に分け、それぞれについて３時間単位の気象状態（天気、降水量、気

温、降雪量）を、5時、11時予報は24時間先まで、17時予報は30時間先まで分布図形式で

行う予報 

地域時系列予報 
代表的な地域又は地点を対象に３時間単位の気象状態（天気、気温、風向、風速）を5時、

11時予報は24時間先まで、17時予報は30時間先まで時系列グラフ表示で行う予報 

週間天気予報 発表日翌日から７日間先までの天気、降水確率、気温等の予報（含む、信頼度） 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意

して行う予報 

警 報 級 の 可 能 性 

（明日まで） 

大雨、大雪、暴風（暴風雪）が明日までの警報級の現象になる可能性を、定時の天気予報の

発表（毎日05時、11時、17時）に合わせて天気予報の対象地域と同じ発表単位で、〔高〕、

〔中〕の2段階の確度を付して発表する予報 

警 報 級 の 可 能 性 

（明後日以降） 

大雨、大雪、暴風（暴風雪）が2日先から５日先までの警報級の現象になる可能性を、週間

天気予報の発表（毎日11時、17時）に合わせて、県単位で、〔高〕、〔中〕の2段階の確度を

付して発表する予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告

して行う予報 

特  別  警  報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害の危険性が著しく大きい場合、

その旨を警告して行う予報 

府 県 気 象 情 報 
気象予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する情報 

土砂災害警戒情報 

山梨県と甲府地方気象台が共同で発表する情報。大雨警報（土砂災害）が発表されている状

況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避

難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報 

等における富士吉田と富士吉田市内郵便局の協力に関する協定」により

郵便局から用地の提供を受ける等、代替場所を早急に決定する 

 

第４節 予報及び警報等の伝達計画 

 気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に基づく注意報・警報等を

迅速かつ正確に伝達し、防災対策の適切な実施を図り、もって被害を

最小限度に防止する。 

 

第１ 予報・警報の種類等 

１ 気象庁及び甲府地方気象台が発表する予報・警報 

 予報・特別警報・警報・注意報等の種類警戒レベルを用いた

防災情報の提供  

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等

がとるべき行動」を５段階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当

該行動を居住者等に促す情報」とを関連付けるものである。  

 「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行

動をとる際の判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞ

れ警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を

直感的に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベ

ルにより提供する。  

  なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、

避難指示等が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっ

ても行政等が出す防災情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの

判断で自発的に避難することが望まれる。  

（ア）特別警報・警報・注意報  

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあると

きには「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警

報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別

警報」が、現象の危険度と雨量、風 、潮位等の予想値を時間帯ごと

に明示して、市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸
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記録的短時間大雨情報 
数年に１回程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測又は解析したとき、府県気

象情報の一種として発表する情報 

竜巻注意情報 

雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった

ときに発表する情報 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更な

る竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を発表する情報 

指定河川洪水情報 
河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるため、あらか

じめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表する警報及び注意報 

※予報区とは、天気予報及び警報・注意報の対象とする地域 

 

(2) 警報・注意報基準一覧表 

発表官署 甲府地方気象台 

府県予報区 山梨県 

一次細分区域 中・西部 東部･富士五湖地方 

市町村等をまとめた地域 中北地域 峡東地域 峡南地域 東部 富士五湖 

警
報 

大雨 
区域内の市町村で別表1の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表2の基準に到達することが予想される場合 

暴風 

（平均風速） 
20m/s以上 

暴風雪 

（平均風速） 
20m/s以上 雪を伴う 

大雪 盆地：12時間降雪の深さ 15cm  

山地：12時間降雪の深さ 30cm 
12時間降雪の深さ30cm 

12 時間降雪の

深さ 30cm 

注
意
報 

大雨 区域内の市町村で別表3の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表4の基準に到達することが予想される場 

強風（平均風速） 12m/s 以上※ 

※甲府地方気象台の観測値は14m/s以上を目安とする。 

風雪（平均風速） 合12m/s以上 雪を伴う※ 

※甲府地方気象台の観測値は14m/s以上を目安とする。 

水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等につい

ては、実際に危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表

される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビや

ラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられ

るよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる場

合がある。  

  

特別警報・警報・注意報

の種類  
概  要  

特 別警報  

大雨特別警

報  

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土

砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。災害がすで

に発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる必

要があることを示す警戒レベル５に相当。  

大雪特別警

報  

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。  

暴風特別警

報  

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。  

 

暴風雪特別警

報  

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に加

えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。  

警報  大雨警報  

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸

水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき

事項が明記される。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。  
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大雪 
盆地：12時間降雪の深さ 5cm  

山地：12時間降雪の深さ 10cm 
12時間降雪の深さ10cm 

12 時間降雪の

深さ 10cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧（視程） 

 

100m以下 

乾燥 最小湿度25％で、実効湿度50％以下※ 

※湿度は甲府地方気象台の値 

最小湿度25％

で、実効湿度

50％以下※ 

※湿度は河口

湖特別地域気

象観測所の値 

なだれ 

1. 表層なだれ：24時間降雪が30cm以上あって、気象変化の激しいとき 

2. 全層なだれ：積雪50cm以上、最高気温15℃以上（甲府地方気象台）で、かつ

24時間降水量20mm以上 

低温（最低気温） 

夏期：最高気温が甲府地方気象台で16℃以下または河口湖特別地域気象観測所で、

12℃以下が2日以上続く場合 

冬期：最低気温が甲府地方気象台で-6℃以下河口湖特別地域気象観測所で-10℃以

下 

霜（最低気温） 早霜･晩霜期 3℃以下 

着氷 著しい着氷が予想される場合 

着雪 著しい着雪が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 

（1時間雨量） 

100mm以上 

大雨及び洪水警報・注意報基準表 各表の説明 

① 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合

は「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場

合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達すると予想される場合は「大

雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

② 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域

洪水警報  

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象と

なる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊に

よる重大な災害があげられる。高齢者等の避難が必要とされる警

戒レベル３に相当。  

大雪警報  
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。   

暴風警報  
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。   

暴風雪警報  

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を

伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについて

も警戒を呼びかける。  

注 意報  

大雨注意報  

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確

認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２

である。  

洪水注意報  

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。避難に備えハ

ザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。  

大雪注意報  大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

強風注意報  強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

風雪注意報  

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによ

る視程障害等による災害」のおそれについても注意を呼びかける。  
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雨量指数基準、複合基準のうち基準を設定していないもの、洪水警報・

注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合、その欄を“―”で

示している。 

③ 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において

単一の値をとる。 

④ 土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定している。大雨の欄中、土

壌雨量指数基準には、市町村内における基準値の最低値を示す。 

⑤ 洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数

10.5以上｣を意味する。 

⑥ 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域の全ての地点に設

定しているが、別表２及び４の流域雨量指数基準には主要な河川にお

ける代表地点の基準値を示している。欄が空白の場合は、当該市町村

等において主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川以

外の河川も含めた流域全体の基準値は 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html

）を参照。 

⑦ 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表

面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

 

＜参考＞ 

土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示

す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水

短時間予報をもとに、5km四方の領域ごとに算出する。 

 

表面雨量指数：表面雨量指数は、短時間雨量による浸水危険度の高まり

を把握するための指標。地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮し

て、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、タンクモデルを用

いて数値化したもの。 

 

流域雨量指数：流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨により、どれ

だけ下流の対象地点の洪水危険度が高まるかを把握するための指標。河

川流域を１km四方の格子（メッシュ）に分けて、降った雨水が、地表面

濃霧注意報  
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。   

雷注意報  

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の

突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加されるこ

ともある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけら

れる。   

乾燥注意報  

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想

した場合に発表される。   

なだれ注意報  
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。   

着氷注意報  

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が

起こるおそれのあるときに発表される。   

 

着雪注意報  

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が

起こるおそれのあるときに発表される。   

融雪注意報  

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれ

があるときに発表される。   

霜注意報  

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるお

それのあるときに発表される。  

低温注意報  

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、低温のために農作物等に著しい被害が発生

したり、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそ

れがあるときに発表される。  
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や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿って流れ

下る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて数値化したもの。 

 

（別表 1）大雨警報基準           令和 2 年 5月 29日現在 

二次細分区域 市町村 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

富士五湖 

 

 

富士吉田市 10 133 

西桂町 16 157 

忍野村 15 183 

山中湖村 14 183 

   

鳴沢村 14 150 

富士河口湖町 11 140 

 

（別表２）洪水警報基準            平成29年7月7日現在 

二次細分

区域 
市町村 流域雨量指数基準 複合基準※１ 

指定河川洪水 

予報による基準 

富士五湖 

富士吉田市 桂川流域＝30.8 
桂川流域＝

(6,18.2) 

 

― 

 

西桂町 桂川流域＝40.1 ― ― 

忍野村 桂川流域＝26.2 ― ― 

山中湖村 桂川流域＝22.5 ― ― 

鳴沢村  ― ― 

富士 

河口湖町 
西川流域＝8.7 ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象

警報及び気象注意報に含めて行われる。  

  地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土

砂災害）」として発表される。  

（イ） 警報・注意報の切替・解除  

警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続

される。また、新たな警報・注意報が発表されるときは、こ

れまで継続中の警報・注意報は自動的に解除または更新され

て新たな警報・注意報に切り替えられる。  

 

（ウ） 大雨警報・洪水警報の危険度分布  

種  類  概  要  

大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土

砂災害警戒判定メッシュ情報）  

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km 四方の領

域ごとに5段階に色分けして示す情報。2時間先までの雨量分布及び土壌雨量

指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や

土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確

認することができる。  

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必要とされる警戒

レベル４に相当。  

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。  

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認す

るなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。  

大雨警報（浸水害）の危険度分布  短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方

の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数の予

測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表され

たときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。  
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（別表３）大雨注意報基準           令和2年5月29日現在 

二次細分区域 市町村 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

富士五湖 富士吉田市 7 98 

西桂町 10 116 

忍野村 10 135 

山中湖村 10 135 

鳴沢村 10 111 

富士河口湖町 8 103 

 

（別表４）洪水注意報基準           平成29年7月7日現在 

二次細分

区域 
市町村 流域雨量指数基準 複合基準※１ 

指定河川洪水 

予報による基準 

富士五湖 

富士吉田市 桂川流域＝24.6 
桂 川 流 域 ＝

(6,16.4) 

 

― 

 

西桂町 桂川流域＝32.1 ― ― 

忍野村 桂川流域＝21 ― ― 

山中湖村 桂川流域＝18 ― ― 

鳴沢村  ― ― 

富士 

河口湖町 
西川流域＝6.9 ― ― 

(3) 注意報・警報の切替・解除 

注意報・警報はその種類にかかわらず解除されるまで継続され

る。また、新たな注意報・警報が発表されるときは、これまで継

続中の注意報・警報は自動的に解除又は更新されて、新たな注意

報・警報に切り替えられる。 

(4) 記録的短時間大雨情報の発表基準 

山 梨 県 記 録 的 

短 時 間 大 雨 情 報 

県内気象官署、地域気象（雨量）観測所又は、解析雨量で、1時間に100mm以上の

降雨を観測又は、解析したとき 

(5) 気象等に関する特別警報の発表基準 

洪水警報の危険度分布  指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河

川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね1km

ごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測を用

いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで

危険度が高まるかを面的に確認することができる。  

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。  

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相 

 

当。  

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認す

るなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。  

流域雨量指数の予測値  水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によっ

て、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。6時間先

までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が

河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪

水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したも

のを、常時10分ごとに更新している。  

（エ） 早期注意情報（警報級の可能性）  

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段

階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切っ

て、天気予報の対象地域と同じ発表単位 

（中・西部、東部・富士五湖）ごとで、２日先から５日先に

かけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位

（山梨県）で発表される。大雨に関して、明日までの期間に

[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高

める必要があることを示す警戒レベル１である。  

（オ） 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、山梨県気象情報  

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立っ

て注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表さ

れた後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表

される。  
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大雨や大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害が

起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が発表される。 

現 象 特別警報の基準 指標の種類 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場

合 
雨を要因とする特別警報の指標 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予

想される場合 
台風等を要因とする特別警報の指標 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が

吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる雪が予想される場合 雪を要因とする特別警報の指標 

（注）発表に当たっては、降水量、降雪量、台風の中心気圧、最大風速

などについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を

設け、これらの実況および予想に基づいて判断する。 

ア 雨を要因とする特別警報の指標 

 以下①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、更に雨が降り続

くと予想される場合に危険度分布で５段階のうち最大の危険度が出現

している市町村等に大雨特別警報が発表される。 

①48時間降水量及び土壌雨量指数（※１）において、50年に一度の値以上となった5km格子が、共 

 に50格子以上まとまって出現。 

②３時間降水量及び土壌雨量指数において、50年に一度の値以上となった5km格子が、共に10格子以上まとまって出現。 

 （ただし、３時間降水量が150mm（※２）を超える格子のみをカウント対象とする。） 

土壌雨量指数（※１）：降った雨が地下の土壌中に貯まっている状態を表

す値。 

この値が大きいほど、土砂災害発生の危険性が高い。 

３時間降水量150mm（※２）：1時間50mmの雨（滝のようにゴーゴー降る、

非常に激しい雨）が3時間続くことに相当 

 

 

 

 

雨に関する各市町村の50年に一度の値一覧        令和2年5月

 雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後 

やかに、その内容を補足するため「記録的な大雨に関する山

梨県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情

報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気

象情報が発表される。  

（カ） 土砂災害警戒情報  

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害

がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村

長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援す

るよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報

で、山梨県と甲府地方気象台から共同で発表される。市町村

内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の危険度分布）で、実際に確認することが

できる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。  

（キ） 記録的短時間大雨情報  

山梨県内で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生し

ないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による

観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた

分析)したときに、気象情報の一種として発表される。この情

報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の

増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降

っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まってい

る場所について、警報の「危険度分布」で確認する必要があ

る。  

（ク） 竜巻注意情報  

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激し

い突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表さ

れている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっているときに、一次細分区域単位（中・西

部、東部・富士五湖）で発表される。なお、実際に危険度が

高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで

確認することができる。  また、竜巻の目撃情報が得られた
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26日現在 

地  域 50年に一度の値 

市町村等を 

まとめた区域 

二次細部区域 R48 R03 SWI 

富士五湖 富士吉田市 620 195 336 

富士五湖 西桂町 447 128 251 

富士五湖 忍野村 555 176 308 

富士五湖 山中湖村 587 190 326 

富士五湖 鳴沢村 636 193 339 

富士五湖 富士河口湖町 498 148 285 

注１）略語の意味は右のとおり。R48：48時間降水量(mm)、R03：3時間降水量(mm)、SWI：

土壌雨量指数 

（Soil Water Index）。 

注２）「50年に一度の値」の欄の値は、各市町村にかかる5km格子の50年に一度の値の平均

値をとったものである。 

注３）R48、R03、SWIいずれについても、50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小ま

で厳密に評価する意味は無い。 

注４）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。個々の市町村

で50年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 

注５）特別警報の判定に用いるR03の値は、3時間降水量が150mm以上となった格子のみをカ

ウント対象とする。 

イ 台風等を要因とする特別警報の指標 

「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下、又は最大風速50m/s以上）の台風や同程度の

温帯低気圧が来襲する場合 

台風については指標となる中心気圧、又は最大風速を保ったまま、中

心が接近・通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、

暴風の警報が、特別警報として発表される。 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想さ

れる地域における、大雨・暴風（雪を伴う場合は暴風雪）の警報が、特

別警報として発表される。 

場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる

竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まってい

る旨を付加した情報が一次細分区域単位で発表される。  

 この情報の有効期間は、発表から概ね 1 時間である。  

（ケ） 火災気象通報  

消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上

危険と認められるときに甲府地方気象台が山梨県知事に対

して通報し、山梨県を通じて市町村に伝達される。  

 通報の実施基準は、乾燥注意報および強風注意報の基準を用いる。

  

（コ） 指定河川洪水予報  

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避

難行動の参考となるように、気象庁は国土交通省または山梨

県と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決

めて水位又は流量を示した洪水の予報を行っており下表の

表題 

により発表される。警戒レベル２～５に相当する。  

指定河川洪水予報の種類、課題と概要 

種 類  標 題  概 要  

洪水警報  

氾濫発生情報  

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。  

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要と

なる。災害がすでに発生している状況であり、命を守るための最

善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当。  

氾濫危険情報  

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続し

ているときに発表される。  

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対

する対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とす

る。 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。  
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ウ 雪を要因とする特別警報の指標 

府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪

が丸一日程度以上続くと予想される場合 

 

府県予報

区 
地点名 

50年に一度の積雪深

（ｃｍ） 
備  考 

山梨県 甲府 48 

積雪深ゼロの年もあり、50年に一度の

値の信頼性が低いので、あくまで参考

値として扱う 

山梨県 河口湖 88  

注１）50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。 

注２）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。個々の地点で5

0年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 

 

 

 

(5) 甲府地方気象台の伝達経路 （略） 

(6) ＮＴＴの扱う警報の伝達 

(7) 県の伝達 

２ （略） 

３  山梨県（県土整備部砂防課）と甲府地方気象台とが共同で発表す

る土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険性度が高ま

ったときに、市町村長が防災活動や住民等への避難勧告等の災害応

急対応を適時適切に行えるよう支援すること、また、住民の自主避

難の判断等にも利用することを目的とした情報である。 

氾濫警戒情報  

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更

に水位の上昇が見込まれるときに発表される。  

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。  

洪水注意報  氾濫注意情報  

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注

意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、

避難判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表

される。  

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 甲府地方気象台の伝達経路 （略） 

(3) ＮＴＴの扱う警報の伝達 

(4) 県の伝達 

２ （略） 

３  山梨県（県土整備部砂防課）と甲府地方気象台とが共同で発表す

る土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険性度が高ま

ったときに、市町村長が防災活動や住民等への避難指示等の災害応

急対応を適時適切に行えるよう支援すること、また、住民の自主避

難の判断等にも利用することを目的とした情報である。 
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(1) （略） 

(2) 土砂災害警戒情報の発表及び解除の基準 

ア （略） 

イ 解除基準 

解除基準は、監視基準について、その基準を下回り、一連の降雨をも

たらす気象現象が過ぎ去ったことを確認し、あわせて土壌雨量指数の

２段目タンク貯留高の減少傾向を確認した場合とする。      

                               

                               

             

(3) （略） 

５ 市町村の発令する警報（火災警報） 

空気が乾燥し、かつ強風で火災の危険が予想されるとき、市長が

発令する。 

①実効湿度60%以下で最小湿度35% 以下となり最大風速7m/s以上吹く見

込みのとき。 

②実効湿度50%以下で最小湿度25%以下となる見込みのとき。 

③最大風速が12メートル以上吹く見込みのとき(降雨・降雪中、又は、ま

もなく降り出すと予想されるときは通報しないこともある)。 

 

（注） 甲府地方気象台は次の条件に該当すると予想されるとき、又は

該当したときは、消防法第22条第1項に基づき、知事に「火災気象

通報」を通報する。 

第２～第３ （略） 

第４ 被害情報の収集伝達 

(1) 被害情報の収集伝達 

   総合防災情報システムにより被害情報を収集するとともに地

理空間情報（地理空間推進基本法（平成19年法律第63号）第2条

第1項に規定する地理空間情報）              

                            

        の活用に努める。 

(1) （略） 

(2) 土砂災害警戒情報の発表及び解除の基準 

ア （略） 

イ 解除基準 

解除基準は、監視基準について、その基準を下回り、かつ短時間で再

び発表基準を超過しないと予想される場合とする。ただし、大規模な

土砂災害が発生した場合等には、県と気象台が協議のうえ基準を下回

っても解除しない場合もあり得るが、降雨の実況、土壌の水の含み具

合、および土砂災害の発生状況等に基づいて総合的な判断を適切に行

い、解除する。 

(3) （略） 

５ 市町村の発令する警報（火災警報） 

空気が乾燥し、かつ強風で火災の危険が予想されるとき、市長が発令

する。 

                                

     

                      

                                

                          

 

（注） 甲府地方気象台は次の条件に該当すると予想されるとき、又は該

当したときは、消防法第22条第1項に基づき、知事に「火災気象通

報」を通報する。 

第２～第３ （略） 

第４ 被害情報の収集伝達 

(1) 被害情報の収集伝達 

   総合防災情報システムにより被害情報を収集するとともに地理

空間情報（地理空間推進基本法（平成19年法律第63号）第2条第1項

に規定する地理空間情報）及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネ

ットワーク：Shared Information Platform for Disaster Managem

ent）の活用に努める。 
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80 

 

 

 

81 

 

 

83 

 

 

 

 

  被害情報の収集伝達は、状況に応じて防災行政無線、電話、FA

X 、インターネット等の通信手段を活用する。 

(2)～(3) （略） 

第５節 災害通信計画 

第１ 災害時における通信の方法 

１ 通信施設の現況 

(1)～(4) （略） 

資料編 ・市防災行政用無線設置状況（Ｐ39） 

    ・市防災行政用放送設置状況（Ｐ40） 

２ （略） 

第２ （略） 

第３ 他の機関の通信設備の利用 （略） 

資料編 ・市内における無線局一覧（Ｐ44） 

第４～第６ （略） 

第７ 放送の要請と通信確保手段 

１ 放送の要請 

資料編 ・県と県内放送局との間の放送要請に関する協定先一覧（Ｐ31） 

 

２ 通常の通信経路途絶時の通信確保 

資料編 ・通信経路途絶時の伝達手段一覧（Ｐ47） 

 

第８～第10 （略） 

第６節 雪害予防計画 

第１ （略） 

第２ 除雪力の充実強化 

１～３ （略） 

４ 市有の重機等の配備 

資料編 ・除雪資機材一覧（Ｐ85） 

第３ （略） 

  被害情報の収集伝達は、状況に応じて防災行政無線、電話、FAX 、

インターネット等の通信手段を活用する。 

(2)～(3) （略） 

第５節 災害通信計画 

第１ 災害時における通信の方法 

１ 通信施設の現況 

(1)～(4) （略） 

資料編 ・市防災行政用無線設置状況（Ｐ40） 

    ・市防災行政用放送設置状況（Ｐ41） 

２ （略） 

第２ （略） 

第３ 他の機関の通信設備の利用 （略） 

資料編 ・市内における無線局一覧（Ｐ45） 

第４～第６ （略） 

第７ 放送の要請と通信確保手段 

１ 放送の要請 

資料編 ・県と県内放送局との間の放送要請に関する協定先一覧（Ｐ32） 

 

２ 通常の通信経路途絶時の通信確保 

資料編 ・通信経路途絶時の伝達手段一覧（Ｐ48） 

 

第８～第10 （略） 

第６節 雪害予防計画 

第１ （略） 

第２ 除雪力の充実強化 

１～３ （略） 

４ 市有の重機等の配備 

資料編 ・除雪資機材一覧（Ｐ86） 

第３ （略） 
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86 

 

 

 

 

第４ 要配慮者等の避難（支援）体制の強化  

１ 情報伝達体制の整備に努め、視聴覚障害者に対する情報伝達

を確実に実施する。 

２ 基本的に在宅避難を推奨する。ただし、市内の雪崩等の発生

の恐れのある危険地域に居住する要配慮者に対しては早めの避難

を促す。 

３ 避難準備・高齢者等開始避難の発令などにより、早めの避難

の必要性が発生した場合は、速やかに避難所を開設する。 

４ 避難所に要配慮者がいる場合は、市災害対策本部及び関係機

関が連携し、適切な措置を講ずる。 

５ 避難した要配慮者等の状態により、社会福祉施設等への搬送

が必要となった場合は関係機関との調整を図り、緊急入所又は病

院等への入院の手続きを行うものとする。 

６ 在宅慢性疾患患者、人工呼吸器及び人工透析患者等特に配慮

が必要なものに対しては、病院、消防署等と連携し、体制の強化

を図る。 

７ 社会福祉協議会及びボランティアの協力を得て、要配慮者等

の避難（支援）体制の強化を図る。 

第５～第７ （略） 

        

                               

                               

                               

                               

                

 

第８ 生活関連施設の安全対策の推進 （略） 

第９ 鉄道施設対策 （略） 

第10 災害協定による支援体制について （略） 

第７節 被害状況等報告計画 

第１ （略） 

第４ 要配慮者等の避難（支援）体制の強化  

１ 情報伝達体制の整備に努め、視聴覚障害者に対する情報伝達

を確実に実施する。 

２ 基本的に在宅避難を推奨する。ただし、市内の雪崩等の発生

の恐れのある危険地域に居住する要配慮者に対しては早めの避難

を促す。 

３      高齢者等  避難の発令などにより、早めの避難

の必要性が発生した場合は、速やかに避難所を開設する。 

４ 避難所に要配慮者がいる場合は、市災害対策本部及び関係機

関が連携し、適切な措置を講ずる。 

５ 避難した要配慮者等の状態により、社会福祉施設等への搬送

が必要となった場合は関係機関との調整を図り、緊急入所又は病

院等への入院の手続きを行うものとする。 

６ 在宅慢性疾患患者、人工呼吸器及び人工透析患者等特に配慮

が必要なものに対しては、病院、消防署等と連携し、体制の強化

を図る。 

７ 社会福祉協議会及びボランティアの協力を得て、要配慮者等

の避難（支援）体制の強化を図る。 

第５～第７ （略） 

第８ 広報活動 

 市民に対し食料・飲料水等の備蓄、非常持出品の準備等、家庭で実

施する予防・安全対策及び降積雪時にとるべき行動などについて、防

災知識の普及啓発を図る。また、道路交通に関しては、集中的な大雪

が予測される場合において、不要・不急の道路利用を控えることが重

要であることについて、周知に努めるものとする。 

 

第９ 生活関連施設の安全対策の推進 （略） 

第10 鉄道施設対策 （略） 

第11 災害協定による支援体制について （略） 

第７節 被害状況等報告計画 

第１ （略） 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本

法改正のた

め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計

画修正のた

め 
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87 

 

 

88 
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第２ 被害状況の調査 

１ 各部における調査 

担当 

協力団体等 調査事項 

部 班 調査責任者 

（略） 

都市基盤部 

道路公園

班 

道路公園課

長 

富士吉田建設

安全協議会 

道路、橋梁、河川等市の

管理する公共土木施設

の被害 

建築住宅

班 

建築住宅課

長 

山梨県建築士

会 

指定避難所施設等の応

急危険度判定 

上下水道

管理班 

上下水道管

理課長 

富士吉田市管

工事協会 

配水場池水道施設の被

害 

上下水道

工務班 

上下水道工

務課長 
民間協力会社 下水道施設の被害 

（略） 

 

２ （略） 

３ 郵便局との連携強化 

資料編 ・災害時における富士吉田郵便局ほか郵便局と富士吉田市間の相互協力に関する覚書（Ｐ29） 

４～６（略） 

第４ 災害情報の報告等 

１～３ （略） 

４ 被害報告の種別 

(1) 県指定に基づく被害報告 

ア 様式 （略） 

資料編 ・県民センターへの報告様式（様式第１号～様式第３号）（Ｐ86） 

 

イ （略） 

第２ 被害状況の調査 

１ 各部における調査 

担当 

協力団体等 調査事項 

部 班 調査責任者 

（略） 

都市基盤部 

道路公園

班 

道路公園課

長 

富士吉田建設

安全協議会 

道路、橋梁、河川等市の

管理する公共土木施設

の被害 

建築住宅

班 

建築住宅課

長 

山梨県建築士

会 

指定避難所施設等の応

急危険度判定 

上下水道

管理班 

上下水道

工務班 

上下水道管

理課長 

上下水道工

務課長 

富士吉田市管

工事協会 

民間協力会社 

配水場等水道施設の被

害 

下水道施設の被害 

（略） 

 

２ （略） 

３ 郵便局との連携強化 

資料編 ・災害発生時等における富士吉田と富士吉田市内郵便局の協力に関する協定（Ｐ31） 

４～６（略） 

第４ 災害情報の報告等 

１～３ （略） 

４ 被害報告の種別 

(1) 県指定に基づく被害報告 

ア 様式 （略） 

資料編 ・県民センターへの報告様式（様式第１号～様式第３号）（Ｐ87） 

 

イ （略） 
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94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害報告取扱要領に基づく被害報告 

ア 様式 （略） 

資料編 ・「災害報告取扱要領」に基づく被害報告様式（様式第１号～様式第３号）（Ｐ89） 

    ・被害程度の判定基準等（Ｐ92） 

イ～ウ （略） 

第５ （略） 

第６ 被害程度の判定基準 （略） 

資料編 ・被害程度の判断基準等（Ｐ92） 

 

 

 

 

第８節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１～２ （略） 

第３ 災害派遣要請依頼要領等 

１～２ （略） 

資料編 ・自衛隊災害派遣要請依頼書（P95） 

第４ 災害派遣部隊の受入れ体制 

１～４ （略） 

資料編 ・場外離着陸場一覧（P48） 

    ・自衛隊宿泊予定施設  → 鐘山体育館 

第５～第６ （略） 

 

第９節 県消防防災ヘリコプター出動要請計画 

第１～第３ （略） 

第４ 受入れ体制 

１～４ （略） 

資料編 ・場外離着陸場一覧（P48） 

(2) 災害報告取扱要領に基づく被害報告 

ア 様式 （略） 

資料編 ・「災害報告取扱要領」に基づく被害報告様式（様式第１号～様式第３号）（Ｐ90） 

    ・被害程度の判定基準等（Ｐ93） 

イ～ウ （略） 

第５ （略） 

第６ 被害程度の判定基準 （略） 

資料編 ・被害程度の判断基準等（Ｐ93） 

 

 

 

 

第８節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１～２ （略） 

第３ 災害派遣要請依頼要領等 

１～２ （略） 

資料編 ・自衛隊災害派遣要請依頼書（P96） 

第４ 災害派遣部隊の受入れ体制 

１～４ （略） 

資料編 ・場外離着陸場一覧（P49） 

    ・自衛隊宿泊予定施設  → 鐘山体育館 

第５～第６ （略） 

 

第９節 県消防防災ヘリコプター出動要請計画 

第１～第３ （略） 

第４ 受入れ体制 

１～４ （略） 

資料編 ・場外離着陸場一覧（P49） 
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第５ （略） 

 

第１０節 広報計画 

第１ （略） 

第２ 広報の方法 （略） 

資料編 ・市防災行政放送設置状況（P40） 

第４ 広報内容 

広報は、本部員班が、おおむね次の事項に重点をおいて行うものとす

る。 

なお、広報を行うに当たっては、関係機関等の協力を得て、市防災行政

無線、有線放送、広報車等により被災者に役立つ正確かつきめ細かな情

報の適切な提供に努めるとともに、障害者・高齢者等の要配慮者や外国

人に対しても適切な広報に努めるものとする。 

(1) 災害時における住民の心構え 

(2) 避難の勧告、指示事項 

(3) 災害情報及び市の防災体制 

(4) 被害状況及び応急対策実施状況 

(5) 被災者に必要な生活情報 

(6) 一般住民に対する注意事項 

(7) その他必要な事項 

第５ 報道機関に対する放送要請 （略） 

資料編 ・県と県内放送局との間の放送要請に関する協定先一覧（P31） 

・放送局への放送要請様式（P96） 

 

第６ （略） 

 

第１１節 災害救助法の適用計画 

第１ （略） 

第２ 災害救助法の適用基準 

１～５ （略） 

第５ （略） 

 

第１０節 広報計画 

第１ （略） 

第２ 広報の方法 （略） 

資料編 ・市防災行政放送設置状況（P41） 

第４ 広報内容 

広報は、本部員班が、おおむね次の事項に重点をおいて行うものとす

る。 

なお、広報を行うに当たっては、関係機関等の協力を得て、市防災行政

放送、有線放送、広報車等により被災者に役立つ正確かつきめ細かな情

報の適切な提供に努めるとともに、障害者・高齢者等の要配慮者や外国

人に対しても適切な広報に努めるものとする。 

(1) 災害時における住民の心構え 

(2) 避難の   指示事項 

(3) 災害情報及び市の防災体制 

(4) 被害状況及び応急対策実施状況 

(5) 被災者に必要な生活情報 

(6) 一般住民に対する注意事項 

(7) その他必要な事項 

第５ 報道機関に対する放送要請 （略） 

資料編 ・県と県内放送局との間の放送要請に関する協定先一覧（P32） 

・放送局への放送要請様式（P97） 

 

第６ （略） 

 

第１１節 災害救助法の適用計画 

第１ （略） 

第２ 災害救助法の適用基準 

１～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送設備更新

のため 

 

 

 

災害対策基本

法改正のた

め 
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105 

 

 

113 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料編 ・被害程度の判定基準等（P92） 

第３～第７ （略） 

第８ 救助活動の記録と報告 （略） 

 資料編 ・各種救助に係る様式（P97） 

 

第１２節 避難計画 

災害のため被害を受け、又は受けるおそれのある人の生命又は身

体を保護するため、一時的に安全な場所へ避難させるための計画は、

次のとおりである。 

新設 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料編 ・被害程度の判定基準等（P93） 

第３～第７ （略） 

第８ 救助活動の記録と報告 （略） 

 資料編 ・各種救助に係る様式（P98） 

 

第１２節 避難計画 

災害のため被害を受け、又は受けるおそれのある人の生命又は身体を

保護するため、一時的に安全な場所へ避難させるための計画は、次のと

おりである。 

第１ 避難計画の概要 

・防災用具、非常持出品、食糧等の準備及び点検 

・災害別地域別の指定緊急避難場所及び指定避難所の所在、名称、収

容可能人員 

・危険地域、危険施設物等の所在場所 

・避難の指示を行う基準及び伝達方法 

・避難経路、誘導方法及び避難の際の携帯品の制限 

・市町村・県の区域を越える避難の実施方法等 

第２ 避難所の選定基準等 

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公共的施設等を対象に、その

施設の管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において

避難者の安全が確保される「指定緊急避難場所」及び避難生活を送るた

めの「指定避難所」について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指

定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民への

周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混

雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等

の多様な手段の整備に努めるものとする。なお、学校を指定避難所とし

て指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、事前に

施設の利用方法等を関係者と調整を図るものとする。指定緊急避難場所

は、国が示す災害に対して安全な構造を有する施設等であって災害発生

時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するものを
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指定する。指定避難所は、速やかに被災者を受入れること及び安全な避

難生活を送ること等が可能な構造又は設備を有し、概ね次に掲げる基準

により、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の

輸送が比較的容易な場所に有るものを指定する。また、指定緊急避難場

所と指定避難所は相互に兼ねることができるものとする。 

○ 指定緊急避難場所 

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する

ため、災害の危険が及ばない場所又は施設を地震、洪水等の災害の種類

ごとに緊急時の避難場所として市長が指定するもの。（複数の異常な現象

の種類を対象に指定可能） 

○ 指定避難所 

被災者が一定期間滞在する場であり、円滑な救援活動を実施し、また

一定の生活環境を確保するため、公共施設等のうち市長が指定するもの。 

・指定避難所における被災者の 1 人当りの必要面積は、2 ㎡以上とす

る。 

・指定避難所は、要避難地区の全ての住民を収容できるよう配置する。 

・指定避難所は、がけ崩れや浸水などの危険のおそれがないところと

する。 

・指定避難所に利用する建物については、天井材や照明器具など高所

に設置されたものの落下防止、ガラスの飛散防止等、非構造部材の耐震

化を図り、避難住民の安全に配慮された施設とする。 

・指定避難所は、要避難住民の避難経路等を考慮し、主要道路、河川

等を横断する場所はできる限り避けて選定する。 

・災害が発生した場合において、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、

妊産婦等の要配慮者が、相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安

心して生活ができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるた

めに必要な居室が可能な限り確保された施設を福祉避難所として指定し

ておくこととする。 

・市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な

障害者等の要配慮者のため、基幹コミュニティセンター等を福祉避難所

として指定するよう努めるものとする。 

・市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難
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第１ 避難の勧告又は指示 

 １ 避難の実施責任者等 

   避難のための実施責任者等は、次のとおりとする。ただし、

緊急の場合には消防職員、消防団員等関係職員が勧告、指示を行い

得るよう、市長の権限の一部を代行させることができる。 

実施責

任者 

災害の 

種 類 

避難の勧告 

・指示の別 
要        件 報告先 根拠法令 

市 長 災害全般 勧告・指示 

 災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止する

ため特に必要があると認めるとき及び急

を要すると認めるとき。 

知 事 

災害対策基本

法第60条第１

項 

知 事 〃 〃 

 災害の発生により市がその全部又は大

部分の事務を行うことができなくなった

場合、市長が実施すべき措置の全部又は一

部を市長に代わって実施する。 

市 長 

災害対策基本

法第60条第５

項 

警察官 〃 指 示 

 市長が避難のための立退きを指示する

ことができないと認めるとき、又は市長か

ら要求があったとき。 

市 長 
災害対策基本

法第61条 

 人命若しくは身体に危険を及ぼし、又は

財産に重大な損害を及ぼすおそれのある

公安委員

会 

警察官職務執

行法第４条 

してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として

指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示するものとす

る。 

・市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配

慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が

必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努めるも

のとする。 

・市町村は、指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優

先順位をつけて計画的に安全確保対策を進めるものとする。 

 

第３ 避難の    指示 

 １ 避難の実施責任者等 

   避難のための実施責任者等は、次のとおりとする。ただし、緊急

の場合には消防職員、消防団員等関係職員が   指示を行い得るよう、

市長の権限の一部を代行させることができる。 

実施責

任者 

災 害 の 

種 類 
要        件 報告先 根拠法令 

市 長 災害全般 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、人の生命又は身体を災害から

保護し、その他災害の拡大を防止するため特

に必要があると認めるとき及び急を要する

と認めるとき。 

知 事 災害対策基本法第60条第１項 

知 事 〃 

 災害の発生により市がその全部又は大部

分の事務を行うことができなくなった場合、

市長が実施すべき措置の全部又は一部を市

長に代わって実施する。 

市 長 災害対策基本法第60条第５項 

警察官 〃 

 市長が避難のための立退きを指示するこ

とができないと認めるとき、又は市長から要

求があったとき。 

市 長 災害対策基本法第61条 

 人命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財

産に重大な損害を及ぼすおそれのある天災、
公安委員会 警察官職務執行法第４条 
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天災、工作物の損壊、危険物の爆発等危険

な事態がある場合 

知事又

はその

命を受

けた職

員 

洪 水 〃 
 洪水により著しい危険が切迫している

と認められるとき。 
警察署長 水防法第29条 

地すべり 〃 
 地すべりにより著しい危険が切迫して

いると認められるとき。 
〃 

地すべり等防

止法第25条 

水防管

理 者 

（ 市

長 ） 

洪 水 〃 
 洪水により著しい危険が切迫している

と認められるとき。 
〃 水防法第29条 

自衛官 災害全般 〃 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

において、災害の状況により特に急を要す

る場合で、警察官がその場にいない場合 

防衛大臣

の指定す

る者 

自衛隊法第94

条 

 

 ２ 避難の勧告又は指示の内容 

   避難の勧告又は指示は、次の内容を明示して行う。しかし、緊急

時にあってすべての内容を明示するいとまがないときは、内容の一部若

しくは全部を除いた避難の勧告又は指示を行う。 

明
示
事
項 

(1) 避難対象地域 

(2) 避難先 

(3) 避難経路 

(4) 避難の勧告又は指示の理由 

(5) その他必要な事項 

３ 避難勧告又は指示の伝達方法 

(1) 市長は、避難のための立退きを図るため万全を期し、避難場所、

避難経路及び避難心得をあらかじめ住民に徹底させておくものとする。 

(2) 避難勧告又は避難 指示は災害対策本部の広報活動によるが、

勧告又は指示を発したものは、自主防災会等の協力を得て、避難区域

住民の周知の徹底に努めるものとする。 

工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態が

ある場合 

知事又

はその

命を受

けた職

員 

洪 水 
 洪水により著しい危険が切迫していると

認められるとき。 
警察署長 水防法第29条 

地すべり 
 地すべりにより著しい危険が切迫してい

ると認められるとき。 
〃 地すべり等防止法第25条 

水防管

理 者 

（ 市

長 ） 

洪 水 
 洪水により著しい危険が切迫していると

認められるとき。 
〃 水防法第29条 

自衛官 災害全般 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官に

おいて、災害の状況により特に急を要する場

合で、警察官がその場にいない場合 

防衛大臣の

指定する者 
自衛隊法第94条 

 

 ２ 避難の    指示の内容 

   避難の    指示は、次の内容を明示して行う。しかし、緊急

時にあってすべての内容を明示するいとまがないときは、内容の一部若

しくは全部を除いた避難の    指示を行う。 

明
示
事
項 

(1) 避難対象地域 

(2) 避難先 

(3) 避難経路 

(4) 避難の    指示の理由 

(5) その他必要な事項 

３ 避難の   指示の伝達方法 

(1) 市長は、避難のための立退きを図るため万全を期し、避難場所、避

難経路及び避難心得をあらかじめ住民に徹底させておくものとする。 

(2)      避難の指示は災害対策本部の広報活動によるが、    

指示を発したものは、自主防災会等の協力を得て、避難区域住民の周知

の徹底に努めるものとする。 
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４ 関係機関等への連絡 

(1) 知事への報告 

    避難の勧告又は、指示を行った場合には、速やかに知事に報告

する。 

(2)～(4) （略） 

 

第２ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域と避難勧告・指示の違い 

避難勧告・指示は、対人的に行われるものであるのに対し、警戒区域の

設定は、地域的に行われる。また、警戒区域の設定には、避難の指示に

はない違反者に対する罰則規定があり、人の生命・身体に対し急迫する

危険を回避するため特に認められる場合に行う。 

２～３ （略） 

第３ 避難実施・誘導体制の整備 

１ 避難基準の設定 

市は、土砂災害警戒区域や浸水が予想される地域の住民に対する避難勧

告等を行う場合の基準を、降雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報及び

洪水予報等により定める。 

２ 避難情報発令体制の確立 

  市は、県から必要な助言、支援を受け、気象警報、降水量、河川水

位、その他各種情報から判断して、避難を要する状況になる可能性があ

る場合には、土砂災害警戒区域等の住民に避難情報を発令する体制の確

立に努める。 

避難情報 発令時の状況 住民に求める行動 

【警戒レベル３】避難準

備・高齢者等避難開始 

○ 要配慮者等、特に避難行動に時

間を要する者が避難行動を開始

しなければならない段階であり、

人的被害の発生する可能性が高

まった状況 

○ 要配慮者等、特に避難行動に時間を要する

者は、計画された避難所への避難行動を開

始（避難支援者は支援行動を開始） 

○ 上記以外の者は、家族等との連絡、非常用

持出品の用意等、避難準備を開始 

【警戒レベル４】避難勧

告 

○ 通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始しなければならな

い段階であり、人的被害の発生す

○ 通常の避難行動ができる者は、計画された

避難所等への避難行動を開始 

○外出することでかえって命に危険が及ぶよ

４ 関係機関等への連絡 

(1) 知事への報告 

    避難の     指示を行った場合には、速やかに知事に報告

する。 

(2)～(4) （略） 

 

第４ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域と避難の  指示の違い 

避難の  指示は、対人的に行われるものであるのに対し、警戒区域の

設定は、地域的に行われる。また、警戒区域の設定には、避難の指示に

はない違反者に対する罰則規定があり、人の生命・身体に対し急迫する

危険を回避するため特に認められる場合に行う。 

２～３ （略） 

第５ 避難実施・誘導体制の整備 

１ 避難基準の設定 

市は、土砂災害警戒区域や浸水が予想される地域の住民に対する避難指

示等を行う場合の基準を、降雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報及び

洪水予報等により定める。 

２ 避難情報発令体制の確立 

  市は、県から必要な助言、支援を受け、気象警報、降水量、河川水

位、その他各種情報から判断して、避難を要する状況になる可能性があ

る場合には、土砂災害警戒区域等の住民に避難情報を発令する体制の確

立に努める。 

避難情報 発令時の状況 住民に求める行動 

【警戒レベル３】 

     高齢者等 

避難   

○ 要配慮者等、特に避難行動に時

間を要する者が避難行動を開始

しなければならない段階であり、

人的被害の発生する可能性が高

まった状況 

○ 要配慮者等、特に避難行動に時間を要する

者は、計画された避難所への避難行動を開

始（避難支援者は支援行動を開始） 

○ 上記以外の者は、家族等との連絡、非常用

持出品の用意等、避難準備を開始 
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る可能性が明らかに高まった状

況 

うな状況では、室内の安全な場所に避難 

【警戒レベル４】避難指

示（緊急） 

○ 切迫した現在の状況から、人的

被害の発生する危険性が非常に

高いと判断された状況 

○ 堤防の隣接地等、地域の特性等

から人的被害の発生する危険性

が非常に高いと判断された状況 

○ 避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確

実な避難行動を直ちに完了 

○ 未だ避難していない対象住民は、直ちに避

難行動に移るとともに、そのいとまがない

場合は生命を守る最低限の行動 

【警戒レベル５】災害発

生情報 

〇 すでに災害が発生している状況 

 

〇 命を守る最善の行動 

※自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計

画された避難所等に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫

した状況等に応じて、自宅や隣接建物の２階等に避難することもある。 

※「切迫した状況」の具体的事象は次のとおりである。 

ア 洪水のおそれがあるとき。 

イ 土砂災害のおそれがあるとき。 

ウ なだれのおそれがあるとき。 

エ 工作物等の倒壊のおそれがあるとき。 

 

＜避難に関する情報の発令に関し基準となるべき情報＞ 

避難情報 山地、河川、水路、内水等の状況 

【警戒レベル３】避難準備・

高齢者等避難開始 

・近隣での浸水や、河川の増水、当該地域の降雨状況や降雨予測等により浸水の

危 険が高いと予想される場合 

・近隣で土砂災害前兆現象（湧き水、地下水の濁り等）を発見したとき 

・「大雨警報」が発表されたとき 

【警戒レベル４】避難勧告 ・近隣で浸水が拡大した場合 

・近隣で土砂災害前兆現象（渓流付近で斜面崩壊、斜面のはらみ、擁壁等に亀裂や

ひび割れ）を発見したとき 

・「土砂災害警戒情報」が発表されたとき 

                 

  

           

【警戒レベル４】避難指

示    

○             人的

被害の発生する危険性が非常に

高いと判断された状況 

○ 堤防の隣接地等、地域の特性等

から人的被害の発生する危険性

が非常に高いと判断された状況 

○          避難中の住民は、確実

な避難行動を直ちに完了 

○ 未だ避難していない対象住民は、直ちに避

難行動に移るとともに、そのいとまがない

場合は生命を守る最低限の行動 

【警戒レベル５】緊急安

全確保 

〇    災害が発生または切迫し

ている状況 

 

〇 命を守る最善の行動 

※自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計

画された避難所等に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫

した状況等に応じて、自宅や隣接建物の２階等に避難することもある。 

※「切迫した状況」の具体的事象は次のとおりである。 

ア 洪水のおそれがあるとき。 

イ 土砂災害のおそれがあるとき。 

ウ なだれのおそれがあるとき。 

エ 工作物等の倒壊のおそれがあるとき。 

 

＜避難に関する情報の発令に関し基準となるべき情報＞ 

避難情報 山地、河川、水路、内水等の状況 

【警戒レベル３】      

高齢者等避難   

・近隣での浸水や、河川の増水、当該地域の降雨状況や降雨予測等により浸水の

危 険が高いと予想される場合 

・近隣で土砂災害前兆現象（湧き水、地下水の濁り等）を発見したとき 

・「大雨警報」が発表されたとき 
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【警戒レベル４】避難指示（緊

急） 

              

                                          

         

                   

・近隣で浸水が床上に及んでいる場合 

・近隣で土砂災害が発生したとき 

・近隣で土砂移動現象、重大な土砂災害前兆現象（山鳴り、流木の流出、斜面の

亀裂等）を発見したとき 

【警戒レベル５】災害発生情

報 

・すでに災害が発生     している場合で、市が災害発生を把握できた場合

に可能な範囲で出される情報（※必ず出される情報ではない） 

３～４ （略） 

第４ 避難勧告等の周知・誘導等 

１ 住民への周知・住民の措置 

避難勧告・指示の実施は、住民に対し次の方法で迅速かつ確実に伝達す

る。特に障害者、高齢者等要配慮者や外国人に対しては、自主防災組織、

消防団等の協力を得て、確実な伝達に努める。また、住民は、災害が発

生し、延焼等により避難が必要と判断した場合には、直ちにガスやブレ

ーカー等の火の始末や戸締まり等をした後、気象情報や市の行う広報等

に注意しながら、避難誘導者の指示に従って学校等の指定避難所に避難

するものとする。携帯品等は、円滑な避難行動に支障を来さない最小限

度のものとする。 

＜避難勧告・指示の伝達方法＞ 

○ 市防災行政放送及び有線放送による放送 

○ サイレンの吹鳴、打鐘 

○ 消防団、自主防災組織による戸別伝達、拡声器、電話等による伝達 

○ 広報車による伝達 

（略） 

２ （略） 

３ 避難終了後の確認措置 

(1) 避難の勧告又は指示を発した地域に対しては、警察官等の協力を

【警戒レベル４】避難指示  

  

・近隣で浸水が拡大した場合 

・近隣で土砂災害前兆現象（渓流付近で斜面崩壊、斜面のはらみ、擁壁等に亀裂や

ひび割れ）を発見したとき 

・「土砂災害警戒情報」が発表されたとき 

・近隣で浸水が床上に及んでいる場合 

・近隣で土砂災害が発生したとき 

・近隣で土砂移動現象、重大な土砂災害前兆現象（山鳴り、流木の流出、斜面の

亀裂等）を発見したとき 

【警戒レベル５】緊急安全確

保 

・災害が発生または切迫している場合で、市が災害発生を把握できた場合に可能

な範囲で出される情報（※必ず出される情報ではない） 

３～４ （略） 

第６ 避難指示等の周知・誘導等 

１ 住民への周知・住民の措置 

避難   指示の実施は、住民に対し次の方法で迅速かつ確実に伝達す

る。特に障害者、高齢者等要配慮者や外国人に対しては、自主防災組織、

消防団等の協力を得て、確実な伝達に努める。また、住民は、災害が発

生し、延焼等により避難が必要と判断した場合には、直ちにガスやブレ

ーカー等の火の始末や戸締まり等をした後、気象情報や市の行う広報等

に注意しながら、避難誘導者の指示に従って学校等の指定避難所に避難

するものとする。携帯品等は、円滑な避難行動に支障を来さない最小限

度のものとする。 

＜避難   指示の伝達方法＞ 

○ 市防災行政放送及び有線放送による放送 

○ サイレンの吹鳴、打鐘 

○ 消防団、自主防災組織による戸別伝達、拡声器、電話等による伝達 

○ 広報車による伝達 

（略） 

２ （略） 

３ 避難終了後の確認措置 

(1) 避難の    指示を発した地域に対しては、警察官等の協力を得
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得て状況の許す限り巡回を行い、犯罪の予防に努めるとともに、立退き

の遅れた者などの有無の確認に努め、救出等の措置をとるものとする。 

（2） 避難の勧告又は指示に従わない者に対しては極力説得し、な

お説得に応じない者がある場合で、人命救助のために特に必要があ

るときは、警察官に連絡するなど必要な措置をとる。 

 

第５ 避難組織の整備 

  次の事項に留意して避難計画を作成するものとし、自主防災会等の

単位ごとに避難組織の整備を図るものとする。 

 １ 防災用具、非常持出品、食料等の準備又は点検 

 ２ 災害別、地域別の避難場所の所在、名称、収容可能人員 

 ３ 危険地域及び各種危険物施設等の所在場所 

 ４ 避難の勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

 ５ 避難経路及び誘導方法 

 ６ 避難の際の携帯品の制限 

 ７ 収容者の安全管理 

 ８ 負傷者の救護方法 

 ９ 避難路及び避難場所の点検 

 10 避難に対する教育、広報 

 11 避難訓練の実施 

 

第６ 避難場所の定義等 

１ （略） 

２ 避難所の整備 

(1) 指定避難所における貯水槽、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、非常用電源、通信機器等の他、空調、洋式トイレなど、要配慮者に

も配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報

の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。また、

必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。 

  (2) 要配慮者のための福祉避難所について、社会福祉施設や公的な

宿泊施設及び民間の宿泊施設などの利用ができるよう、協定を締結する

など、十分な施設の確保に努めるとともに、被災地以外にあるものも含

て状況の許す限り巡回を行い、犯罪の予防に努めるとともに、立退きの

遅れた者などの有無の確認に努め、救出等の措置をとるものとする。 

（2） 避難の    指示に従わない者に対しては極力説得し、なお説

得に応じない者がある場合で、人命救助のために特に必要があるときは、

警察官に連絡するなど必要な措置をとる。 

 

第５ 避難組織の整備 

  次の事項に留意して避難計画を作成するものとし、自主防災会等の

単位ごとに避難組織の整備を図るものとする。 

 １ 防災用具、非常持出品、食料等の準備又は点検 

 ２ 災害別、地域別の避難場所の所在、名称、収容可能人員 

 ３ 危険地域及び各種危険物施設等の所在場所 

 ４ 避難の    指示を行う基準及び伝達方法 

 ５ 避難経路及び誘導方法 

 ６ 避難の際の携帯品の制限 

 ７ 収容者の安全管理 

 ８ 負傷者の救護方法 

 ９ 避難路及び避難場所の点検 

 10 避難に対する教育、広報 

 11 避難訓練の実施 

 

第８ 避難場所の定義等 

１ （略） 

２ 避難所の整備 

(1) 指定避難所における貯水槽、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、非常用電源、通信機器等の他、空調、洋式トイレなど、要配慮者に

も配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者による災害情報

の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。また、

必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。 

  (2) 要配慮者のための福祉避難所について、社会福祉施設や公的な

宿泊施設及び民間の宿泊施設などの利用ができるよう、協定を締結する

など、十分な施設の確保に努めるとともに、被災地以外にあるものも含
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め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所を確保

する。 

  (3) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症

患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福

祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用を含

めて検討するよう努めるものとする。                       

                                  

                

  (4) 市は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、      簡易トイレ、マスク、消毒液、           

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資                 

           等の備蓄に努めるものとする。           

                                 

       

３ （略） 

 

第７ 避難所の開設及び運営 

１ 避難所の開設 

(1) 災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれがある者が避難を必

要とする場合は、市は一時的に収容し保護するため避難所を開設する。 

(2) 避難所の開設にあたっては、市は指定避難所の中から災害の状況に

応じた安全な避難所を選定し、開設する。                     

                          

避難所を指定する場合は、当該施設管理者と管理運営方法等について事

前に協議を行うものとする。特に学校を避難所に指定する場合は、教育

委員会、学校長と施設の使用区分及び教員の役割等について事前に協議

を行い、教育の再開に支障のないようにする。 

不足する場合には、郵便局との協定又は相互応援協定に基づき避難所の

提供を求めるものとする。 

必要に応じ、家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、

獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努

めるものとする。 

め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所を確保

する。 

  (3) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時か

ら、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症

患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が

連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場

合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活

用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。 

  (4) 市は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、マスク、消毒液、パーテ

ィション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとす

る。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮

するものとする。 

３ （略） 

 

第９ 避難所の開設及び運営 

１ 避難所の開設 

(1) 災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれがある者が避難を必

要とする場合は、市は一時的に収容し保護するため避難所を開設する。 

(2) 避難所の開設にあたっては、市は指定避難所の中から災害の状況に

応じた安全な避難所を選定し、開設する。また、災害の規模にかんがみ、

必要な避難所は可能な限り当初から開設するように努めるものとする。 

避難所を指定する場合は、当該施設管理者と管理運営方法等について事

前に協議を行うものとする。特に学校を避難所に指定する場合は、教育

委員会、学校長と施設の使用区分及び教員の役割等について事前に協議

を行い、教育の再開に支障のないようにする。 

不足する場合には、郵便局との協定又は相互応援協定に基づき避難所の

提供を求めるものとする。 

必要に応じ、家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、

獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努

めるものとする。 
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 (3) 市長は、避難所を開設したときは、速やかに被災者にその場所等

を周知し、避難所に収容する者を誘導し、保護する。 

                                       

                                    

                     

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（P74） 

    ・災害時における富士吉田郵便局ほか郵便局と富士吉田市間の相互協力に関する覚書(Ｐ29) 

２ （略） 

３ 避難所の管理運営 

(1) 

(2) 避難所担当職員の責務 

    避難所担当職員は、避難者の人員・安否、必要とする物資・数

量等の実態把握と保護にあたる。 

    なお、避難所の運営においては、避難所運営にあたっての指針

に基づく避難所運営マニュアルを参考に、避難所における生活環境に注

意を払い、常に良好なものとするよう努めるとともに避難者のプライバ

シーの保護等に配慮する。また、乳幼児、高齢者、障害者、外国人等の

要配慮者等のニーズの把握、これらの者への情報提供等にも配慮する。 

                                   

                                    

                                    

                                    

                      

 

                                    

           

 (3)～(5) （略） 

資料編 ・避難所運営にあたっての指針（P77） 

指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分なスペースの確保、適

切な避難所のレイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとす

る。 

(3) 市長は、避難所を開設したときは、速やかに被災者にその場所等を

周知し、避難所に収容する者を誘導し、保護する。 

市は特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐ

ため、ホームページや防災アプリ等の多様な手段を活用して避難所の混

雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めるものとする。 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（P75） 

    ・災害発生時等における富士吉田と富士吉田市内郵便局の協力に関する協定(Ｐ31) 

２ （略） 

３ 避難所の管理運営 

(1) 

(2) 避難所担当職員の責務 

    避難所担当職員は、避難者の人員・安否、必要とする物資・数

量等の実態把握と保護にあたる。 

    なお、避難所の運営においては、避難所運営にあたっての指針

に基づく避難所運営マニュアルを参考に、避難所における生活環境に注

意を払い、常に良好なものとするよう努めるとともに避難者のプライバ

シーの保護等に配慮する。また、乳幼児、高齢者、障害者、外国人等の

要配慮者等のニーズの把握、これらの者への情報提供等にも配慮する。 

指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DV の発生を防止

するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・

更衣室・入浴施設等は昼夜問わずして安心して使用できる場所へ設置す

る、照明を増設する、性暴力・DV についての注意喚起のためのポスター

を掲載するなど、女性や子供等の安全に考慮するよう努めるものとする。 

 

また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情

報の提供を務めるものとする。 

(3)～(5) （略） 

資料編 ・避難所運営にあたっての指針（P78） 
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第８ 福祉避難所の開設 （略） 

第９ 防火対象物等の避難対策 （略） 

第１０ 帰宅困難者、滞留者の保護 （略） 

第１１ 他地域からの避難者の受け入れ （略） 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０ 福祉避難所の開設 （略） 

第１１ 防火対象物等の避難対策 （略） 

第１２ 帰宅困難者、滞留者の保護 （略） 

第１３ 他地域からの避難者の受け入れ （略） 

第１４ 広域避難 

〇市は、災害が発生する恐れがある場合において、災害の予測規模、避

難者数等にかんがみ、本市の区域外への広域的な避難、指定避難所及び

指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、県内の他の市

町村への受入れについて山梨県地域防災計画に基づき、当該市町村に直

接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他

の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認める

ときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議す

ることができる。 

○市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避

難の用にも供することについても定めるなど、他の市町村からの避難者

を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める

ものとする。 

〇国、地方公共団体、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオ

ペレーションを定めた計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行っ

た上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

〇政府本部、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び事業者は、避

難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事

業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情

報を提供できるように努めるものとする。 

○国及び地方公共団体は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能と

なるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努め

るものとする。 

第１３ 広域一時滞在 

(1) 実施・受け入れ体制の整備等 

 災害発生に伴い、市町村や県の区域を越えた被災住民の避難に対する県

及び市町村の対応は、山梨県地域防災計画第３章第 11 節１「避難対策 

(6)市町村・県の区域を越えた避難者の受け入れ」によるものとし、この
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ために必要な市町村長及び知事が行う協議等の手続きは次によるものと

する。 

なお、市長は被災住民について、他の市町村に避難させ、一時的な滞在

を図ろうとする場合に備え、他の地方公共団体との広域一時滞在に係る

応援協定の締結及び市の避難計画において、被災住民の移送方法等につ

いて検討を行うなど、必要な措置が速やかに実施できるよう努めるとと

もに、県内外の他市町村から被災住民の受け入れを求められた場合に備

え、提供しようとする公共施設の選定、また、自己の管理下にない施設

を提供しようとする場合は、あらかじめ当該施設を管理する者の同意を

得るなど必要な体制の整備に努める。 

(2) 県内広域一時滞在 

 ① 協議元（被災した場合）としての対応 

 ア 協議の実施 

災害発生により、被災住民について、県内の他の市町村における一時的

な滞在（県内広域一時滞在）の必要があると認めたときは、県内の他の

市町村長（協議先市町村長）に被災住民の受け入れについて、協議を行

うことができる。なお、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、

知事に助言を求めるものとする。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 1 項及び第 86条の 12第 1項) 

イ 知事への報告 

アの協議をしようとするときは、協議元市町村長は、あらかじめ知事に

報告する。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、

速やかに、報告するものとする。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 2 項) 

ウ 協議内容の公示及び通知等 

協議先市町村長より受け入れ決定の通知を受けたときは、その内容を公

示し、及び被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに知事

に報告する。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 6 項) 

エ 県内広域一時滞在の終了 

広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を

協議先市町村長に通知する。併せてその内容を公示し、及び被災住民へ
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の支援に関係する機関等に通知するとともに知事に報告する。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 7 項) 

 ② 協議先（被災していない場合）としての対応 

 ア 協議の実施 

 協議元市町村長又は知事より、①ア又は(5)①の規定に伴い協議を受け

たときは、被災住民を受入れないことについて正当な理由がある場合を

除き、公共施設等を提供し、被災住民を受け入れるものとする。なお、

協議先市町村長は必要に応じて、知事に助言を求めるものとする。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 3 項及び第 86条の 12第 1項） 

イ 受け入れ決定の通知等 

受け入れの決定をしたときは、速やかに、協議元市町村長に通知すると

ともに、直ちに被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 4 項及び第 5項) 

ウ 県内広域一時滞在の終了 

協議元市町村長より県内広域一時滞在の必要がなくなった旨の通知を受

けたときは、速やかに、その旨を被災住民への支援に関係する機関等に

通知する。 

(災害対策基本法第 86 条の 8 第 8 項) 

③ 知事の助言 

 知事は、市町村長より求められたときは、広域一時滞在に関する事項に

ついて助言を行う。 

(災害対策基本法第 86 条の 12第 1項) 

(3) 県外広域一時滞在 

① 協議元（被災した場合）市長及び知事の対応 

ア 知事に対する協議及び要求等  

災害発生により、被災住民について、県外の他の市町村における一時的

な滞在（県外広域一時滞在）の必要があると認める市町村長（協議元市

町村長）は、知事に対し協議を行い、知事が県外の当該市町村を含む都

道府県知事（協議先知事）に対し、被災住民の受け入れについて協議す

ることを求めることができる。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 1 項) 

イ 知事による当該他の都道府県知事との協議 
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 協議元市町村長よりアの要求があったときは、知事は、協議先知事との

協議を行う。  

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 2 項及び第 86条の 12第 2項) 

ウ 受け入れ決定の通知等 

知事は、協議先知事より受入れ決定の通知を受けたときは、速やかに災

害発生市町村長に通知するとともに内閣総理大臣に報告する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 9 項) 

エ 協議内容の公示及び通知 

知事より受け入れ決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公

示し、被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 10項) 

オ 県外広域一時滞在の終了 

県外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その

旨を知事に報告し、及び公示するとともに被災住民への支援に関係する

機関等に通知する。また、知事は、前段の報告を受けたときは、速やか

に、協議先知事に通知し、内閣総理大臣に報告する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 11項及び 12項) 

(4) 県外市町村からの避難住民の受け入れ 

 ① 知事の対応 

ア 知事と市町村長の協議 

 知事は、他の都道府県知事（協議元知事）から被災住民の受け入れにつ

いて協議を受けたときは、関係市町村長と協議を行う。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 4 項) 

イ 協議元知事への通知 

 知事は、協議を受けた市町村から受け入れの決定の報告を受けたとき

は、速やかに、協議元知事に通知する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 8 項) 

ウ 広域一時滞在の終了 

 知事は、協議元知事より広域一時滞在の必要が無くなった旨の通知を受

けた際は、速やかに、協議先市町村長に通知する。 

 (災害対策基本法第 86条の 9第 13項) 

② 知事から協議を受けた市町村長の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 56 - 

- 56 - 

 

 

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 要配慮者対策計画 

第１ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 

１ （略） 

２ プライバシー保護に配慮した避難行動要支援者把握と避難誘導体制

の確立 

市は、福祉担当部局と防災担当部局との連携の下、災害の発生に備え、

避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）

と協力して、避難行動要支援者の避難支援の体制を整備し、避難行動要

支援者に関する情報の共有、避難支援計画の策定等に努めるとともに、

避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために措置を実施

するための基礎となる避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を

作成する。 

                                      

ア 被災住民の受け入れ 

協議を受けたときは、被災住民を受け入れないことについて正当な理由

がある場合を除き、公共施設等を提供し、被災住民を受け入れるものと

する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 5 項) 

イ 受け入れ決定の通知等 

被災住民を受け入れる施設を決定したときは、直ちに施設を管理する者

及び被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに、知事に報

告する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 6 項及び 7項) 

ウ 広域一時滞在の終了 

知事より広域一時滞在の必要が無くなった旨の通知を受けたときは、速

やかに、被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 

(災害対策基本法第 86 条の 9 第 14項) 

 

 

 

 

第１３節 要配慮者対策計画 

第１ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 

１ （略） 

２ プライバシー保護に配慮した避難行動要支援者把握と避難誘導体制

の確立 

市は、関係機関共有方式、同意方式、手上げ方式により福祉関係部局、

防災関係部局が主導して自主防災組織その他避難支援の実施に携わる関

係者と避難行動要支援者に関する情報を共有するものとする。 

この場合、情報の提供を受ける関係者等に対し、漏洩防止に関し必要な

管理等について十分説明するとともに、情報の取扱いについて研修を行

う等の措置を講ずるものとする。 

なお、市町村は、市町村防災計画に基づき、平常時より避難行動要支援

者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。この名簿
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(1)～(2) （略） 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 避難支援等関係者 

災害の発生に備え、個人情報の提供に同意した者の名簿（以下「同意者

名簿」という。）を提供する避難支援等関係者は、次に掲げる者とする。 

    また、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

おいて、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要が

あるときは、その同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な

限度で、避難支援等関係者に名簿（以下「全体名簿」という。）情報及び

        を提供する。 

ア 各自主防災組織 

イ 民生委員児童委員 

ウ 富士吉田市消防本部 

エ 富士吉田警察署 

オ その他市長が定める者 

（4） 名簿に掲載する個人情報の入手 

（5） 名簿及び        の更新及び差替え 

    市は、名簿及び        について、原則として年１回

については、避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由

を適切に反映されるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の

事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情

報の適切な管理に努めるものとする。 

(1)～(2) （略） 

（3）個別避難計画の作成 

市は、関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、

地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避

難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、災害の危険性等地域の実情

に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から、個別避難計画を作成す

るよう努めるものとする。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザ

ードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映

したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の

事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別

避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

（4） 避難支援等関係者 

災害の発生に備え、個人情報の提供に同意した者の名簿（以下「同意者

名簿」という。）を提供する避難支援等関係者は、次に掲げる者とする。 

    また、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

おいて、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要が

あるときは、その同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な

限度で、避難支援等関係者に名簿（以下「全体名簿」という。）情報及び

個別避難計画情報を提供する。 

ア 各自主防災組織 

イ 民生委員児童委員 

ウ 富士吉田市消防本部 

エ 富士吉田警察署 

オ その他市長が定める者 

（5） 名簿に掲載する個人情報の入手 

（6） 名簿及び個別避難計画情報の更新及び差替え 

    市は、名簿及び個別避難計画情報について、原則として年１回
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以上更新し、同意者名簿の差替えは年１回行うこととする。更新は、新

たに市に転入した避難行動要支援者に該当する者や、新たに要介護認定

などで該当となった者を追加するとともに、死亡や転出等により、避難

行動要支援者の異動が住民登録の変更や社会福祉施設への長期間の入

所等により確認された者を削除し、掲載情報が修正された者がいないか

を再確認する。 

（6） 名簿情報及び        の提供に際し情報漏えいを防止す

るために市が求める措置及び市が講ずる措置 

市は、名簿情報及び        の管理において、避難行動要支援

者のプライバシーを保護するとともに、避難支援等関係者が適正な情報

管理を図るよう、次の措置を講ずることとする。 

ア 名簿の提供については、避難支援等関係者に対し、災害対策基本法

に基づき守秘義務が課せられていることを十分に説明する。 

イ 避難支援等関係者に対し、同意者名簿        の管理上の

情報セキュリティに関する指導等を十分に行う。 

ウ 名簿を提供する際には、原則として、担当する地域の避難支援等関

係者に限り提供することとし、別の地域の名簿は提供しない。 

エ 名簿の提供先が個人でなく団体である場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を扱う者を限定するよう指導する。 

オ 名簿の複製は、原則禁止とするが、平時における避難支援計画等を

策定する上で必要の範囲において、自主防災組織の役員、各自治会の組

長、防災リーダー等に対し、各団体の規則等を優先する中で、同意者名

簿を複製し、管理させることができることとする。 

（7） 要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるため

の通知又は警告の配慮 （略） 

（8） 避難支援等関係者の安全確保 （略） 

（9） 個別計画の促進 

市は、自主防災組織等による同意者名簿掲載者の付帯的な避難支援方法

の検討及び必要な資機材等の準備並びに個別計画の作成を促進する。 

(10)～(11) （略） 

新設 

 

以上更新し、同意者名簿の差替えは年１回行うこととする。更新は、新

たに市に転入した避難行動要支援者に該当する者や、新たに要介護認定

などで該当となった者を追加するとともに、死亡や転出等により、避難

行動要支援者の異動が住民登録の変更や社会福祉施設への長期間の入所

等により確認された者を削除し、掲載情報が修正された者がいないかを

再確認する。 

（7） 名簿情報及び個別避難計画情報の提供に際し情報漏えいを防止す

るために市が求める措置及び市が講ずる措置 

市は、名簿情報及び個別避難計画情報の管理において、避難行動要支援

者のプライバシーを保護するとともに、避難支援等関係者が適正な情報

管理を図るよう、次の措置を講ずることとする。 

ア 名簿の提供については、避難支援等関係者に対し、災害対策基本法

に基づき守秘義務が課せられていることを十分に説明する。 

イ 避難支援等関係者に対し、同意者名簿及び避難計画情報の管理上の

情報セキュリティに関する指導等を十分に行う。 

ウ 名簿を提供する際には、原則として、担当する地域の避難支援等関

係者に限り提供することとし、別の地域の名簿は提供しない。 

エ 名簿の提供先が個人でなく団体である場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を扱う者を限定するよう指導する。 

オ 名簿の複製は、原則禁止とするが、平時における避難支援計画等を

策定する上で必要の範囲において、自主防災組織の役員、各自治会の組

長、防災リーダー等に対し、各団体の規則等を優先する中で、同意者名

簿を複製し、管理させることができることとする。 

（8） 要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるため

の通知又は警告の配慮 （略） 

（9） 避難支援等関係者の安全確保 （略） 

            

                                    

                           

(10)～(11) （略） 

(12) 地区防災計画との整合性 

市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者の居住する地区
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３～６ （略） 

第２～第５ （略） 

 

第１４節 食料供給計画 

第１～第２ （略） 

第３ 食料の供給計画 

市は、食料の供給計画の策定にあたっては、地震編第１章第２節「被

害想定」による避難者数を参考とする等、あらゆる被害を考慮して必

要数量等を把握し、計画的に備蓄を推進するとともに栄養にも考慮す

ることとする、不足した場合に備え、調達先、調達数量、輸送方法、

その他必要事項について、生産者、販売業者及び輸送業者等と十分協

議し、その協力を得て実効性の確保に努める。 

１～３ （略） 

４ 弁当、乾パン及びパンの確保 

資料編 ・食料等備蓄の状況（P80） 

第４ 食料集積所の確保 （略） 

＜救援食料・調達食料集積所＞ 

名称 所在地 電話番号 

富士山アリーナ 富士吉田市新屋1936 0555―30―1122 

第５ 炊き出しの実施 

において、地区防災計画が定められている場合は地域全体の避難が円滑

に行われるよう、両計画の整理を行い、整合性が図られるようにするも

のとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

にするものとする。 

 (13) 計画外の避難行動要支援者への配慮 

市は、名簿及び個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者につ

いても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避

難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協

議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとす

る。 

 

３～６ （略） 

第２～第５ （略） 

 

第１４節 食料供給計画 

第１～第２ （略） 

第３ 食料の供給計画 

市は、食料の供給計画の策定にあたっては、地震編第１章第２節「被

害想定」による避難者数を参考とする等、あらゆる被害を考慮して必要

数量等を把握し、計画的に備蓄を推進するとともに栄養にも考慮するこ

ととする。不足した場合に備え、調達先、調達数量、輸送方法、その他

必要事項について、生産者、販売業者及び輸送業者等と十分協議し、そ

の協力を得て実効性の確保に努める。 

１～３ （略） 

４ 弁当、乾パン及びパンの確保 

資料編 ・食料等備蓄の状況（P81） 

第４ 食料集積所の確保 （略） 

＜救援食料・調達食料集積所＞ 

名称 所在地 電話番号 

富士山アリーナ 富士吉田市新屋3-7-5 0555―30―1122 

第５ 炊き出しの実施 

め 
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１～３ （略） 

資料編 ・食料等備蓄の状況（P80） 

    ・市備蓄倉庫一覧（P79） 

 

第６ （略） 

第１５節 給水計画 

第１ （略） 

第２ 給水活動 

上・下水道班は、原則として避難所等に給水所を設置し、被災者へ

の給水を行う。 

給水所では、避難所派遣職員、消防団、自主防災組織等の協力をえ

て、市民が自ら持参した容器により給水を行う。容器が不足すると

きは、給水袋等を用意し、使用する。 

１ 給水需要の調査 

上・下水道班は、災害により給水機能が停止したときは、断水地区の範

囲、世帯数、人口、断水期間等を調査し、応急給水の需要を把握する。 

２ 給水活動の準備 

上・下水道班は、給水需要に基づき備蓄品だけでは不足すると判断する

ときは、次のように給水活動の準備を行う。 

３ 給水方法 

災害により水道水の使用不能の場合には、上・下水道班は次により給水

活動を実施する。 

(1)～(6) （略） 

４～５ （略） 

６ 応急給水施設及び資機材等の現状 

応急給水施設及び資機材等については、資料編に掲げるとおりである。 

資料編 ・災害時における相互援助に関する協定書等一覧及び協定書（Ｐ29） 

    ・指定避難所施設にある受水槽一覧（Ｐ82） 

・配水施設一覧（Ｐ83） 

・食料等備蓄の状況（浄水機、応急給水タンク等給水用資機材一覧）（Ｐ80） 

第３ （略） 

１～３ （略） 

資料編 ・食料等備蓄の状況（P81） 

    ・市備蓄倉庫一覧（P80） 

 

第６ （略） 

第１５節 給水計画 

第１ （略） 

第２ 給水活動 

上・下水道班は、原則として避難所等に給水所を設置し、被災者への給

水を行う。 

給水所では、避難所派遣職員、消防団、自主防災組織等の協力をえて、

市民が自ら持参した容器により給水を行う。容器が不足するときは、給

水袋等を用意し、使用する。 

１ 給水需要の調査 

上・下水道班は、災害により給水機能が停止したときは、断水地区の範

囲、世帯数、人口、断水期間等を調査し、応急給水の需要を把握する。 

２ 給水活動の準備 

上・下水道班は、給水需要に基づき備蓄品だけでは不足すると判断する

ときは、次のように給水活動の準備を行う。 

３ 給水方法 

災害により水道水の使用不能の場合には、上・下水道班は次により給水

活動を実施する。 

(1)～(6) （略） 

４～５ （略） 

６ 応急給水車両及び機器材等の現状 

応急給水車両及び機器材等については、資料編に掲げるとおりである。 

資料編 ・災害時における相互援助に関する協定書等一覧及び協定書（Ｐ29） 

    ・指定避難所施設にある受水槽一覧（Ｐ82） 

・配水施設一覧（Ｐ83） 

・応急給水車両及び機器材等の現況（Ｐ86） 

第３ （略） 
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第４ 広報の実施 

１ 断水時の広報 

水道施設の被災により断水した場合は、断水地区の住民に対して、市防

災行政無線、広報車、市ホームページ、ＣＡＴＶ等により断水状況、復

旧見込み、また水質についての注意事項等の広報を行う。 

 

第５ （略） 

第６ 被害状況調査及び応急措置 

  被害状況調査を必要とするところは、次のとおりとし、必要な措置

を行う。 

 １ 被害状況の点検・調査 

  (1) 庁舎、浄水場等施設機能の点検・調査 

第７ （略） 

第８ 応援要請 

  災害の発生に伴い、応急給水、応急復旧作業を進めるにあたって、

外部公共機関、近県及び県内の水道事業者等並びに富士吉田市管工事組

合等の応援を必要とするときは、必要な情報を要請先に連絡し、応援手

段について協議するものとする。 

 資料編 ・災害時の水道施設等の応急復旧工事等に関する業務協定書（富士吉
田市管工事組合）（Ｐ29） 

 

 

 

 

 

第１６節 生活必需物資供給計画 

第１～第２ （略） 

第３ 救援物資集積所の確保 

＜救援食料・調達食料集積所＞ 

名称 所在地 電話番号 

富士山アリーナ 富士吉田市新屋1936 0555―30―1122 

第４ 広報の実施 

１ 断水時の広報 

水道施設の被災により断水した場合は、断水地区の住民に対して、市防

災行政放送、広報車、市ホームページ、ＣＡＴＶ等により断水状況、復

旧見込み、また水質についての注意事項等の広報を行う。 

 

第５ （略） 

第６ 被害状況調査及び応急措置 

  被害状況調査を必要とするところは、次のとおりとし、必要な措置

を行う。 

 １ 被害状況の点検・調査 

  (1) 庁舎、配水場等施設機能の点検・調査 

第７ （略） 

第８ 応援要請 

  災害の発生に伴い、応急給水、応急復旧作業を進めるにあたって、

外部公共機関、近県及び県内の水道事業者等並びに富士吉田市管工事協

会等の応援を必要とするときは、必要な情報を要請先に連絡し、応援手

段について協議するものとする。 

 資料編 ・災害時の水道施設等の応急対策業務 に関する  協定書（富士吉
田市管工事協会）（Ｐ29） 

 

 

 

 

 

第１６節 生活必需物資供給計画 

第１～第２ （略） 

第３ 救援物資集積所の確保 

＜救援食料・調達食料集積所＞ 

名称 所在地 電話番号 

富士山アリーナ 富士吉田市新屋3-7-5 0555―30―1122 
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第４ （略） 

 

第１７節 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計画 

第１ （略） 

第２ 実施方法 

１ （略） 

２ 設置場所の選定 

資料編 ・応急仮設住宅建設予定地（Ｐ82） 

３～８ （略） 

 

第１８節 医療助産計画 

第１～第５ （略） 

第６ 医療機関の医療救護体制 

１～６ （略） 

７ 地域保健活動 

(1)～(4) （略） 

(5) 管理栄養士チーム 

 本庁各課の管理栄養士等や山梨県栄養士会、日本栄養士会から派

遣される管理栄養士等により構成する。 

避難所等における栄養相談や食事に配慮の必要な被災者に対す

る配食支援、特定給食施設等の状況把握と支援を行う。 

 

第７ 被災傷病者等の搬送体制の確保 

１～２ （略） 

資料編  ・各搬送主体における搬送手段の例（Ｐ48） 

 

第１９節 （略） 

 

第４ （略） 

 

第１７節 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計画 

第１ （略） 

第２ 実施方法 

１ （略） 

２ 設置場所の選定 

資料編 ・応急仮設住宅建設予定地（Ｐ83） 

３～８ （略） 

 

第１８節 医療助産計画 

第１～第５ （略） 

第６ 医療機関の医療救護体制 

１～６ （略） 

７ 地域保健活動 

(1)～(4) （略） 

(5) 管理栄養士チーム 

 本庁各課の管理栄養士等や山梨県栄養士会、日本栄養士会から派

遣される管理栄養士等により構成する。 

避難所等における栄養相談や食事に配慮の必要な被災者に対す

る配食支援、特定給食施設等の状況把握と支援を行う。 

 

第７ 被災傷病者等の搬送体制の確保 

１～２ （略） 

資料編  ・各搬送主体における搬送手段の例（Ｐ49） 

 

第１９節 （略） 

るため 
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第２０節 廃棄物処理計画   

 災害地から排出されたごみ、し尿、災害廃棄物（がれき）等の廃棄物

を適正かつ迅速に処理し、災害地の環境衛生の保全と早期の   復興

を図る。 

                                    

           

                                    

                                    

                  

                                    

                           

第１ 実施責任者 

ごみ及びし尿の処理は市長が行うものとするが、被害甚大で市   で処

理不可能の場合は、県に連絡し、他市町村、応援団体又は富士東部林務環

境事務所環境課の応援を要請する。 

第２ 廃棄物の収集、運搬処理 

１ ごみ処理 

(1)  被災地におけるごみ処理対策は、被害状況を十分掌握する中で、委

託業者に協力要請を行うとともに、必要に応じて市職員が行う。

本市のごみ収集運搬車両は、資料編に掲げる。 

(2)  ごみ処理は、環境美化センターごみ処理施設において処理するもの

とするが、輸送道路の状況や処理施設の運転稼動状況等から判断し、

必要に応じて環境衛生上支障のない場所を選び埋立て処理又は焼却

処理を行う。 

(3) ごみを本来の施設以外の場所で処理する場合は、富士東部林務

環境事務所環境課の指示により処理する。 

 ２ し尿処理 

(1)～(2) （略） 

(3) し尿を本来の施設以外の場所で処理する場合は、富士東部林務

 

 

第２０節 廃棄物処理対策計画 

 災害地から排出されたごみ、し尿、災害廃棄物（がれき）等の廃棄物

を適正かつ迅速に処理し、災害地の環境衛生の保全と早期の復旧・復興

を図る。 

災害発生時は、富士吉田市災害廃棄物処理計画に基づき、次の考え方に

より災害廃棄物を処理する。 

・災害廃棄物の処理にあたっては、撤去段階から積極的に分別を行い、

それぞれの特性に応じて適切に処理するとともに、再資源化が可能なも

のは極力再資源化し、最終処分量の削減等に努める。 

・早期に復旧・復興を果たすため、可能な限り速やかに、最長でも３年

（水害の場合は２年）で災害廃棄物の処理を終えることとする。 

第１ 実施主体  

ごみ及びし尿の処理は市長が行うものとするが、被害甚大で市区域内で処

理不可能の場合は、県に連絡し、他市町村、応援団体又は県           

の応援を要請する。 

第２ 廃棄物の収集、運搬処理 

１ ごみ処理 

(3)  被災地におけるごみ処理対策は、被害状況を十分掌握する中で、委

託業者に協力要請を行うとともに、必要に応じて市職員が行う。

本市のごみ収集運搬車両は、資料編に掲げる。 

(4)  ごみ処理は、環境美化センターごみ処理施設において処理するもの

とするが、輸送道路の状況や処理施設の運転稼動状況等から判断し、

必要に応じて環境衛生上支障のない場所を選び埋立て処理又は焼却

処理を行う。 

(3) ごみを本来の施設以外の場所で処理する場合は、県            

    の指示により処理する。 

 ２ し尿処理 

(1)～(2) （略） 

(3) し尿を本来の施設以外の場所で処理する場合は、県            
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環境事務所環境課の指示により処理する。 

(4) 断水等により水洗トイレが使用できない場合は、トイレトレーラ

ー及び市内各防災倉庫に備蓄している非常用トイレを速やかに各

避難所に設置する。非常用トイレが不足する場合は、レンタル業

者等に協力を要請する。なお、非常用トイレの管理については、

十分に衛生上の配慮をする。 

３～４ （略） 

第３ 応援協力要請 

市のみ で廃棄物の処理業務が不可能又は困難な場合は、県、他市町村

に応援を       を要請し、速やかに収集・処理を行う。 

また、市は、｢災害時における生活系廃棄物の収集・運搬等に関する協

定｣等に基づき、あらかじめ民間の清掃業者  、し尿処理業者及び非

常用トイレ等を扱うリース業者等に対して、災害時における人員、資機

材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制の整

備に努める。 

資料編 ・ごみ収集処理の留意点（Ｐ83） 

・ごみ、し尿処理施設等一覧（Ｐ83） 

    ・ごみ、し尿収集運搬車両一覧（Ｐ83） 

 

第２１節 救出計画 

第１～第２ （略） 

第３ 救出の方法 

１ （略） 

２ 救助活動の実施 

(1)～(2) （略） 

(3) 負傷者の応急手当を必要とする場合は、富士吉田医師会など医療関

係機関の協力を得るほか、本章17節「医療助産計画」の定めるところに

より実施する。 

 

 

 

   の指示により処理する。 

(4) 断水等により水洗トイレが使用できない場合は、トイレトレーラ

ー及び市内各防災倉庫に備蓄している非常用トイレを速やかに各

避難所に設置する。非常用トイレが不足する場合は、レンタル業

者等に協力を要請する。なお、非常用トイレの管理については、

十分に衛生上の配慮をする。 

３～４ （略） 

第３ 応援協力要請 

市区域内で廃棄物の処理業務が不可能又は困難な場合は、県に対し区域

外での処理に向けた調整を要請し、速やかに収集・処理を行う。 

また、市は、｢災害時における生活系廃棄物の収集・運搬等に関する協

定｣等に基づき、あらかじめ民間の廃棄物事業者、し尿処理業者及び非常

用トイレ等を扱うリース業者等に対して、災害時における人員、資機材

等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制の整備

に努める。 

資料編 ・ごみ収集処理の留意点（Ｐ84） 

・ごみ、し尿処理施設等一覧（Ｐ84） 

    ・ごみ、し尿収集運搬車両一覧（Ｐ84） 

 

第２１節 救出計画 

第１～第２ （略） 

第３ 救出の方法 

１ （略） 

２ 救助活動の実施 

(1)～(2) （略） 

(3) 負傷者の応急手当を必要とする場合は、富士吉田医師会など医療関

係機関の協力を得るほか、本章18節「医療助産計画」の定めるところに

より実施する。 
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第２２節 遺体の捜索及び保護並びに埋葬計画 

第１～第３ （略） 

第４ 遺体の収容、安置 

１～２ （略） 

＜遺体収容（安置）所＞ 

名  称 所 在 地 電話番号 

鐘山総合スポーツセンター 富士吉田市上吉田6200 0555-24-3633 

 

第２３節 障害物除去計画 

第１ （略） 

第２ 障害物除去の要領 

１ （略） 

２ 道路等の障害物の除去 

(1)  除去の優先順位 

早急に被害状況を把握し、市所管の道路に障害物が堆積した場合は、速

やかに県に報告するとともに、市指定緊急輸送道路（本編本章第24節「緊

急輸送計画」参照）など重要な道路から除去し、道路機能の早期確保に

努める。 

(2) （略） 

第３～第５ （略） 

 

第２４節 教育計画 

第１～第３ （略） 

第４ 災害時の応急措置 

１ （略） 

２ 生徒等への対応 

休校措置を登校前に決定したときは、電話連絡網 等によって保護者に

伝えるものとするが、電話不通の場合は、市防災行政無線、有線放送、

広報車等により周知するものとする。 

第２２節 遺体の捜索及び保護並びに埋葬計画 

第１～第３ （略） 

第４ 遺体の収容、安置 

１～２ （略） 

＜遺体収容（安置）所＞ 

名  称 所 在 地 電話番号 

鐘山総合スポーツセンター 富士吉田市上吉田東9-4-18 0555-24-3633 

 

第２３節 障害物除去計画 

第１ （略） 

第２ 障害物除去の要領 

１ （略） 

２ 道路等の障害物の除去 

(1)  除去の優先順位 

早急に被害状況を把握し、市所管の道路に障害物が堆積した場合は、速

やかに県に報告するとともに、市指定緊急輸送道路（本編本章第25節「緊

急輸送計画」参照）など重要な道路から除去し、道路機能の早期確保に

努める。 

(2) （略） 

第３～第５ （略） 

 

第２４節 教育計画 

第１～第３ （略） 

第４ 災害時の応急措置 

１ （略） 

２ 生徒等への対応 

休校措置を登校前に決定したときは、保護者メール等によって保護者に

伝えるものとするが、必要に応じ   、市防災行政放送、有線放送、

広報車等により周知するものとする。 
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（3）～(4) （略） 

３～６ （略） 

第５～第１０ （略） 

第２５節 緊急輸送計画 

第１～第２ （略） 

第３ 輸送力の確保 

１ 自動車による輸送 

(1)～ (2) （略） 

資料編 ・災害時相互応援協定一覧（Ｐ29） 

    ・市有車両一覧（Ｐ65） 

２～４（略） 

第４ （略） 

第５ 広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 （略） 

資料編 ・市域における県指定緊急輸送道路（Ｐ49） 

・緊急輸送道路一覧（Ｐ64） 

 

 

第２６節 交通対策計画 

第１ （略） 

第２ 交通規制対策 

１～３ （略） 

４ 道路管理者の措置 （略） 

資料編 ・異常気象時における道路等通行規制（Ｐ49） 

 

５ （略） 

 

６ 交通規制の標示  

(1)～(2) （略） 

（3）～(4) （略） 

３～６ （略） 

第５～第１０ （略） 

第２５節 緊急輸送計画 

第１～第２ （略） 

第３ 輸送力の確保 

１ 自動車による輸送 

(1)～ (2) （略） 

資料編 ・災害時相互応援協定一覧（Ｐ29） 

    ・市有車両一覧（Ｐ66） 

２～４（略） 

第４ （略） 

第５ 広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 （略） 

資料編 ・市域における県指定緊急輸送道路（Ｐ50） 

・緊急輸送道路一覧（Ｐ65） 

 

 

第２６節 交通対策計画 

第１ （略） 

第２ 交通規制対策 

１～３ （略） 

４ 道路管理者の措置 （略） 

資料編 ・異常気象時における道路等通行規制（Ｐ50） 

 

５ （略） 

 

６ 交通規制の標示  

(1)～(2) （略） 
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資料編 ・車両通行止標識（Ｐ50） 

第３ 交通情報及び広報活動 

資料編 ・災害発生時における道路において運転者のとるべき措置（Ｐ51） 

第４ 緊急通行車両の確認申請 

１～３ （略） 

４ 緊急通行車両確認証明書及び標章の交付 

(1)～(3) （略） 

資料編 ・緊急通行（輸送）車両の標章及び確認証明書（Ｐ63） 

 

第５ 災害出動車両の有料道路の取り扱い 

１ 緊急出動の取扱い 

資料編 ・有料道路を通行する車両の表示（Ｐ52） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

第２７節 消防計画 

第１ 組織 

１ （略） 

２ 富士吉田市消防団 （略） 

資料編 ・消防組織一覧（Ｐ67） 

第２～第４ （略） 

 

第２８節 水防計画 

第１ （略） 

第２ 水防区域 

１ 水防区域分担 

資料編 ・車両通行止標識（Ｐ51） 

第３ 交通情報及び広報活動 

資料編 ・災害発生時における道路において運転者のとるべき措置（Ｐ52） 

第４ 緊急通行車両の確認申請 

１～３ （略） 

４ 緊急通行車両確認証明書及び標章の交付 

(1)～(3) （略） 

資料編 ・緊急通行（輸送）車両の標章及び確認証明書（Ｐ64） 

 

第５ 災害出動車両の有料道路の取り扱い 

１ 緊急出動の取扱い 

資料編 ・有料道路を通行する車両の表示（Ｐ53） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

第２７節 消防計画 

第１ 組織 

１ （略） 

２ 富士吉田市消防団 （略） 

資料編 ・消防組織一覧（Ｐ68） 

第２～第４ （略） 

 

第２８節 水防計画 

第１ （略） 

第２ 水防区域 

１ 水防区域分担 
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資料編 ・水防区域分担･･･消防団組織編成表(消防組織一覧)による。（Ｐ70） 

 

２ 重要水防区域 

資料編 ・重要水防区域一覧（Ｐ32） 

 

第３ 設備、資機材等の整備 

１ 水防倉庫及び資機材 

資料編 ・水防倉庫一覧･･･防災備蓄倉庫に同じ（Ｐ70） 

 

２ （略） 

第４ 気象、水位の観測通報及び連絡 

１ （略） 

２ 水位の通報及び連絡 （略） 

資料編 ・雨量観測所及び水位観測所（Ｐ70） 

第５ （略） 

第６ 出動及び作業 

１～３ （略） 

４ 水防のため出動する車の標識及び信号 

(1) （略） 

(2) 水防信号 

種類 設備 警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 

第 １

信号 

量水標の水位が

警戒水位に達し、

なお増大のおそ

れあることを知

らせるもので、水

防関係者が待機

し、資材の手配準

備をするもの 

○休止  ○休止  ○

休止 

約５秒 約 15 秒 約５秒 

約 15秒 約５秒 

○ ―   休 止   ○ ―  

休止  ○―  

第 ２

信号 
水防機関に属す

る全員が出動す

べきことを知ら

せるもの 

○―○―○ ○―○―○ 

○―○―○ 

約５秒  約６秒  約５秒 

約６秒 約５秒 

○ ―   休 止   ○ ―  

休止  ○― 

資料編 ・水防区域分担･･･消防団組織編成表(消防組織一覧)による。（Ｐ71） 

 

２ 重要水防区域 

資料編 ・重要水防区域一覧（Ｐ33） 

 

第３ 設備、資機材等の整備 

１ 水防倉庫及び資機材 

資料編 ・水防倉庫一覧･･･防災備蓄倉庫に同じ（Ｐ71） 

 

２ （略） 

第４ 気象、水位の観測通報及び連絡 

１ （略） 

２ 水位の通報及び連絡 （略） 

資料編 ・雨量観測所及び水位観測所（Ｐ71） 

第５ （略） 

第６ 出動及び作業 

１～３ （略） 

４ 水防のため出動する車の標識及び信号 

(1) （略） 

(2) 水防信号 

種類 設備 警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 

第 １

信号 

量水標の水位が

警戒水位に達し、

なお増大のおそ

れあることを知

らせるもので、水

防関係者が待機

し、資材の手配準

備をするもの 

○休止  ○休止  ○

休止 

約５秒 約 15 秒 約５秒 

約 15秒 約５秒 

○ ―   休 止   ○ ―  

休止  ○―  

第 ２

信号 
水防機関に属す

る全員が出動す

べきことを知ら

せるもの 

○―○―○ ○―○―○ 

○―○―○ 

約５秒  約６秒  約５秒 

約６秒 約５秒 

○ ―   休 止   ○ ―  

休止  ○― 
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190 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 

 

 

 

 

193 

～ 

 

 

 

203 

第 ３

信号 

水防管理団体の

区域内に居住す

るものの出動す

べきことを知ら

せるもの 

○―○―○―○ ○―○

―○―○ 

○―○―○―○ 

約 10 秒 約５秒 約 10 秒 

約５秒 約 10秒 

○ ―   休 止   ○ ―  

休止  ○― 

第 ４

信号 

必要と認める区

域内の居住者に

避難のため立退

くべきことを知

らせるもの 

乱 打 
約１分  約５秒  約１分 

○―   休止   ○― 

 注１) 信号は適宜の時間継続すること。 

  ２) 必要があれば警鐘信号及びサイレンを併用することも差し支

えない。 

  ３) 危険が去ったときは、口答伝達又は防災行政無線により周知す

る。 

５～６ （略） 

６ 避難のための立退 

(1)～(3) （略） 

資料編 ・避難立退き計画（Ｐ84） 

第７ （略） 

 

 

 

第８ 水防報告 

１ （略） 

２ 水防顛末書 （略） 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ119） 

第９ 費用負担及び公用負担 

１ （略） 

２ 公用負担 

(1) （略） 

(2) 公用負担命令権限証 （略） 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ119） 

(3) 公用負担命令 （略） 

第 ３

信号 

水防管理団体の

区域内に居住す

るものの出動す

べきことを知ら

せるもの 

○―○―○―○ ○―○

―○―○ 

○―○―○―○ 

約 10 秒 約５秒 約 10 秒 

約５秒 約 10秒 

○ ―   休 止   ○ ―  

休止  ○― 

第 ４

信号 

必要と認める区

域内の居住者に

避難のため立退

くべきことを知

らせるもの 

乱 打 
約１分  約５秒  約１分 

○―   休止   ○― 

 注１) 信号は適宜の時間継続すること。 

  ２) 必要があれば警鐘信号及びサイレンを併用することも差し支

えない。 

  ３) 危険が去ったときは、口答伝達又は防災行政放送により周知す

る。 

５～６ （略） 

６ 避難のための立退 

(1)～(3) （略） 

資料編 ・避難立退き計画（Ｐ85） 

第７ （略） 

 

 

 

第８ 水防報告 

１ （略） 

２ 水防顛末書 （略） 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ120） 

第９ 費用負担及び公用負担 

１ （略） 

２ 公用負担 

(1) （略） 

(2) 公用負担命令権限証 （略） 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ120） 

(3) 公用負担命令 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送設備更新

のため 
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205 

～ 

 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ119） 

第10 資料の提出及び立入 （略） 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ119） 

 

第２９節 生活関連施設等の応急対策計画 

第１～ 第２ （略） 

第３ 液化石油ガス応急保安対策 

１ （略） 

２ 応急対策 

(1) （略） 

(2)  

ア （略） 

イ 協会は、市に依頼して、防災行政無線等を通じて二次災害防止を図

るための措置の広報を行う。 

(3)～(6) （略） 

第４ 危険物等応急保安対策 

１ 火薬類の応急対策 

(1)～(4) （略） 

資料編  ・銃砲火薬類施設（Ｐ70） 

・火薬庫所有者一覧（Ｐ71） 

２ 高圧ガスの応急対策 

(1) 製造者等の措置 

ア～エ （略） 

資料編 ・高圧ガス関係事業所一覧（Ｐ70） 

(1) （略） 

３～４（略） 

 

第３０節～第３２節 （略） 

 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ120） 

第10 資料の提出及び立入 （略） 

資料編 ・水防関係様式（Ｐ120） 

 

第２９節 生活関連施設等の応急対策計画 

第１～ 第２ （略） 

第３ 液化石油ガス応急保安対策 

１ （略） 

２ 応急対策 

(1) （略） 

(2)  

ア （略） 

イ 協会は、市に依頼して、防災行政放送等を通じて二次災害防止を図

るための措置の広報を行う。 

(3)～(6) （略） 

第４ 危険物等応急保安対策 

１ 火薬類の応急対策 

(1)～(4) （略） 

資料編  ・銃砲火薬類施設（Ｐ71） 

・火薬庫所有者一覧（Ｐ72） 

２ 高圧ガスの応急対策 

(1) 製造者等の措置 

ア～エ （略） 

資料編 ・高圧ガス関係事業所一覧（Ｐ71） 

(1) （略） 

３～４（略） 

 

第３０節～第３２節 （略） 
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第３３節 原子力災害応急対策計画 

第１～第３ （略） 

第４ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１  原子力緊急事態が発生した場合には、原災法第１５条の規定に基

づき、内閣総理大臣は応急対策を実施すべき区域の市町村長及び都

道府県知事に対し、住民等に屋内退避や避難の勧告又は指示を行う

べきことの指示を行うこととなっている 

２  市長は、内閣総理大臣から屋内退避もしくは避難に関する指示が

あったとき、住民等に対する屋内退避又は避難の勧告又は指示の措

置をとるものとする。 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

            

 ３ 県は、市長が屋内退避もしくは避難を勧告又は指示した区域

について、外部から車両等が進入しないように指導するなど、

交通の規制及び立入制限等必要な措置をとるように関係機関に

要請する。 

第５～第９ （略） 

 

第３章 災害復旧対策計画 

第１節～第２節 （略） 

第３３節 原子力災害応急対策計画 

第１～第３ （略） 

第４ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１  原子力緊急事態が発生した場合には、原災法第１５条の規定に基

づき、内閣総理大臣は応急対策を実施すべき区域の市町村長及び都

道府県知事に対し、住民等に屋内退避や避難の    指示を行う

べきことの指示を行うこととなっている 

２  市長は、内閣総理大臣から屋内退避もしくは避難に関する指示が

あったとき、住民等に対する屋内退避又は避難の    指示の措

置をとるものとする。 

   なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、

原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイル

スの感染拡大のリスクの両方から住民の生命・健康を守ることを最

優先とする。具体的には避難又は一時移転を行う場合には、その過

程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所、避難車両等

における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、

マスクの着用、手洗いなどの手指衛生指導等の感染症対策を実施す

る。 

 ３ 県は、市長が屋内退避もしくは避難の    指示した区域につ

いて、外部から車両等が進入しないように指導するなど、交通の規

制及び立入制限等必要な措置をとるように関係機関に要請する。 

第５～第９ （略） 

 

第３章 災害復旧対策計画 

第１節～第２節 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計

画修正のた

め 

 

 

 

 

 

災害対策基本

法改正のた

め 
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富士吉田市地域防災計画修正案新旧対照表（地震災害編） 

 

頁数 旧 新 改正理由 

 

207 

～ 

 

 

 

214 

 

 

 

 

 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 想定地震及び富士吉田市の被害想定 

第１節～第３節 （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

 一般災害編第２章第１節「防災組織の充実」を準用する。 

 

第２節～第３節 （略） 

 

第４節 生活関連施設の安全対策の推進 

第１ 水道施設安全対策 

市は、水道施設の一層の耐震化を図り、水道水の安全供給と二次災害

の防止のため、次により施設の整備を推進する。 

１ 水道水の確保 

(1) 取水、浄水、配水施設等の耐震性の強化を図り、消毒施設を併

設した予備水源の確保と    貯留水の流出防止のため、配水

池に緊急遮断弁装置を設置するよう努める。 

(2) 緊急時用貯水槽や大口径排水管の整備により、貯水機能の強化

に努める。 

２ 送・配水管の新設、改良 

送・配水管の布設にあたっては、耐震性の強い管を採用し、水

管橋等特に必要な部分には耐震工法を施すほか、石綿セメント菅

等老朽管は布設替えを行い、送・配水管の耐震性の強化を図る。 

 

第１章 想定地震及び富士吉田市の被害想定 

第１節～第３節 （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

 一般災害編第１章第１節「防災組織の充実」を準用する。 

 

第２節～第３節 （略） 

 

第４節 生活関連施設の安全対策の推進 

第１ 水道施設安全対策 

市は、水道施設の一層の耐震化を図り、水道水の安全供給と二次災害

の防止のため、次により施設の整備を推進する。 

１ 水道水の確保 

(1) 取水、浄水、配水施設等の耐震性の強化を図り、消毒施設を併

設した予備水源の確保と    貯留水の流出防止のため、配水

池に緊急遮断弁装置を設置するよう努める。 

(2) 緊急時用貯水槽や大口径排水管の整備により、貯水機能の強化

に努める。 

２ 送・配水管の新設、改良 

送・配水管の布設にあたっては、耐震性の強い管を採用し、水

管橋等特に必要な部分には耐震工法を施すほか、石綿セメント菅

等老朽管は布設替えを行い、送・配水管の耐震性の強化を図る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計画修正に
より削除 
 
 
 
該当する管
が無いため
削除 
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223 

 

 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 下水道施設安全対策 

市は、下水道施設のより一層の耐震化を図り、排水処理機能を確保する。 

１ 下水道施設の現況 （略） 

資料編 ・富士吉田市の下水道普及状況（Ｐ126） 

２ （略） 

３ 山間地の下水道 整備 

山間地における汚水処理については、地域の特性に配意しつつ、合

併処理浄化槽や小規模下水道等の整備を推進する。 

４～６ （略） 

第３～第７ （略） 

 

第５節 建築物災害予防計画 

第１ 公共施設災害予防対策 

１～４ （略） 

５ 公共施設の災害予防対策の推進 （略） 

資料編 ・本市における公共施設の現況一覧（Ｐ127） 

第２ （略） 

第３ ブロック塀・石塀等対策 

昭和 53年６月に発生した宮城県沖地震では、ブロック塀や石塀などの倒

壊により多くの死者が出た。また、倒れた塀が道路をふさぎ、避難、救

助、消火活動を妨げることにもなった。 

ブロック塀に関しては、建築基準法施行令第 62条の 8 により、補強コン

クリートブロック造の塀に関する規定が定められている。したがって、

この規定を遵守した構造とするよう指導していく。 

また、規定に沿ったブロック塀を造ることも必要だが、ブロック塀に代

えて生け垣などを設け、緑のある安全で安心なまちづくりを形成するこ

とも重要であるため、通学路沿い、避難場所周辺、公道に面した住宅等

の生け垣化を推奨していく。 

第４ 落下・倒壊危険物対策 

（略） 

物 件 等 対策実施者 措置等  

第２ 下水道施設安全対策 

市は、下水道施設のより一層の耐震化を図り、排水処理機能を確保する。 

１ 下水道施設の現況 （略） 

資料編 ・富士吉田市の下水道普及状況（Ｐ127） 

２ （略） 

３ 山間地の汚水処理整備 

山間地における汚水処理については、地域の特性に配意しつつ、合

併処理浄化槽や小規模下水道等の整備を推進する。 

４～６ （略） 

第３～第７ （略） 

 

第５節 建築物災害予防計画 

第１ 公共施設災害予防対策 

１～４ （略） 

５ 公共施設の災害予防対策の推進 （略） 

資料編 ・本市における公共施設の現況一覧（Ｐ128） 

第２ （略） 

第３ ブロック塀・石塀等対策 

昭和 53年６月に発生した宮城県沖地震では、ブロック塀や石塀などの倒

壊により多くの死者が出た。また、倒れた塀が道路をふさぎ、避難、救

助、消火活動を妨げることにもなった。 

ブロック塀に関しては、建築基準法施行令第 62条の 8 により、補強コン

クリートブロック造の塀に関する規定が定められている。したがって、

この規定を遵守した構造とするよう指導していく。 

また、安全で安心なまちづくりを形成していくため、老朽化した危険な

ブロック塀等の撤去・改修を促していく。                    

                                    

     

第４ 落下・倒壊危険物対策 

（略） 

物 件 等 対策実施者 措置等  

 
 
 
 
 
 
 
 
文言整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブロック塀
対策事業に
より修正 
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226 

～ 

 

 

 

 

 

228 

横 断 歩 道 橋 

道 路 管 理 者 

耐震診断等を行い、落橋防止を図る。 

交 通 信 号 等 施設の点検を行い、危険の防止を図る。 

枯 街 路 樹 等 樹木除去等適切な管理措置をとる。 

電 柱 街 灯 等 点検を実施し、倒壊等の防止を図る。 

アーケード等 

新設については、安全性を厳密に審査す

る。既存のものは、各管理者による点検、

補強を実施する。 

看 板 広 告 物 安全管理の実施を許可条件とする。 

ブ ロ ッ ク 塀 所 有 者 

点検を実施し、危険なものは改良工事を行

う。新設にあたっては安全なものを設置す

る。 

ガ ラ ス 窓 

所有者・管理者 

落下等により通行人に被害を与えないよ

う補強する。 

自 動 販 売 機 
転倒等で道路の通行、安全に支障のないよ

う設置する。 

樹 木 ・ 煙 突 所 有 者 
倒壊のおそれのあるもの、不要のものは除

去する。 

危 険 建 物 所 有 者 
倒壊のおそれのあるものは耐震改修また

は取り壊しを行う。 

 

第５ （略） 

第６節～第８節 （略） 

 

第９節 地震火災対策の推進 

第１～第２ （略） 

第３ 地震火災対策の作成 

１～６ （略） 

７ 避難場所の設定、適正な避難の勧告・指示及び誘導方法の確立 

被害想定をもとにし､安全な避難場所を設定して住民にその場所を周知

横 断 歩 道 橋 

道 路 管 理 者 

耐震診断等を行い、落橋防止を図る。 

交 通 信 号 等 施設の点検を行い、危険の防止を図る。 

枯 街 路 樹 等 樹木除去等適切な管理措置をとる。 

電 柱 街 灯 等 点検を実施し、倒壊等の防止を図る。 

アーケード等 

新設については、安全性を厳密に審査す

る。既存のものは、各管理者による点検、

補強を実施する。 

看 板 広 告 物 安全管理の実施を許可条件とする。 

ブ ロ ッ ク 塀 所 有 者 

点検を実施し、危険なものは改良工事を行

う。新設にあたっては安全なものを設置す

る。 

ガ ラ ス 窓 

所有者・管理者 

落下等により通行人に被害を与えないよ

う補強する。 

自 動 販 売 機 
転倒等で道路の通行、安全に支障のないよ

う設置する。 

樹 木 ・ 煙 突 所 有 者 
倒壊のおそれのあるもの、不要のものは除

去する。 

危 険 建 物 所 有 者 
倒壊のおそれのあるものは耐震改修また

は取り壊しを行う。 

 

第５ （略） 

第６節～第８節 （略） 

 

第９節 地震火災対策の推進 

第１～第２ （略） 

第３ 地震火災対策の作成 

１～６ （略） 

７ 避難場所の設定、適正な避難の   指示及び誘導方法の確立 

被害想定をもとにし､安全な避難場所を設定して住民にその場所を周知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策基
本法改正の
ため 
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229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徹底させる｡また、被災者への避難の勧告・指示及び誘導についてその時

期､方法、範囲、実施責任者等具体的に検討し、避難計画と避難心得の周

知､避難訓練を実施するとともに、警察､消防本部及び自主防災組織を中

心とした適切な避難誘導体制を確立する。 

８～９ （略） 

10 地震火災訓練の実施 （略） 

資料編 ・消防力の整備状況（Ｐ69） 

    ・消防資機材保有状況（Ｐ71） 

    ・防火水槽設置状況（Ｐ73） 

第４ （略） 

 

第１０節 防災意識の高揚及び自主防災組織活動の推進 

第１ （略） 

第２ 住民等に対する市の役割 

１ 住民に対する防災知識の普及 （略） 

内 容 方 法 

・東海地震、南海トラフ巨大地及び地震に

対する基礎知識 

・危険地域及び避難方法や避難生活に関す

る知識 

・東海地震や南海トラフ巨大地震に関連す

る情報、警戒宣言の性格及び情報の正確

な入手方法 

・警戒宣言が出されたとき及び地震発生時

の行動指針、応急対策に関する知識 

・防災関係機関が講じる地震防災応急対策

の概要 

・住宅の耐震診断と補強、応急手当、家具

の固定、火災予防、家庭内での食料・飲

・広報紙の活用 

・ハザードマップの活用 

・防災行政無線、ＣＡＴＶの

活用 

・社会教育の場の活用 

・県立防災安全センターの活

用 

・防災関係資料、パンフの作

成、配布 

・防災映画、ビデオ等の貸出

し 

・防災、気象情報の市ホーム

ページへの配信 

徹底させる｡また、被災者への避難の   指示及び誘導についてその時

期､方法、範囲、実施責任者等具体的に検討し、避難計画と避難心得の周

知､避難訓練を実施するとともに、警察､消防本部及び自主防災組織を中

心とした適切な避難誘導体制を確立する。 

８～９ （略） 

10 地震火災訓練の実施 （略） 

資料編 ・消防力の整備状況（Ｐ70） 

    ・消防資機材保有状況（Ｐ72） 

    ・防火水槽設置状況（Ｐ74） 

第４ （略） 

 

第１０節 防災意識の高揚及び自主防災組織活動の推進 

第１ （略） 

第２ 住民等に対する市の役割 

１ 住民に対する防災知識の普及 （略） 

内 容 方 法 

・東海地震、南海トラフ巨大地及び地震に

対する基礎知識 

・危険地域及び避難方法や避難生活に関す

る知識 

・東海地震や南海トラフ巨大地震に関連す

る情報、警戒宣言の性格及び情報の正確

な入手方法 

・警戒宣言が出されたとき及び地震発生時

の行動指針、応急対策に関する知識 

・防災関係機関が講じる地震防災応急対策

の概要 

・住宅の耐震診断と補強、応急手当、家具

の固定、火災予防、家庭内での食料・飲

・広報紙の活用 

・ハザードマップの活用 

・防災行政放送、ＣＡＴＶの

活用 

・社会教育の場の活用 

・県立防災安全センターの活

用 

・防災関係資料、パンフの作

成、配布 

・防災映画、ビデオ等の貸出

し 

・防災、気象情報の市ホーム

ページへの配信 
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238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料水等の１週間分程度の備蓄体制や非常

持出し品の用意といった平常時からの準

備 

・防災出前講座の実施 

・自主防災会及び防災士との

連携 

２～３ （略） 

第３ （略） 

第４ 自主防災組織の役割 

１ 方針 

(1)～(2) （略） 

(3)  衛生や育児・介護のニーズやプライバシーの問題等にきめ細かに

対応していく必要があるため、女性の積極的な参画を進める。特に、平

常時から女性の避難所運営リーダーを育成し、女性の視点から、避難所

の運営に必要な設備等を事前にけんとうするとともに、災害時にも避難

所運営において、指導力が発揮できるように努める。 

第６ （略） 

 

第１１節 （略） 

 

 

 

第１２節 防災訓練に関する計画 

第１～第２ （略） 

第３ 個別防災訓練 

１～２ （略） 

３ 地方連絡本部単位の地震防災応急訓練 

 市と地方連絡本部間の情報の収集伝達、避難 勧告の実施、消防団等

による消防相互応援等を含む訓練 

第４ （略） 

 

第１３節 要配慮者対策の推進 

料水等の１週間分程度の備蓄体制や非常

持出し品の用意といった平常時からの準

備 

・防災出前講座の実施 

・自主防災会及び防災士との

連携 

２～３ （略） 

第３ （略） 

第４ 自主防災組織の役割 

１ 方針 

(1)～(2) （略） 

(3)  衛生や育児・介護のニーズやプライバシーの問題等にきめ細かに

対応していく必要があるため、女性の積極的な参画を進める。特に、平

常時から女性の避難所運営リーダーを育成し、女性の視点から、避難所

の運営に必要な設備等を事前に検討  するとともに、災害時にも避難

所運営において、指導力が発揮できるように努める。 

第６ （略） 

 

第１１節 （略） 

 

 

 

第１２節 防災訓練に関する計画 

第１～第２ （略） 

第３ 個別防災訓練 

１～２ （略） 

３ 地方連絡本部単位の地震防災応急訓練 

 市と地方連絡本部間の情報の収集伝達、避難の指示の実施、消防団等

による消防相互応援等を含む訓練 

第４ （略） 

 

第１３節 要配慮者対策の推進 
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 地震災害発生時に各種警報や情報の入手が困難で、避難等に介助が必

要な高齢者、障害者、外国人等の要配慮者に対し、平素から必要な安全

対策を実施する。 

 なお、本計画中に定めのない事項は、一般災害編第２章第12節「要配

慮者対策計画」の定めによるものとする。 

 

第１ （略） 

第２ 高齢者・障害者等要配慮者対策 

１～５ （略） 

６ 福祉避難所の開設 （略） 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（Ｐ74） 

    ・福祉避難所一覧（Ｐ76） 

７～９ （略） 

第３～第４ （略） 

 

第１４節～第１５節 （略） 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 応急活動体制 

第１ 富士吉田市災害対策本部及び災害警戒本部の設置 

１ 災害対策本部の設置基準 

市長が富士吉田市災害対策本部を設置する基準は、次のいずれかに該当

するときとする。 

(1) 災害が発生し、災害救助法（昭和 22年法律第 118 号）による救助

を必要とする場合 

(2) 特別警報の発表など、災害が広範な地域にわたり、又はわたるおそ

 地震災害発生時に各種警報や情報の入手が困難で、避難等に介助が必

要な高齢者、障害者、外国人等の要配慮者に対し、平素から必要な安全

対策を実施する。 

 なお、本計画中に定めのない事項は、一般災害編第２章第 13節「要配

慮者対策計画」の定めによるものとする。 

 

第１ （略） 

第２ 高齢者・障害者等要配慮者対策 

１～５ （略） 

６ 福祉避難所の開設 （略） 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（Ｐ75） 

    ・福祉避難所一覧（Ｐ77） 

７～９ （略） 

第３～第４ （略） 

 

第１４節～第１５節 （略） 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 応急活動体制 

第１ 富士吉田市災害対策本部及び災害警戒本部の設置 

１ 災害対策本部の設置基準 

市長が富士吉田市災害対策本部を設置する基準は、次のいずれかに該当

するときとする。 

(1) 災害が発生し、災害救助法（昭和 22年法律第 118 号）による救助

を必要とする場合 

(2) 特別警報の発表など、災害が広範な地域にわたり、又はわたるおそ
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れがあり、災害応急対策を必要とする場合 

(3)  市域において震度６弱以上の地震が発生した場合 

(4) 富士山に噴火等の兆候が認められると判断されたとき 

(5) その他、市長が認める場合 

２ （略） 

３ 設置及び廃止の通知 （略） 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各部・課・室・班 

一般市民 

県本部 

報道機関 

庁内放送、防災行政用放送、職員招集安否確認システム 

市防災行政用放送、報道機関、市ホームページ、防災アプリ 

県防災行政用無線（衛星系・地上系）、電話、Lアラート 

口頭、文書、電話 

 

４ 災害対策本部及び災害警戒本部の設置場所 

 

(1) 災害対策本部及び災害警戒本部は、東庁舎会議室に設置するものと

する。                                    

                                    

                    

 

施  設  名 所  在  地 電話番号 

富士吉田市役所東庁舎 下吉田６-１-１ 0555－22－1111 

                          

 

(2) 災害対策本部及び災害警戒本部を設置した場合は、市役所東庁舎に

その旨の標識を掲示する。                           

                

５ （略） 

第２ （略） 

 

第２節～第３節 （略） 

れがあり、災害応急対策を必要とする場合 

(3) 市域において震度６弱以上の地震が発生した場合 

(4 )噴火警戒レベル３以上が発表されたとき       

(5) その他、市長が認める場合 

２ （略） 

３ 設置及び廃止の通知 （略） 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各部・課・室・班 

一般市民 

県本部 

報道機関 

庁内放送、防災行政用放送、職員招集安否確認システム 

市防災行政 放送、報道機関、市ホームページ、防災アプリ 

県防災行政用無線（衛星系・地上系）、電話、Lアラート 

口頭、文書、電話 

 

４ 災害対策本部及び災害警戒本部の設置場所 

 

(1) 災害対策本部及び災害警戒本部は、東庁舎会議室に設置するものと

する。ただし、庁舎の損壊等により、本部としての機能を保てない場合

は、富士吉田市市民会館に本部を設置する。なお、災害や本部予定施設

の被害状況によっては、他の公共的施設を被災時に指定する。 

 

施  設  名 所  在  地 電話番号 

富士吉田市役所東庁舎 下吉田６-１-１ 0555－22－1111 

富士吉田市民会館 緑ヶ丘２－５－２３ 0555-22-3100 

 

(2)  災害対策本部及び災害警戒本部を設置した場合は、市役所東庁舎

にその旨の標識を掲示する。代替施設に本部を設置した場合も、同様の

標識を当該施設の入り口に掲示するものとする。 

５ （略） 

第２ （略） 

 

第２節～第３節 （略） 
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第４節 自衛隊災害派遣要請計画 

 一般災害編第２章第７節「自衛隊災害派遣要請計画」を準用する。 

 

第５節 県消防防災ヘリコプター出動要請計画 

 一般災害編第２章第８節「県消防防災ヘリコプター出動要請計画」を

準用する。 

 

第６節 地震災害情報等の収集伝達計画 

第１ （略） 

第２ 地震に関する情報等の伝達 

１ （略） 

２ 地震情報の収集 

（1）緊急地震速報（特別警報） 

Ｊアラート等により地震の特別警報を受信した場合、速やかに安全対策

課を主体とした情報収集の体制をとるとともに、情報の伝達・収集に努

める。 

（2） 市は、市役所に設置された計測震度計から震度を確認し、また気

象庁の発表する正確な  地震情報を県防災行政無線、テレビ・ラジオ

等により一刻も早く入手し、防災行政無線等により住民等に伝達すると

ともに、速やかに地震発生後の初動体制をとることとする。 

３ 地域住民への地震情報の伝達 

地域住民の不安を解消するとともに、適切な行動がとられるよう、防災

行政無線等を活用して地震情報を伝達する。また、可能な場合は広報車

により伝達する。 

(1)～(2) （略） 

 

第７節 （略） 

 

 

第４節 自衛隊災害派遣要請計画 

 一般災害編第２章第８節「自衛隊災害派遣要請計画」を準用する。 

 

第５節 県消防防災ヘリコプター出動要請計画 

 一般災害編第２章第９節「県消防防災ヘリコプター出動要請計画」を

準用する。 

 

第６節 地震災害情報等の収集伝達計画 

第１ （略） 

第２ 地震に関する情報等の伝達 

１ （略） 

２ 地震情報の収集 

（1）緊急地震速報（特別警報） 

Ｊアラート等により地震の特別警報を受信した場合、速やかに安全対策

課を主体とした情報収集の体制をとるとともに、情報の伝達・収集に努

める。 

（2） 市は、市役所に設置された計測震度計から震度を確認し、また気

象庁の発表する正確な  地震情報を県防災行政無線、テレビ・ラジオ

等により一刻も早く入手し、防災行政放送等により住民等に伝達すると

ともに、速やかに地震発生後の初動体制をとることとする。 

３ 地域住民への地震情報の伝達 

地域住民の不安を解消するとともに、適切な行動がとられるよう、防災

行政放送等を活用して地震情報を伝達する。また、可能な場合は広報車

により伝達する。 

(1)～(2) （略） 

 

第７節 （略） 
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第８節 被害状況等報告計画 

一般災害編第２章第６節「被害状況等報告計画」を準用する。 

 

第９節 広報計画 

 

 一般災害編第２章第９節「広報計画」の定めるところによるものとす

るが、地震災害の特性に応じた適切な、かつ、正確な情報を住民に提供

し、民心の安定を図るものとする。 

第１ （略） 

第２ 広報の手段 

１～５ （略） 

資料編 ・地震発生に伴う広報文例（Ｐ53） 

第３ （略） 

第４ 広報時の留意事項 

１～３ （略） 

 

 

 

４ 広報手段の特色 

＜震災時に有効な広報手段及びその特色＞ 

伝達手段 種別 特色 

広 報 車 被 生 発災直後から様々 な情報の伝達、注意の喚起に利用 

市防災行政無線 被 生            〃 

掲 示 板   生 安 
各避難場所や地域の拠点に設置。被災者同士の情報交換にも有

効 

情 報 紙   生 安 各避難場所等に配布。最も重要、確実な情報提供手段 

 

第８節 被害状況等報告計画 

一般災害編第２章第７節「被害状況等報告計画」を準用する。 

 

第９節 広報計画 

 

 一般災害編第２章第 10節「広報計画」の定めるところによるものとす

るが、地震災害の特性に応じた適切な、かつ、正確な情報を住民に提供

し、民心の安定を図るものとする。 

第１ （略） 

第２ 広報の手段 

１～５ （略） 

資料編 ・地震発生に伴う広報文例（Ｐ54） 

第３ （略） 

第４ 広報時の留意事項 

１～３ （略） 

 

 

 

４ 広報手段の特色 

＜震災時に有効な広報手段及びその特色＞ 

伝達手段 種別 特色 

広 報 車 被 生 発災直後から様々 な情報の伝達、注意の喚起に利用 

市防災行政放送 被 生            〃 

掲 示 板   生 安 
各避難場所や地域の拠点に設置。被災者同士の情報交換にも有

効 

情 報 紙   生 安 各避難場所等に配布。最も重要、確実な情報提供手段 
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市ホームページ 被 生 

市の正確な情報を伝達できる有効な手段。聴覚障害者への広報

にも有効。また遠隔地にいる親類・知人からも市の情報が入手

可能 

インターネット 

（ヤフージャパ

ン） 

被 生 安 
インターネットにおける日本最大のポータルサイトである

「Yahoo Japan」を通じて、情報発信を行う。 

エ リ ア メ ー ル 被 生 
防災行政無線や広報車等での情報が行き届かないエリアにい

る被災者に対し、市からの情報を提供することが可能 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 

富 士 五 湖 
被 生 安 受信可能地域では最も入手しやすい地元密着型情報手段 

Ｌ ア ラ ー ト 被 生 

住民が必要とする情報を迅速かつ正確に住民に伝えることを

目的とした情報基盤（住民は自治体等が発信した災害に関する

情報をテレビ、ラジオ、携帯電話、ポータルサイト等の様々 な

メディアを通じて情報を入手することができる。） 

 

第５ （略） 

 

第１０節 （略） 

第１～第３ （略） 

 

 

別紙 被災建築物 応急危険度判定フロー 

市ホームページ 被 生 

市の正確な情報を伝達できる有効な手段。聴覚障害者への広報

にも有効。また遠隔地にいる親類・知人からも市の情報が入手

可能 

インターネット 

（ヤフージャパ

ン） 

被 生 安 
インターネットにおける日本最大のポータルサイトである

「Yahoo Japan」を通じて、情報発信を行う。 

エ リ ア メ ー ル 被 生 
防災行政放送や広報車等での情報が行き届かないエリアにい

る被災者に対し、市からの情報を提供することが可能 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 

富 士 五 湖 
被 生 安 受信可能地域では最も入手しやすい地元密着型情報手段 

Ｌ ア ラ ー ト 被 生 

住民が必要とする情報を迅速かつ正確に住民に伝えることを

目的とした情報基盤（住民は自治体等が発信した災害に関する

情報をテレビ、ラジオ、携帯電話、ポータルサイト等の様々 な

メディアを通じて情報を入手することができる。） 

 

第５ （略） 

 

第１０節 被災建築物応急危険度判定計画 

第１～第３ （略） 

 

 

別紙 被災建築物 応急危険度判定フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
放送設備更
新のため 
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263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 災害救助法の適用計画 

 一般災害編第２章第 10節「災害救助法の適用計画」を準用する。 

 

第１２節 避難計画 

 

地震のため被害を受け、又は災害を受けるおそれのある人の生命又は身

体を保護するため、一時的に安全な場所へ避難させるための計画は、次

のとおりである。 

なお、この計画に定めない事項は、一般災害編第２章第 11 節「避難計画」

の定めるところによるものとする。 

第１～第３ （略） 

第４ 要配慮者の指定 （略） 

 

資料編  ・福祉避難所一覧（Ｐ76） 

第５ （略） 

 

第１３節 給水計画 

 一般災害編第２章第 14節「給水計画」を準用する。 

  

第１４節 食料及び生活必需物資供給計画 

 

 一般災害編第２章第 13節「食料供給計画」及び第 15 節「生活必需物

資供給計画」に定めるとおりとするが、特に大規模地震発生時に被災者

への供給体制等について、次のとおり定めるものとする。 

第１～第４ （略） 

 

 

 

第１１節 災害救助法の適用計画 

 一般災害編第２章第 11節「災害救助法の適用計画」を準用する。 

 

第１２節 避難計画 

 

地震のため被害を受け、又は災害を受けるおそれのある人の生命又は身

体を保護するため、一時的に安全な場所へ避難させるための計画は、次

のとおりである。 

なお、この計画に定めない事項は、一般災害編第２章第 12 節「避難計画」

の定めるところによるものとする。 

第１～第３ （略） 

第４ 要配慮者の指定 （略） 

 

資料編  ・福祉避難所一覧（Ｐ77） 

第５ （略） 

 

第１３節 給水計画 

 一般災害編第２章第 15節「給水計画」を準用する。 

  

第１４節 食料及び生活必需物資供給計画 

 

 一般災害編第２章第 14節「食料供給計画」及び第 16 節「生活必需物

資供給計画」に定めるとおりとするが、特に大規模地震発生時に被災者

への供給体制等について、次のとおり定めるものとする。 

第１～第４ （略） 
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第１５節 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計画 

 一般災害編第２章第 16節「応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計

画」を準用する。 

 

第１６節 医療助産計画 

 一般災害編第２章第 17節「医療助産計画」を準用する。 

 

第１７節 防疫計画 

一般災害編第２章第 18節「防疫計画」を準用する。 

 

第１８節 廃棄物処理計画   

 一般災害編第２章第 19節「廃棄物処理計画  」を準用する。 

 

第１９節 救出計画 

 

 大規模地震が発生した場合、家屋の倒壊、落下物、出火炎上等によっ

て多数の負傷者が発生するおそれがある。 

 これらの人々については一刻も早い救出・救助活動が必要であるため、

市は、住民、県及び消防機関等防災関係機関と相互に連携し、生命、身

体が危険となった者を早急に救出・救助し、また負傷者を医療機関に搬

送するなど、被災者の救護を図るものとする。 

 なお、この計画に定めのない事項は、一般災害編第２章第 20節「救出

計画」の定めるところによる。 

第１～第２ （略） 

 

 

 

第１５節 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計画 

 一般災害編第２章第 17節「応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理計

画」を準用する。 

 

第１６節 医療助産計画 

 一般災害編第２章第 18節「医療助産計画」を準用する。 

 

第１７節 防疫計画 

一般災害編第２章第 19節「防疫計画」を準用する。 

 

第１８節 廃棄物処理対策計画 

 一般災害編第２章第 20節「廃棄物処理対策計画」を準用する。 

 

第１９節 救出計画 

 

 大規模地震が発生した場合、家屋の倒壊、落下物、出火炎上等によっ

て多数の負傷者が発生するおそれがある。 

 これらの人々については一刻も早い救出・救助活動が必要であるため、

市は、住民、県及び消防機関等防災関係機関と相互に連携し、生命、身

体が危険となった者を早急に救出・救助し、また負傷者を医療機関に搬

送するなど、被災者の救護を図るものとする。 

 なお、この計画に定めのない事項は、一般災害編第２章第 21節「救出

計画」の定めるところによる。 

第１～第２ （略） 
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第３ 市の救出活動等 

(1)～(2) （略） 

(3) 自衛隊の派遣要請 （略） 

資料編 ・自衛隊災害派遣要請依頼書（Ｐ95） 

２～３ （略） 

 

第２０節 遺体の捜索及び保護並びに埋葬計画 

 一般災害編第２章第 21節「遺体の捜索及び保護並びに埋葬計画」を準

用する。 

 

第２１節 障害物除去計画 

 一般災害編第２章第 22節「障害物除去計画」を準用する。 

 

 

第２２節 教育計画 

 一般災害編第２章第 23節「教育計画」の定めによるものとするが、地

震災害時の応急措置について次のとおり定めるものとする。 

第１～第３ （略） 

第４ 市立保育園 

  市立保育園における地震被災時の災害応急に係る計画は、一般災害

編第２章第 23節「教育計画」の定めによるもののほか、上記教育計画の

規定に準じるものとする。 

 

 

 

 

第３ 市の救出活動等 

(1)～(2) （略） 

(3) 自衛隊の派遣要請 （略） 

資料編 ・自衛隊災害派遣要請依頼書（Ｐ96） 

２～３ （略） 

 

第２０節 遺体の捜索及び保護並びに埋葬計画 

 一般災害編第２章第 22節「遺体の捜索及び保護並びに埋葬計画」を準

用する。 

 

第２１節 障害物除去計画 

 一般災害編第２章第 23節「障害物除去計画」を準用する。 

 

 

第２２節 教育計画 

 一般災害編第２章第 24節「教育計画」の定めによるものとするが、地

震災害時の応急措置について次のとおり定めるものとする。 

第１～第３ （略） 

第４ 市立保育園 

  市立保育園における地震被災時の災害応急に係る計画は、一般災害

編第２章第 24節「教育計画」の定めによるもののほか、上記教育計画の

規定に準じるものとする。 
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第２３節 緊急輸送計画 

 一般災害編第２章第 24節「緊急輸送計画」を準用する。 

 

第２４節 交通対策計画 

 一般災害編第２章第 25節「交通対策計画」を準用する。 

 

第２５節 消防計画 

 大規模地震による被害から、住民の生命、財産を保護するため、次の

とおり効率的な消防活動を図るものとする。 

 なお、本計画に定めのない事項は、一般災害編第２章第 26節「火災予

防計画」の定めによるものとする。 

第１～第５ （略） 

 

第２６節 生活関連施設の応急対策計画 

第１ 上水道施設応急対策 

上下水道工務課は、地震が発生したとき、応急給水用飲料水の確保と

ともに、上水道施設の早期応急復旧に努めるものとする。 

１ 要員の確保 

上下水道工務課は、富士吉田市管工事協会等へ協力を要請し、応急復

旧要員の確保を図る。 

２～４ （略） 

５ 送配水管等の復旧 

送配水管の復旧は、水源から浄水場及び配水池に至る幹線を優先し、

次いで主要な配水管など順次復旧する。 

６ 仮設配水管の設置 

仮設配水管は、応急復旧を迅速に行うため状況により設置し、また必

要に応じて消火栓を設ける。 

第２ 下水道施設応急対策 

第２３節 緊急輸送計画 

 一般災害編第２章第 25節「緊急輸送計画」を準用する。 

 

第２４節 交通対策計画 

 一般災害編第２章第 26節「交通対策計画」を準用する。 

 

第２５節 消防計画 

 大規模地震による被害から、住民の生命、財産を保護するため、次の

とおり効率的な消防活動を図るものとする。 

 なお、本計画に定めのない事項は、一般災害編第２章第 27節「火災予

防計画」の定めによるものとする。 

第１～第５ （略） 

 

第２６節 生活関連施設の応急対策計画 

第１ 上水道施設応急対策 

上下水道工務課は、地震が発生したとき、応急給水用飲料水の確保と

ともに、上水道施設の早期応急復旧に努めるものとする。 

１ 要員の確保 

上下水道工務課は、富士吉田市管工事協会等へ協力を要請し、応急復

旧要員の確保を図る。 

２～４ （略） 

５ 送配水管等の復旧 

送配水管の復旧は、水源から配水場及び配水池に至る幹線を優先し、

次いで主要な配水管など順次復旧する。 

６ 仮設配水管の設置 

仮設配水管は、応急復旧を迅速に行うため状況により設置し、また必

要に応じて消火栓を設ける。 

第２ 下水道施設応急対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
配水池は無
いため 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 87 - 

- 87 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

 

 

 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害が発生したとき、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、

排水機能の支障及び二次災害のおそれがあるものについて応急処置を行

う。 

１ 要員の確保 

上下水道工務課は、管内工事業者等へ協力を要請し、応急復旧要員の

確保を図る。 

２ 工事業者等への協力要請 

応急処置に必要な資機材の調達、工事の実施について、管内工事業者

等へ協力を要請する。 

３ 応急処置計画の策定 

上下水道工務課は、管路施設、ポンプ場及び処理場施設によって態様

が異なるが、次の事項等を基準として応急処置計画を策定する。 

(1)～(5) （略） 

４ 広報 

上下水道工務課は、施設の被害状況及び復旧見込み等について広報し、

利用者の生活排水の不安解消に努める。 

第３～第７ （略） 

第２７節 民生安定事業計画 

 

一般災害編第２章第 29節「民生安定事業計画」を準用する。 

第２８節 労働力確保計画 

 一般災害編第２章第 30節「労働力確保計画」を準用する。 

 

第２９節 自主防災組織等協力要請計画 

 一般災害編第２章第 31節「自主防災組織等協力要請計画」を準用する。 

 

 

 

 

災害が発生したとき、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、

排水機能の支障及び二次災害のおそれがあるものについて応急処置を行

う。 

１ 要員の確保 

上下水道工務課は、管内工事業者等へ協力を要請し、応急復旧要員の

確保を図る。 

２ 工事業者等への協力要請 

応急処置に必要な資機材の調達、工事の実施について、管内工事業者

等へ協力を要請する。 

３ 応急処置計画の策定 

上下水道工務課は、管路施設、ポンプ場及び処理場施設によって態様

が異なるが、次の事項等を基準として応急処置計画を策定する。 

(1)～(5) （略） 

４ 広報 

上下水道工務課は、施設の被害状況及び復旧見込み等について広報し、

利用者の生活排水の不安解消に努める。 

第３～第７ （略） 

第２７節 民生安定事業計画 

 

一般災害編第２章第 30節「民生安定事業計画」を準用する。 

第２８節 労働力確保計画 

 一般災害編第２章第 31節「労働力確保計画」を準用する。 

 

第２９節 自主防災組織等協力要請計画 

 一般災害編第２章第 32節「自主防災組織等協力要請計画」を準用する。 
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第４章 東海地震に関する事前対策計画 

第 1節 （略） 

 

第２節 東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注

意情報及び東海地震予知情報（警戒宣言）発表時の対策体制

及び活動 

第１ 調査情報（臨時）発表時 

１～２ （略） 

３ 県、防災関係機関との連絡体制の確保 

資料編 ・「東海地震に関連する情報」に伴う広報（Ｐ54） 

第２ 注意情報発表時 

１～４ （略） 

５ その他の措置 

（1）県及び防災関係機関が実施する準備行動との連絡調整を図る。 

（2）警戒宣言発令時に避難の勧告又は指示の対象となる地区（以下「事

前避難対象地区」という。）からの避難のための避難場所の開設準

備を始める。 

（3）県への要請、報告及び受入れの準備を始める。 

（4）必要に応じ、園児、児童、生徒の保護者への引き渡し等の安全確保

対策の措置を講じる。 

（5）物資、資機材の点検、確認を行う。 

（6）その他地震防災応急対策の円滑な実施のための準備を行う 

資料編 ・「東海地震に関連する情報」に伴う広報（Ｐ55） 

    ・事前避難対象地区（警戒宣言発令時）（Ｐ85） 

第３ 予知情報（警戒宣言）発表時 

１～３ （略） 

４ 地震災害警戒本部の活動内容 

第４章 東海地震に関する事前対策計画 

第 1節 （略） 

 

第２節 東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注

意情報及び東海地震予知情報（警戒宣言）発表時の対策体制

及び活動 

第１ 調査情報（臨時）発表時 

１～２ （略） 

３ 県、防災関係機関との連絡体制の確保 

資料編 ・「東海地震に関連する情報」に伴う広報（Ｐ55） 

第２ 注意情報発表時 

１～４ （略） 

５ その他の措置 

（1）県及び防災関係機関が実施する準備行動との連絡調整を図る。 

（2）警戒宣言発令時に避難の    指示の対象となる地区（以下「事

前避難対象地区」という。）からの避難のための避難場所の開設準

備を始める。 

（3）県への要請、報告及び受入れの準備を始める。 

（4）必要に応じ、園児、児童、生徒の保護者への引き渡し等の安全確保

対策の措置を講じる。 

（5）物資、資機材の点検、確認を行う。 

（6）その他地震防災応急対策の円滑な実施のための準備を行う 

資料編 ・「東海地震に関連する情報」に伴う広報（Ｐ55） 

    ・事前避難対象地区（警戒宣言発令時）（Ｐ85） 

第３ 予知情報（警戒宣言）発表時 

１～３ （略） 

４ 地震災害警戒本部の活動内容 
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(1)  地震予知に関する情報等の収集及び住民、防災機関等への伝達 

(2) 自主防災会や防災関係機関からの応急対策情報の収集及び県への

報告 

(3) 避難の勧告又は指示 

(4) 事前避難対象地区からの避難のための避難場所の開設 

(5) 帰宅困難者、滞留旅客の保護、避難場所の設置及び帰宅支援対策の

実施 

(6) 食料、飲料水、生活必需品、医薬品、救助資機材等の確保や関係業

者への指導 

(7) 救急救助のための体制確保 

(8) その他市内での地震防災対策の実施 

５～６ （略） 

第４ （略） 

第５ 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制 

１ 職員の動員計画 

（1）～（4） （略） 

 資料編 ・動員名簿（Ｐ121） 

２～４ （略） 

 

 

別表１ 富士吉田市地震災害警戒本部組織図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  地震予知に関する情報等の収集及び住民、防災機関等への伝達 

(2) 自主防災会や防災関係機関からの応急対策情報の収集及び県への

報告 

(3) 避難の    指示 

(4) 事前避難対象地区からの避難のための避難場所の開設 

(5) 帰宅困難者、滞留旅客の保護、避難場所の設置及び帰宅支援対策の

実施 

(6) 食料、飲料水、生活必需品、医薬品、救助資機材等の確保や関係業

者への指導 

(7) 救急救助のための体制確保 

(8) その他市内での地震防災対策の実施 

５～６ （略） 

第４ （略） 

第５ 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制 

１ 職員の動員計画 

（1）～（4） （略） 

 資料編 ・動員名簿（Ｐ122） 

２～４ （略） 

 

 

別表１ 富士吉田市地震災害警戒本部組織図 【次表に修正】 
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頁数 旧 新 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２  

富士吉田市地震災害警戒本部事務分掌及び編成表  

部 部  長 班 事  務  分  掌 

（略） 

都 市 基 盤 部 

 

都 市 基 盤 部 長 

上下水道担当部長 

土 木 班 

１ 優先道路の現況調

査及び障害物除去に

よる通行の確保に関

すること。 

２ 市道、農道、林道、

農地の被害状況調査

及び応急措置に関す

ること。 

３ 関係機関・団体への

応援要請、連絡調整

に関すること。 

４ その他災害応急対

策に関すること。 

建 築 班 

１ 避難所等市有施設

の応急危険度判定

に関すること。 

２ 各所から派遣され

て来た応急危険度判

定士のコーディネー

トに関すること。 

３ 他の関係機関・団体

への応援要請、連絡

調整に関すること。 

４ その他災害応急対

策に関すること。 

上・下水 １ 指定避難所への給

別表２  

富士吉田市地震災害警戒本部事務分掌及び編成表  

部 部  長 班 事  務  分  掌 

（略） 

都 市 基 盤 部 

 

都 市 基 盤 部 長 

          

土 木 班 

１ 優先道路の現況調

査及び障害物除去に

よる通行の確保に関

すること。 

２ 市道、農道、林道、

農地の被害状況調査

及び応急措置に関す

ること。 

３ 関係機関・団体への

応援要請、連絡調整

に関すること。 

４ その他災害応急対

策に関すること。 

建 築 班 

１ 避難所等市有施設

の応急危険度判定

に関すること。 

２ 各所から派遣され

て来た応急危険度判

定士のコーディネー

トに関すること。 

３ 他の関係機関・団体

への応援要請、連絡

調整に関すること。 

４ その他災害応急対

策に関すること。 

上・下水 １ 指定避難所への給

 

 

 

 

 

組織改正のた

め 
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  道 班 水 

２ 断水地区の調査及

び復旧 

３ 管きょ及び下水道

施設被害の調査及び復

旧 

４ 排水困難地区にお

ける応急措置（バキュ

ー 

 ム・簡易トイレ）や

排水自粛の呼び掛け 

５ その他上・下水道応

急対策に関すること。 

産 業 観 光 部 

演 習 場 対 策 室 

教 育 委 員 会 

            

 

教 育 委 員 会 部 長 

 

避 難 所

班 

１ 避難所の開設・運営に関す

ること。 

２ 避難所内現地対策本部に関

すること。 

３ 炊き出し等へ協力してもら

う団体との連携に関する

こと。 

４ 避難所内救護所、避難住民、

傷病者の受け入れと重傷

者の市立病院への搬送手

配に関すること。 

５ 各班受持ちとなっている避

難場所から指定避難所への

避難住民の誘導支援に関す

ること。 

６ 市災害対策（警戒）本部と

の連絡調整に関すること。 

７ その他避難所応急対策に関

  道 班 水 

２ 断水地区の調査及

び復旧 

３ 管きょ及び下水道

施設被害の調査及び復

旧 

４ 排水困難地区にお

ける応急措置（バキュ

ー 

 ム・簡易トイレ）や

排水自粛の呼び掛け 

５ その他上・下水道応

急対策に関すること。 

産 業 観 光 部 

演 習 場 対 策 室 

教 育 委 員 会 

ふ る さ と 納 税 推 進 室 

 

教 育 委 員 会 部 長 

 

避 難 所

班 

１ 避難所の開設・運営に関す

ること。 

２ 避難所内現地対策本部に関

すること。 

３ 炊き出し等へ協力してもら

う団体との連携に関する

こと。 

４ 避難所内救護所、避難住民、

傷病者の受け入れと重傷

者の市立病院への搬送手

配に関すること。 

５ 各班受持ちとなっている避

難場所から指定避難所への

避難住民の誘導支援に関す

ること。 

６ 市災害対策（警戒）本部と

の連絡調整に関すること。 

７ その他避難所応急対策に関

 

 

 

管きょは無い

ため 

 

 

計画変更のた

め 

 

 

 

 

 

 

組織改正のた

め 
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すること 

教 育 委 員 会 

 

 

教 育 施

設 管 理

班 

１ 教育関係施設及び社会体育

施設の被害調査に関する

こと。 

２ 児童、生徒の安全確保・安

否確認に関すること。 

３ 被災児童・生徒の被害調査

に関すること。 

４ その他災害応急対策に関す

ること。 

 

第３節 情報活動 

第１ 地震予知に関する情報等の伝達 

１ （略） 

 

２ 情報の連絡及び通報 

(1) （略） 

(2)警戒宣言発令時の情報伝達 

すること 

教 育 委 員 会 

 

 

教 育 施

設 管 理

班 

１ 教育関係施設及び社会体育

施設の被害調査に関する

こと。 

２ 児童、生徒の安全確保・安

否確認に関すること。 

３ 被災児童・生徒の被害調査

に関すること。 

４ その他災害応急対策に関す

ること。 

 

第３節 情報活動 

第１ 地震予知に関する情報等の伝達 

１ （略） 

 

２ 情報の連絡及び通報 

(1) （略） 

(2)警戒宣言発令時の情報伝達 
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３ （略） 

 

第２ 応急対策実施状況等の収集、伝達 

１～２ （略） 

３ 「東海地震に関連する情報」発表時の県への報告 （略） 

資料編 ・「東海地震に関連する情報」発表時の報告・様式（Ｐ122） 

 

 

３ （略） 

 

第２ 応急対策実施状況等の収集、伝達 

１～２ （略） 

３ 「東海地震に関連する情報」発表時の県への報告 （略） 

資料編 ・「東海地震に関連する情報」発表時の報告・様式（Ｐ123） 
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第４節 広報活動 

第１ 広報活動体制 

１ （略） 

２ 消防団等からの伝達 （略） 

資料編 ・市防災行政用放送設置状況（Ｐ40） 

    ・東海地震関連情報の伝達表（Ｐ122） 

第２ 広報内容 

１ （略） 

２ 市民、滞在者に対する広報文例 

 資料編 ・「東海地震に関連する情報」に伴う広報（Ｐ54） 

第３ （略） 

第４ 広報活動の協力体制 

 資料編 ・報道機関一覧（Ｐ62） 

 

第５節 避難活動 

第１ 避難の実施責任者 

  避難の勧告又は指示等をすることができる者は、それぞれの法律に

よって次のように定められているが、災害応急対策の第１次的の実施責

任者である市長を中心として相互に連絡をとり市民を安全な場所へ避難

させるようにするものとする。 

(１)～(５) （略） 

第２ 避難の勧告・指示の基準 

警戒宣言発令時には、地震による災害の発生が予想される地区（事前避

難対象地区）の住民をあらかじめ避難させる。なお、注意情報の発表時

において、避難所までの距離が遠い等により、警戒宣言発令後では迅速

な避難ができない場合は、この段階で病人等災害時要援護者の避難を実

施することができる。 

 

第４節 広報活動 

第１ 広報活動体制 

１ （略） 

２ 消防団等からの伝達 （略） 

資料編 ・市防災行政用放送設置状況（Ｐ41） 

    ・東海地震関連情報の伝達表（Ｐ123） 

第２ 広報内容 

１ （略） 

２ 市民、滞在者に対する広報文例 

 資料編 ・「東海地震に関連する情報」に伴う広報（Ｐ55） 

第３ （略） 

第４ 広報活動の協力体制 

 資料編 ・報道機関一覧（Ｐ63） 

 

第５節 避難活動 

第１ 避難の実施責任者 

  避難     指示等をすることができる者は、それぞれの法律に

よって次のように定められているが、災害応急対策の第１次的の実施責

任者である市長を中心として相互に連絡をとり市民を安全な場所へ避難

させるようにするものとする。 

(１)～(５) （略） 

第２ 避難の   指示の基準 

警戒宣言発令時には、地震による災害の発生が予想される地区（事前避

難対象地区）の住民をあらかじめ避難させる。なお、注意情報の発表時

において、避難所までの距離が遠い等により、警戒宣言発令後では迅速

な避難ができない場合は、この段階で病人等災害時要援護者の避難を実

施することができる。 
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第３ 市が行う避難活動 

１ 事前避難対象地区の指定 

警戒宣言発令時に避難の勧告又は指示の対象となる事前避難対象地区

は、資料編に掲げるとおりであり、その指定基準はおおむね次のとおり

である。 

(1)～(2) （略） 

２ 事前避難対象地区住民等への周知 

事前避難対象地区の住民等に、パンフレット、案内板などにより、次の

事項について周知徹底を図る。 

(1)～(6) （略） 

(7) 避難の勧告又は指示の伝達方法 

(8) （略）  

 

資料編 ・事前避難対象地区（警戒宣言発令時）（Ｐ85） 

第４ 避難の勧告又は指示 （略） 

第５ 事前避難の勧告又は指示 

市長は、警戒宣言が発せられた場合において、住民の生命及び身体を保

護するため必要があると認めるときは、事前避難の勧告又は指示を行い、

又は警戒区域の設定を行うとともに次の措置をとるものとする。 

１ 市防災行政放送、防災信号、広報車、ＣＡＴＶ、エリアメール、Ｌ

アラート、防災アプリ等による勧告又は指示等の周知措置 

２～３（略） 

４ 富士吉田警察署長への避難の勧告、指示等を行った旨の通知 

５～12 （略）  

第６ 避難誘導のため必要な措置 

１ （略） 

２ 第４に掲げる避難の勧告又は指示があったときは、地域の自主防災

会及び施設又は事業所の自衛消防組織は、あらかじめ定めた避難計画及

び市警戒本部の指示に従い、住民又は入場者、従業員等の避難誘導のた

め必要な措置をとるものとする。 

３ （略） 

第７ （略） 

第３ 市が行う避難活動 

１ 事前避難対象地区の指定 

警戒宣言発令時に避難の    指示の対象となる事前避難対象地区

は、資料編に掲げるとおりであり、その指定基準はおおむね次のとおり

である。 

(1)～(2) （略） 

２ 事前避難対象地区住民等への周知 

事前避難対象地区の住民等に、パンフレット、案内板などにより、次の

事項について周知徹底を図る。 

(1)～(6) （略） 

(7) 避難の    指示の伝達方法 

(8) （略）  

 

資料編 ・事前避難対象地区（警戒宣言発令時）（Ｐ85） 

第４ 避難の    指示 （略） 

第５ 事前避難の    指示 

市長は、警戒宣言が発せられた場合において、住民の生命及び身体を保

護するため必要があると認めるときは、事前避難の    指示を行い、

又は警戒区域の設定を行うとともに次の措置をとるものとする。 

１ 市防災行政放送、防災信号、広報車、ＣＡＴＶ、エリアメール、Ｌ

アラート、防災アプリ等による  避難指示等の周知措置 

２～３（略） 

４ 富士吉田警察署長への避難    指示等を行った旨の通知 

５～12 （略）  

第６ 避難誘導のため必要な措置 

１ （略） 

２ 第４に掲げる避難の    指示があったときは、地域の自主防災

会及び施設又は事業所の自衛消防組織は、あらかじめ定めた避難計画及

び市警戒本部の指示に従い、住民又は入場者、従業員等の避難誘導のた

め必要な措置をとるものとする。 

３ （略） 

第７ （略） 
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第８ 要配慮者の避難 

１ 警戒宣言に基づき、市長から第４に掲げる避難の勧告又は指示が行

われたときは、介護を要する者の避難場所までの介護及び搬送は、原則

として本人の親族又は本人が属する自主防災会が指定する者が担当する

ものとし、市は自主防災会を通じて介護又は搬送に必要な資機材の提供

その他の援助を行うものとする。 

２ （略） 

資料編 ・福祉避難所一覧（Ｐ76） 

 

第９～第１０ （略） 

 

第６節 警戒宣言発令後の避難状況等に関する情報の収

集・伝達等 

第１ （略） 

第２ 実施状況の報告 

１ 地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告は、次の事項ごとに

行うものとする。 

(1) 東海地震に関連する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する

事項 

(2)～(8) （略） 

第３ （略） 

資料編 ・警戒宣言による避難状況等報告書（事前、緊急、発災後）（Ｐ123） 

 

第７節 消防、水防等計画 

 

警戒宣言発令時等における消防、水防活動については、一般災害編第２

章第 26節「消防計画」、第 27 節「水防計画」、本編第３章第 25節「消防

計画」に定めるもののほか、活動については、次のとおりとする。 

第８ 要配慮者の避難 

１ 警戒宣言に基づき、市長から第４に掲げる避難の    指示が行

われたときは、介護を要する者の避難場所までの介護及び搬送は、原則

として本人の親族又は本人が属する自主防災会が指定する者が担当する

ものとし、市は自主防災会を通じて介護又は搬送に必要な資機材の提供

その他の援助を行うものとする。 

２ （略） 

資料編 ・福祉避難所一覧（Ｐ77） 

 

第９～第１０ （略） 

 

第６節 警戒宣言発令後の避難状況等に関する情報の収

集・伝達等 

第１ （略） 

第２ 実施状況の報告 

１ 地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告は、次の事項ごとに

行うものとする。 

(1) 東海地震に関連する情報の伝達及び避難の    指示に関する

事項 

(2)～(8) （略） 

第３ （略） 

資料編 ・警戒宣言による避難状況等報告書（事前、緊急、発災後）（Ｐ124） 

 

第７節 消防、水防等計画 

 

警戒宣言発令時等における消防、水防活動については、一般災害編第２

章第 27節「消防計画」、第 28 節「水防計画」、本編第３章第 25節「消防

計画」に定めるもののほか、活動については、次のとおりとする。 

 

災害対策基本

法改正のため 
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300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第２ （略） 

 

第８節 住民生活防災応急活動 

第１ 食料及び生活必需品の調達 

１～２ （略） 

３ 東海地震発生後の食料及び生活必需品調達体制 

東海地震発生後の市の食料及び生活必需品調達体制については、一般災

害編第２章第 13節「食料供給計画」及び第 15節「生活必需物資供給計

画」の定めるところによる。 

第２ 飲料水の確保、給水活動 

１～２ （略） 

３ 応急対策の確認及び準備行動 

地震発生とその被害に備え、水道施設への貯水や応急復旧体制の整備を

行う。 

(1)～(6) （略） 

(7) 浄水池、配水池等貯水可能な水道施設への満水作業 

(8) 給水タンク車、浄水機、仮設給水栓等の応急給水用資機材の点検整

備 

(9)～(13) （略） 

(14) 指定工事店への連絡、  協力内容方法の確認 

(15) （略） 

４ 東海地震発生後の応急給水体制 

東海地震発生後の市の応急給水体制については、一般災害編第２章第 14

節「給水計画」に定めるところによる。 

 資料編 ・応急給水用車両及び機器材等の現況（Ｐ85） 

第３ 医療活動 

１～３ （略） 

４ 東海地震発生後の医療体制 

東海地震発生後の市の医療体制については、一般災害編第２章第 17節

「医療助産計画」に定めるところによる 

第４ 清掃、防疫等保健衛生活動 

第１～第２ （略） 

 

第８節 住民生活防災応急活動 

第１ 食料及び生活必需品の調達 

１～２ （略） 

３ 東海地震発生後の食料及び生活必需品調達体制 

東海地震発生後の市の食料及び生活必需品調達体制については、一般災

害編第２章第 14節「食料供給計画」及び第 16節「生活必需物資供給計

画」の定めるところによる。 

第２ 飲料水の確保、給水活動 

１～２ （略） 

３ 応急対策の確認及び準備行動 

地震発生とその被害に備え、水道施設への貯水や応急復旧体制の整備を

行う。 

(1)～(6) （略） 

(7) 浄水池、配水池等貯水可能な水道施設への満水作業 

(8) 給水タンク車、浄水機、仮設給水栓等の応急給水用資機材の点検整

備 

(9)～(13) （略） 

(14) 富士吉田市管工事協会等の協力内容方法の確認 

(15) （略） 

４ 東海地震発生後の応急給水体制 

東海地震発生後の市の応急給水体制については、一般災害編第２章第 15

節「給水計画」に定めるところによる。 

 資料編 ・応急給水用車両及び機器材等の現況（Ｐ86） 

第３ 医療活動 

１～３ （略） 

４ 東海地震発生後の医療体制 

東海地震発生後の市の医療体制については、一般災害編第２章第 18節

「医療助産計画」に定めるところによる 

第４ 清掃、防疫等保健衛生活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水池は無い

ため 

 

 

 

協会へ修正 
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302 

 

 

 

 

 

 

 

303 

～ 

 

308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 

 

 

 

 

310 

 

 

 

１～４ 

５ 東海地震発生後の清掃、防疫等保健衛生活動体制 

東海地震発生後の市の防疫・保健衛生体制については、一般災害編第２

章第 18節「防疫計画」に、清掃体制については、同じく第 19節「廃棄

物処理計画  」に定めるところによる。 

資料編 ・消毒用機材一覧（Ｐ85） 

・市内薬局・薬店一覧（Ｐ７） 

 

第９節 （略） 

 

第１０節 交通対策 

第１ 交通規制等 

１ 基本方針 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・県境における流入禁止規制（Ｐ62） 

 

２ 交通規制の実施 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・車両通行止標識（Ｐ50） 

第２ ～第５（略） 

第６ 緊急輸送車両の確認、標章及び証明書 

１ 緊急輸送車両の確認基準 

   緊急輸送車両は、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

(1) 地震予知に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に従事する

もの 

(2)～(8) （略） 

２ 緊急輸送車両の申請及び確認手続 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・緊急通行（輸送）車両の標章及び確認証明書（Ｐ63） 

１～４ 

５ 東海地震発生後の清掃、防疫等保健衛生活動体制 

東海地震発生後の市の防疫・保健衛生体制については、一般災害編第２

章第 19節「防疫計画」に、清掃体制については、同じく第 20節「廃棄

物処理対策計画」に定めるところによる。 

資料編 ・消毒用機材一覧（Ｐ86） 

・市内薬局・薬店一覧（Ｐ７） 

 

第９節 （略） 

 

第１０節 交通対策 

第１ 交通規制等 

１ 基本方針 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・県境における流入禁止規制（Ｐ63） 

 

２ 交通規制の実施 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・車両通行止標識（Ｐ51） 

第２ ～第５（略） 

第６ 緊急輸送車両の確認、標章及び証明書 

１ 緊急輸送車両の確認基準 

   緊急輸送車両は、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

(1) 地震予知に関する情報の伝達及び避難の    指示に従事する

もの 

(2)～(8) （略） 

２ 緊急輸送車両の申請及び確認手続 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・緊急通行（輸送）車両の標章及び確認証明書（Ｐ64） 

 

 

 

 

文言整理 
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法改正のため 
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311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312 

～ 

 

 

 

 

 

 

 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～６ （略） 

７ 緊急輸送車両の調達 

(1)～(3) （略） 

 資料編 ・場外離着陸場等一覧（Ｐ48） 

     ・ヘリコプター主要発着場一覧（Ｐ47） 

８ （略） 

９ 緊急物資輸送路の確保 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・緊急輸送道路一覧（Ｐ64） 

 

10 （略） 

 

第１１節 （略） 

 

第１２節 自主防災活動計画 

第１ （略） 

第２ 予知情報（警戒宣言）発表時 

１～５ （略） 

 

６ 避難行動 

(1) 事前避難対象地区の住民等に対して市長の避難の勧告又は指示を

伝達し、資料編に掲げる事前避難対象地区外のあらかじめ定められた指

定避難場所へ避難させる。避難状況を確認後市に報告する。 

(2)～(3) （略） 

７ （略） 

８ 社会秩序の維持 

(1)～(2) （略） 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（Ｐ74） 

 

３～６ （略） 

７ 緊急輸送車両の調達 

(1)～(3) （略） 

 資料編 ・場外離着陸場等一覧（Ｐ49） 

     ・ヘリコプター主要発着場一覧（Ｐ48） 

８ （略） 

９ 緊急物資輸送路の確保 

(1)～(2) （略） 

 資料編 ・緊急輸送道路一覧（Ｐ65） 

 

10 （略） 

 

第１１節 （略） 

 

第１２節 自主防災活動計画 

第１ （略） 

第２ 予知情報（警戒宣言）発表時 

１～５ （略） 

 

６ 避難行動 

(1) 事前避難対象地区の住民等に対して市長の避難の    指示を

伝達し、資料編に掲げる事前避難対象地区外のあらかじめ定められた指

定避難場所へ避難させる。避難状況を確認後市に報告する。 

(2)～(3) （略） 

７ （略） 

８ 社会秩序の維持 

(1)～(2) （略） 

資料編 ・指定緊急避難場所・指定避難所一覧（Ｐ75） 
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法改正のため 
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315 

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節～第１４節 （略） 

 

第５章 南海トラフ地震に関する事前対策計画 

第１節～第４節 （略） 

 

第６章 災害復旧対策計画 

第１節～第２節 （略） 

 

第１３節～第１４節 （略） 

 

第５章 南海トラフ地震に関する事前対策計画 

第１節～第４節 （略） 

 

第６章 災害復旧対策計画 

第１節～第２節 （略） 
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- 102 - 

富士吉田市地域防災計画修正案新旧対照表（富士山火山編） 

頁数 旧 新 修正理由 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総  論 

第１節 富士山火山編の概要 
この計画は、住民等の生命、身体及び財産を火山災害から保護するた

め、富士山火山防災対策協議会（以下「協議会」という。）が策定した「富

士山火山広域避難計画（平成２７年３月）」（以下「広域避難計画」とい                                    

う。                                    

                                    

                                

                               ）

に基づき、県、市町村、防災関係機関等が必要な予防・応急対策等につ

いて定めたものである。 

本編に規定があるものを除いては、一般災害編による。 

 

第２節 活火山としての富士山 

気象庁の定義による活火山とは、概ね過去１万年以内に噴火した証拠 

がある、又は、活発な噴気活動がある火山をいい、日本には、１１１の

活火山があり、現在は休火山や死火山という用語は用いられない。富士

山も、１７０７年に噴火記録（宝永噴火）があるので、活火山である。  

富士山は、日本の中央に位置し、広大なすそ野を形成している。その周

囲には多くの人口が存在しているため、大規模な噴火の場合、被害規模

や影響は、甚大なものになることが予想される。また、噴火時には過去

の履歴から、噴火に伴うあらゆる現象が発生する可能性が想定される。 

 

 

第３節 （略） 

 

第４節 富士山の現況等 

第１ （略） 

第１章 総  論 

第１節 富士山火山編の概要 
この計画は、住民等の生命、身体及び財産を火山災害から保護するた

め、富士山火山防災対策協議会（以下「協議会」という。）が策定した「富

士山火山広域避難計画（平成２７年３月）」（以下「広域避難計画」とい

う。なお、広域避難計画は改定作業中であり、今後、大幅に内容変更さ

れる可能性がある。また、ここでいう「広域避難」とは、広域にわたる

複数の市町村の指針となる避難基準であり、一般災害編第２章第１２節

第１２でいう「広域避難」（＝市町村区域外への避難）と異なるため注意）

に基づき、県、市町村、防災関係機関等が必要な予防・応急対策等につ

いて定めたものである。 

本編に規定があるものを除いては、一般災害編による。 

 

第２節 活火山としての富士山 

気象庁の定義による活火山とは、概ね過去１万年以内に噴火した証拠 

がある 又 は活発な噴気活動がある火山をいい、日本には、１１１の

活火山があり、現在は休火山や死火山という用語は用いられない。富士

山は、過去５６００年間の間に約１８０回の噴火が確認されており、国

内でも有数の活動的な活火山である。  

富士山は、日本の中央に位置し、広大なすそ野を形成している。その周

囲には多くの人口が存在しているため、大規模な噴火の場合、被害規模

や影響は、甚大なものになることが予想される。また、噴火時には過去

の履歴から、噴火に伴うあらゆる現象が発生する可能性が想定される。 

 

第３節 （略） 

 

第４節 富士山の現況等 

第１ （略） 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画修

正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画修

正のため 
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325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 富士山の活動史 

１ 富士山の火山活動は、約１０万年前までに活動した“先小御岳火

山”“小御岳火山”、約１０万年前から１万年前まで活動した“古富士

火山”と、それ以降、現在まで活動を続ける“新富士火山”に大きく区

分されている。 

① 先小御岳火山・小御岳火山の時代 －現在の富士スバルライン五合

目付近に表出しているのが“小御岳火山”で、約１０万年以上前

に活動していたとされている。 

さらにその下部に地質が異なる“先小御岳火山”があると確認

され、箱根、愛鷹火山と同時期の数十万年前に活動したとされてい

る。 

② 古富士火山の時代 － 約１０万年前に小御岳火山の中腹で古富士

火山が噴火を開始し、爆発的な噴火を繰り返し。活動末期には少

なくとも４回の山体崩壊（表層の崩壊ではなく深部に至る崩壊）

が発生した。 

③ 新富士火山の時代 － 約１万年前、古富士火山を覆うように新富

士火山（現在の富士山）が噴火を開始。玄武岩質の溶岩を多量に

流し、約１万年前～８千年前頃には、三島市や大月市付近まで到

達する規模の大きな溶岩が流出した。 

山頂火口及び側火口（山頂以外の山腹等の火口）からの溶岩流や

火砕物（火山灰、火山礫など砕けた形で噴出されるもの）の噴出

によって特徴づけられ、噴火口の位置や噴出物の種類等から下表

のとおり、５つの活動期（噴火ステージ）に分類できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 富士山の活動史 

１ 火山はその一生の中で活動の特徴を変えることが多い。そこで、

活動の特徴が類似する期間を「期」あるいは「ステージ」などとしてま

とめることで、火山の噴火史の区分を行うことが一般的に行われる。こ

のような噴火史の区分やその境界年代は、研究の進展によって変化しう

る。 

最新の富士山の総合的調査結果である産業技術総合研究所地質調査総

合センターの富士山地質図（第２版）（高田ほか、2016）では、現地調

査で明らかになった富士火山噴出物の上下関係と多くの放射性炭素年代

値を総合的に検討して、新しい富士山の噴火史を構築し、年代区分を行

った。約 17,000 年前頃に始まる溶岩大量流出を境に、それ以前を星山期

（約 10万年前～約 17,000 年前）、それ以後を富士宮期（約 17,000 年前

～約 8,000 年前）と須走期（約 8,000年前以降）としている。須走期は、

火山活動の低下を示す富士黒土層を形成した須走-a期（約 8,000年前～

約 5,600 年前）、山頂及び山腹からの溶岩流出により今見られる円錐型

の火山体が形成された須走-b 期（約 5,600 年前～約 3,500 年前）、山頂

及び山腹での爆発的噴火が卓越した須走-c 期（約 3,500 年前～約 2,300

年前）及び山腹割れ目噴火が繰り返された須走-d 期（約 2,300 年前以降）

に分けられている。 

なお、宮地（1988）等で区分されていた古富士火山は「星山期」に新

富士火山は「富士宮期」「須走期」にする。 
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○ 新富士火山の主な噴火ステージ 

                       宮地(1988)に基づく 

噴火 

ステージ 年 代 
主な噴火口の

位置 
噴火の特徴 

ステージ 1 
約 11,000 年前

～約 8,000年前 
山頂と山腹等 

多量の溶岩流の噴

出量は、新富士火山

全体の 8～9 割に及

ぶ 

ステージ 2 
約 8,000年前～

約 4,500 年前 
山頂 

溶岩流の噴出はほ

とんど無く、間欠的

に比較的に小規模

な火砕物噴火 

ステージ 3 
約 4,500年前～

約 3,200 年前 
山頂と山腹等 

小・中規模の火砕物

噴火や溶岩流噴火 

ステージ 4 
約 3,200年前～

約 2,200 年前 
山頂 

比較的規模の大き

い火砕物噴火が頻

発 

ステージ 5 
約 2,200年前以

降 
山腹等 

火砕物噴火と溶岩

流噴火 

 

 

 

 

 

２ 富士山は、日本にある山の最高峰であり、山頂を中心に北西から南

東方向に約１００個の側火口がある。 

有史後の主な噴火は、貞観６～７年（  ８６４～８６５年）の

貞観噴火で、北西山腹から大量の溶岩を流出し、また、宝永４年（西

暦１７０７年）の宝永噴火では、南東山腹から噴火し、江戸（東京都）

にも大量の火山灰を降らせた。 

以来３００年 、現在まで静かな状態が続いている。しかし、平成

○ 噴火年代区分 

年代区分 時 期 
主な噴火

口の位置 
噴火の傾向 

星山期 
約 10 万年前～

約 17,000 年前 
― 

爆発的噴火 

複数回の山体崩壊 ※2 

富士宮期 
約 17,000 年前

～約 8,000年前 
― 溶岩の大量流出 

須

走

期 

 

須 走 -a

期 

約 8,000年前～

約 5,600 年前 

（静穏

期） 

小規模な火砕物の噴出 

（富士黒土層※3 の主要

部分形成） 

須 走 -b

期 

約 5,600年前～

約 3,500 年前 

山頂と山

腹 

溶岩の流出、火砕流の発生 

（現在の円錐形の火山体

の形成） 

須走-ｃ

期 

約 3,500年前～

約 2,300 年前 

山頂と山

腹 

爆発的噴火、火砕流の発生 

山体崩壊※2 

須走-ｄ

期 

約 2,300年前～

現在 
山腹 

溶岩の流出 

爆発的噴火（宝永噴火） 

 

 

※1 噴火年代区分の須走期等の名称は模式地の地名による。 

※2 山体崩壊の発生の要因は複数あり、噴火によるものか否かは特定で

きていない。 

※3 火山灰があまり降らなかったことにより、植物が茂りそれが腐って

できる黒土（腐植土）に富む地層。 

 

２ 富士山は、日本にある山の最高峰であり、山頂を中心に北西から

南東方向に約１００個の側火口がある。 

有史後の主な噴火は、貞観６～８年（西暦８６４～８６６年）の

貞観噴火で、北西山腹から大量の溶岩を流出し、また、宝永４年（西

暦１７０７年）の宝永噴火では、南東山腹から噴火し、江戸（東京

都）にも大量の火山灰を降らせた。 

以来３００年余、現在まで静かな状態が続いている。しかし、平
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１２年１０月から１２月、及び翌年４月から５月には富士山直下の深

さ１５㎞付近を震源とする低周波地震の多発が確認された。これより

浅い地震活動や地殻変動等の異常は観測されなかったため、直ちに噴

火の発生が懸念されるような活動ではなかったが、改めて富士山が活

火山であることが認識されたところである。 

 

○ 富士山の主な災害の歴史 

「郷土史年表」等による富士山の主な  災害は次のとおりである。 

800（延暦 19.4 ~） 富士山大噴火 大量の火山灰を噴出 

(日本紀略) 

864（貞観 6.5.~） 富士山大噴火 溶岩流が本栖湖を埋める  

（貞観大噴火）（三代実録） 

1083（永保 3.2.28） 富士山大噴火 （扶桑略記） 

1435（永享 7.1.30） 富士山に山炎が確認 （王代記） 

1559（永禄 2.2.） この月の申の日、富士の雪代出水し、田畑、

集落を押し流す  （妙法寺記） 

1572（永亀 3.2.） 上吉田村（現富士吉田市）、富士山雪代の災

害を避け、全村古吉田から現在地に移り屋

敷割りを行う （新地割付帳） 

1707（宝永 4.11.23） 未明から富士山大噴火、宝永山が出現する 

（宝永大噴火） 

1951（昭和 26.3.6） 富士山麓に大雪代発生し、忍野村 50年来の

大被害 

1954（昭和29.11.27~28） 低気圧の通過により、富士山で大雪崩、死

者 15 人 

1980（昭和 55.8.4) 富士山で大落石事故、死者 12 人 

 

第３ 富士山における噴火の特徴 

 “新富士火山”の噴火の主な特徴は、次のとおりである。 

１ 噴火のタイプは、火砕物噴火、溶岩流噴火、及びこれらの混合型

の噴火で、少数であるが火砕流の発生も確認されている。 

２ 山頂の火口では繰り返し同一火口から噴火しているが、側火口で 

成１２年１０月から１２月、及び翌年４月から５月には富士山直下

の深さ１５㎞付近を震源とする低周波地震の多発が確認された。こ

れより浅い地震活動や地殻変動等の異常は観測されなかったため、

直ちに噴火の発生が懸念されるような活動ではなかったが、改めて

富士山が活火山であることが認識されたところである。 

 

○ 富士山の主な災害の歴史 

「郷土史年表」等による富士山の主な火山災害は次のとおりである。 

800（延暦 19.4 ~） 富士山大噴火 大量の火山灰を噴出 

(日本紀略) 

864（貞観 6.5.~） 富士山大噴火 溶岩流が本栖湖を埋める  

（貞観大噴火）（三代実録） 

1083（永保 3.2.28） 富士山大噴火 （扶桑略記） 

                        

                               

              

                               

                      

            

1707（宝永 4.11.23） 未明から富士山大噴火、宝永山が出現する 

（宝永大噴火） 

                               

   

                                   

    

                         

 

第３ 富士山における噴火の特徴 

         噴火の主な特徴は、次のとおりである。 

１ 噴火のタイプは、火砕物噴火、溶岩流噴火、及びこれらの混合型

の噴火で、少数であるが火砕流の発生も確認されている。 

２ 山頂の火口では繰り返し同一火口から噴火しているが、側火口で
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は                  同一火口からの再度の噴

火は知られていない。 

３ 噴火の規模は、小規模なものが圧倒的に多く、約２２００年前以

降で最大の火砕物噴火は宝永噴火であり、最大の溶岩流噴火は貞観

噴火である。 

４ 古文書等の歴史的資料には、確かな噴火記録だけでも  ７８１

年以降１０回の噴火が確認されている。 

 

第５節 想定火口範囲及び想定される火山現象とその危険性 

第１ 想定火口範囲 

富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成１６年６月）で示され

たとおり、約３２００年前以降に形成された火口の位置及びこれらの既

存火口を山頂まで結んだ線から外側１㎞の外周を結んだ領域を噴火する

可能性のある範囲とし、噴火の可能性の高まりを示す火山の異常現象が

観測された場合には、噴火が発生する前にあらかじめ避難が必要となる

危険地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は近隣の火口からの噴火は認められるが、同一火口からの再度の噴

火は確認されていない。 

３ 噴火の規模は、小規模なものが圧倒的に多く、約２３００年前以

降で最大の火砕物噴火は宝永噴火であり、最大の溶岩流噴火は貞観

噴火である。 

４ 古文書等の歴史的資料には、確かな噴火記録だけでも西暦７８１

年以降１０回の噴火が確認されている。 

 

第５節 想定火口範囲及び想定される火山現象とその危険性 

第１ 想定火口範囲 

富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年３月）

では、平成１６年の富士山ハザードマップ作成以降に明らかになった火

口に加え、ハザードマップの対象とすべき富士山の噴火年代が変更にな

った約５６００年から現在までの実績火口をもとに、噴火する可能性の

ある範囲である「想定火口範囲」を再設定した。「想定火口範囲」は既存

火口と山頂まで結んだ線から外側１kmの外周を結んだ領域と山頂付近の

伏在火口を考慮した範囲をあわせた範囲である。この「想定火口範囲」

は噴火の可能性の高まりを示す火山の異常現象が観測された場合には、

噴火が発生する前にあらかじめ避難する必要がある地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画修

正のため 

 

 

 

 

 

 

 

富士山ハ

ザードマ

ップ改定

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 107 - 

- 107 - 

327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 想定される火山現象とその危険性 

１ 想定される前兆現象 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の図、実線部分が平成１６年富士山ハザードマップ想定火口

範囲、着色部分が令和３年改定版富士山ハザードマップ想定火口範

囲である。 

 

 

 

 

第２ 想定される火山現象とその危険性 

１ 想定される前兆現象 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 
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噴気  火山から発生する気体で通常大部分が水蒸気である

が、二酸化炭素、硫化水素、亜硫酸ガスなどの有機物質

が含まれることもある。 

 

２ 火山災害事象の解説 

 

溶岩流  1,000℃前後の高熱の溶岩が斜面を流れる現象で、溶岩流

の進路上にある家や道路を埋め近くの木々を燃やす。流れの

速さは温度などの条件によって様々であるが、通常は、人が

歩く程度若しくはそれより遅い速度である。 

 

降灰       火山灰が空高く吹き上げられ、風に乗って遠

くまで運ばれた後、降下する現象で、火口の近くでは厚く積

もり、遠くにゆくにしたがって徐々に薄くなる。多量の降灰

があると、屋根に積もった火山灰の重みにより木造の建物等

が倒壊する可能性もあることから、徐灰や堅牢な建物への避

難が必要となる。 

火山ガス（噴気

とも） 

 火山ガスは、マグマに溶け込んでいたガス成分が、マグ

マから分離し、火口や噴気孔から放出される気体成分であ

る。大部分は水蒸気であるが、二酸化炭素、二酸化硫黄、

硫化水素等の有毒な成分を含むことがある。 

 

２ 火山災害事象の解説 

 

溶岩流  溶けた岩石が連続的に流れる現象で、富士山の溶岩流の温

度は、1,200度ぐらいと高温であり、溶岩流の進路上にある家

や道路を埋め近くの木々を燃やす。流れの速さは温度などの

条件によって様々であるが、通常は、人が歩く程度若しくは

それより遅い速さである。 

降灰 細かく砕けた火山灰が空高く吹き上げられ、風に乗って遠

くまで運ばれた後、降下する現象で、火口の近くでは厚く積

もり、遠くにゆくにしたがって徐々に薄くなる。多量の降灰

があると、屋根に積もった火山灰の重みにより木造の建物等

が倒壊する可能性もあることから、   堅牢な建物への避

難が必要となる。 
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   噴石  噴火時に火口から放り飛ばされる直径数㎝以上の岩片を

噴石という。大きな噴石の直撃を受けると、建物は破損し、

人は死傷することもある。特に、火口から半径２  ㎞以内

は、大きな噴石がたくさん飛散する可能性があるので危険で

ある。なお、このような噴石のほか、小石や軽石は、風下で

は風に乗って遠く離れた地域にも到達することがある。  

1707年の宝永噴火では、上空の強い西風に乗って、火口から

10㎞ほど離れた場所で 20㎝程度の軽石が到達し、さらに 20

㎞離れたところでも数㎝の軽石が到達した。 

（略） （略） 

融雪型火山

泥流 

 雪が積もっている季節に噴火が発生し、火砕流などによっ

て斜面の雪が融けて、土砂を取り込んで高速で流れ下る現象

である。おもに谷底など低いところを流れ下るが、あふれて

流れる危険性もある。山頂付近から一気に高速で流れ下るの

で、発生後の避難は困難であることから発生が予想される場

合には早めの避難が必要となる。 

降灰後の降

雨による土

石流 

 山の斜面に厚く積もった火山灰が、雨で流れて高速で流れ

下る現象である。特に、厚さ 10 ㎝以上積もる地域では、何

回も土石流が起こる可能性が高くなる。人が走るより速く流

れるので、発生後の避難は困難であることから発生が予想さ

れる場合には早めの避難が必要となる。 

大きな噴石  気象庁では、噴火によって火口から吹き飛ばされる防災上

警戒・注意すべき大きさの岩石を噴石と呼んでおり、防災上

の観点から「大きな噴石」および「小さな噴石」に区分して

いる。概ね 20～30cm以上の、風の影響をほとんど受けず弾道

を描いて飛散するものを「大きな噴石」と呼んでおり、その

速度は時速 100km を超えると考えられている。大きな噴石の

直撃を受けると、建物は破損し、人は死傷することもある。

特に、火口から半径２～４㎞の範囲は、大きな噴石がたくさ

ん飛散する可能性があるので危険である。直径数 cm程度の小

さな噴石は、風の影響を受け遠く離れた地域にも到達するこ

とがある。西暦 1707年の宝永噴火では、上空の強い西風に乗

って、火口から 10 ㎞ほど離れた場所で 20 ㎝程度の軽石が到

達し、さらに 20㎞離れたところでも数㎝の軽石が到達した。 

 

（略） （略） 

融雪型火山

泥流 

 雪が積もっている季節に噴火が発生し、火砕流などによっ

て斜面の雪が融けて、土砂を取り込んで高速で流れ下る現象

である。主 に谷底など低いところを流れ下るが、あふれて

流れる危険性もある。山頂付近から一気に高速で流れ下るの

で、発生後の避難は困難であることから発生が予想される場

合には早めの避難が必要となる。 

降灰後の降

雨による土

石流 

 山の斜面に  積もった火山灰が、雨で流れて高速で流れ

下る現象である。特に、厚さ 10㎝以上積もる地域では、何回

も土石流が起こる可能性が高くなる。人が走るより速く流れ

るので、発生後の避難は困難であることから発生が予想され

る場合には早めの避難が必要となる。 

県地域防

災計画修

正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 110 - 

- 110 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩屑なだれ  山の一部が崩れて大きなかたまりとなって、雪崩のように

高速で流れてくる。富士山では、約 2900 年前に御殿場方面

に崩れたことや、さらに昔にも複数回あった可能性があると

の記録がある。広域に被害が及ぶので、山体の急激な膨張や

山体に亀裂が発生するなど顕著な変化が観測された場合に

は、早めの避難が必要となる。 

雪泥流 
 

ゆき

雪
しろ

代・スラッシュ雪崩ともいい、融雪期の降雨、急激な気

温上昇等により融雪が進むことによる流水が引き金となり、

雪や土砂が混じって流下する現象である。富士山では、中世

や江戸時代には麓の村をおそった大規模な雪代があったこ

とが古文書に記録されている。 

（略） （略） 

火山ガス  火山ガスは、マグマに溶け込んでいたガス成分が気体とな

って噴き出す現象で、大部分は水蒸気であるが、二酸化炭素、

二酸化硫黄、硫化水素等の有毒な成分を含むことがある。 

（略） （略） 

 

 

第６節 噴火警報・火山情報等の種類と発表基準 

第１ 噴火警報・火山情報等の種類 

１ 噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺） 

   気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大

きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺

や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現

象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」

（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な

範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）及び「噴

火警報」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）及び「火口周

辺警報」という）として発表する。噴火警報                 

   は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特

岩屑なだれ  山の一部が崩れて大きなかたまりとなって、雪崩のように

高速で流れる現象である。富士山では、約 2900年前に御殿場

方面に崩れたことや、さらにそれ以前にも複数回発生してい

た可能性がある       。広域に被害が及ぶので、山

体の急激な膨張や山体に亀裂が発生するなど顕著な変化が観

測された場合には、早めの避難が必要となる。 

                                   

                               

                               

                               

              

（略） （略） 

火山ガス  火山ガスは、マグマに溶け込んでいたガス成分         

        で、大部分は水蒸気であるが、二酸化炭素、

二酸化硫黄、硫化水素等の有毒な成分を含むことがある。 

（略） （略） 

 

 

第６節 噴火警報・火山情報等の種類と発表基準 

第１ 噴火警報・火山情報等の種類 

１ 噴火警報                  

   気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大

きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺

や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現

象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」

（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な

範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）または

噴火警報」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）または火口

周辺警報」     として発表する。噴火警報（居住地域）及び

噴火警報は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象

県地域防

災計画修

正のため 
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別警報に位置付けられる。 

２ （略） 

３ 噴火警戒レベル 

 火山活動の状況に応じて「警戒の必要な範囲」と防災機関や住民

等の「とるべき防災行動対応」を５段階に区分して発表する指標で

ある。噴火警報・予報に含めて発表する。富士山における噴火警戒

レベルの取扱いは次のとおりである。富士山では、噴火前の火山活

動が高まる段階で、火口の位置を特定し限定的な警戒範囲を示すの

は困難なことから、レベル２の発表はしないこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別警報に位置付けられる。 

２ （略） 

３ 噴火警戒レベル 

   火山活動の状況に応じて「警戒の必要な範囲」と防災機関や住民

等の「とるべき防災行動対応」を５段階に区分して発表する指標で

ある。噴火警報・予報に含めて発表する。富士山における噴火警戒

レベルの取扱いは次のとおりである。富士山では、噴火前の火山活

動が高まる段階で、火口の位置を特定し限定的な警戒範囲を示すの

は困難なことから、レベル２の発表はしないこととしている。 
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名
称

対
象
範
囲

レ
ベ
ル

火山活動の状況
住民等の行動及び登山
者・入山者等への対応

想定される現象等

５
（

避
難
）

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫し
ている状態にある。

危険な居住地域からの
避難等が必要。

・大規模噴火が発生し、噴石、火
砕流、溶岩流が居住地域に到達
（危険範囲は状況に応じて設
定）。

・顕著な群発地震、地殻変動の加
速、小規模噴火開始後の噴火活動
の高まり等、大規模噴火が切迫し
ている（噴石飛散、火砕流等、す
ぐに影響の及ぶ範囲は危険）。

４
（

避
難
準
備
）

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
（可能性が高まって
いる）。

警戒が必要な居住地域
での避難準備、避難行
動要支援者の避難等が
必要。

・小規模噴火の発生、地震多発、
顕著な地殻変動等により、居住地
域に影響するような噴火の発生が
予想される（火口出現が想定され
る範囲は危険）。

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま

で

３
（

入
山
規
制
）

居住地域の近くまで
重大な影響を及ぼ
し、生命に危険が及
ぼす（この範囲に
入った場合＿は生命
に危険が及ぶ）噴火
が発生、あるいは発
生すると予想され
る。

登山禁止・入山規制等
危険な地域への立入規
制等。状況によって
は、今後の情報等に注
意を促す。

・居住地域に影響しない程度の噴
火の発生、または地震、微動の増
加等、火山活動の高まりが見られ
る。

火
口
周
辺

２
（

火
口
周
辺
規
制
）

火口周辺に影響を及
ぼす（この範囲に
入った場合＿は生命
に危険が及ぶ）噴火
が発生、あるいは発
生すると予想され
る。

住民は通常の生活。
火口周辺への立入規制
等。

・影響が火口周辺に限定されるご
く小規模な噴火の発生等。

噴
火
予
報

火
口
内
等

１
（

活
火
山
で
あ
る
こ

と
に
留
意
）

火山活動は静穏。
火山活動の状態に
よって、火口内で火
山灰の噴出等が見ら
れる。
（この範囲に入った
場合＿は生命に危険
が及ぶ）

特になし。 ・火山活動は静穏（深部低周波地
震の多発等も含む）。

 
噴
火
警
報 居

住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
火
口
周
辺
警
報

 

名
称

対
象
範
囲

レ
ベ
ル

火山活動の状況
住民等の行動及び登山
者・入山者等への対応

想定される現象等

５
（

避
難
）

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫し
ている状態にある。

危険な居住地域からの
避難等が必要。

・大規模噴火が発生し、噴石、火
砕流、溶岩流が居住地域に到達
（危険範囲は状況に応じて設
定）。

・顕著な群発地震、地殻変動の加
速、小規模噴火開始後の噴火活動
の高まり等、大規模噴火が切迫し
ている（噴石飛散、火砕流等、す
ぐに影響の及ぶ範囲が危険）。

４
（

高
齢
者
等
避
難
）

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
（可能性が高まって
いる）。

警戒が必要な居住地域
での高齢者等の要配慮
者の避難、住民の避難
の準備等が必要。

・小規模噴火の発生、地震多発、
顕著な地殻変動等により、居住地
域に影響するような噴火の発生が
予想される（火口出現が想定され
る範囲は危険）。

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま

で

３
（

入
山
規
制
）

居住地域の近くまで
重大な影響を及ぼ
（この範囲に入った
場合には生命に危険
が及ぶ）噴火が発
生、あるいは発生す
ると予想される。

登山禁止・入山規制等
危険な地域への立入規
制等。

・居住地域に影響しない程度の噴
火の発生、または地震、微動の増
加等、火山活動の高まり。

火
口
周
辺

２
（

火
口
周
辺
規
制
）

火口周辺に影響を及
ぼす（この範囲に
入った場合には生命
に危険が及ぶ）噴火
が発生、あるいは発
生すると予想され
る。

住民は通常の生活。
火口周辺への立入規制
等。

・影響が火口周辺に限定されるご
く小規模な噴火の発生等。

噴
火
予
報

火
口
内
等

１
（

活
火
山
で
あ
る
こ

と
に
留
意
）

火山活動は静穏。
火山活動の状態に
よって、火口内で火
山灰の噴出等が見ら
れる。
（この範囲に入った
場合には生命に危険
が及ぶ）

特になし。 ・火山活動は静穏（深部低周波地
震の多発等も含む）。

噴
火
警
報
（

居
住
地
域
）

ま
た
は
噴
火
警
報

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側

噴
火
警
報
（

火
口
周
辺
）

ま
た
は
火
口
周
辺
警
報

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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※噴火の規模の区分は、噴出量により２～７億ｍ３を大規模噴火、２千万

～２億ｍ３を中規模噴火、２百万～２千万ｍ３を小規模噴火とする。 

 ４ （略） 

 

第７節 避難計画 

第１ （略） 

 

第２ 対象とする火山現象、影響想定範囲及び避難対象エリア 

１ 対象とする火山現象 

  (1) 火口形成 

  (2) 火砕流・火砕サージ 

  (3)    噴石 

  (4) 溶岩流 

  (5) 融雪型火山泥流 

  (6) 降灰       

  (7) 降灰後の降雨による土石流 

２ 各火山現象の影響想定範囲 

富士山ハザードマップ検討委員会報告書        及び

広域避難計画で示された範囲とし、その影響想定範囲を図１から図

５に示す。 

 

第３ （略） 

 

第４ 広域避難に係る基本事項 

 １ （略） 

 ２ 広域避難先の調整 

 （１） （略） 

（２） 避難実施市町村は、県から示された受入市町村に基づき、受

入避難所を決定する。この際、受入市町村に一時集結地を設け

避難者を一旦集合させ、受入避難所の細部についての指示を行

う等、避難の混乱を防ぐものとする。（図６） 

 

※噴火の規模の区分は、噴出量により２～１３億ｍ３を大規模噴火、２千

万～２億ｍ３を中規模噴火、２百万～２千万ｍ３を小規模噴火とする。 

４ （略） 

 

第７節 避難計画 

第１ （略） 

 

第２ 対象とする火山現象、影響想定範囲及び避難対象エリア 

１ 対象とする火山現象 

  (1) 火口形成 

  (2) 火砕流・火砕サージ 

  (3) 大きな噴石 

  (4) 溶岩流 

  (5) 融雪型火山泥流 

  (6) 降灰・小さな噴石 

  (7) 降灰後の降雨による土石流 

２ 各火山現象の影響想定範囲 

富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成１６年６月）及び

広域避難計画で示された範囲とし、その影響想定範囲を図１から図

５に示す。 

 

第３ （略） 

 

第４ 広域避難に係る基本事項 

 １ （略） 

 ２ 広域避難先の調整 

 （１） （略） 

（２） 避難実施市町村は、県から示された受入市町村に基づき、受

入避難所を決定する。この際、受入市町村に一時集結地を設け

避難者を一旦集合させ、受入避難所の細部についての指示を行

う等、避難の混乱を防ぐものとする。（図６） 

 

富士山ハ

ザードマ

ップ改定

のため 

 

 

 

文言の整
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図６ 広域避難の受入フロー図 

（３） （略） 

３ （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 火山防災対策の検討体制の整備 

１ 活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」という。）に基づき、

富士山における火山災害警戒地域として指定された、山梨県及び静 

岡県、     並びに富士吉田市、都留市、          

    西桂町、忍野村、山中湖村、    富士河口湖町、鳴沢

村、身延町（以下、「富士山周辺市町村」という。）、及び    

     三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、     

長泉町、小山町                        

           は、国、関係機関及び火山専門家等と連携

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 広域避難の受入フロー図 

（３） （略） 

３ （略） 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 火山防災対策の検討体制の整備 

１ 活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」という。）に基づき、

富士山における火山災害警戒地域として指定された、山梨県及び静

岡県、神奈川県、並びに富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、

身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町    

     （以下、「富士山周辺市町村」という。）、及び静岡市、

沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、清水町、

長泉町、小山町、また、相模原市、小田原市、南足柄市、大井町、

松田町、山北町、開成町は、国、関係機関及び火山専門家等と連携

災害対策

基本法改

正のため 
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し、想定される火山現象に応じた警戒避難体制の整備に関する必要

な協議を行うための火山防災協議会を設置する。 

第３節 避難活動体制の整備 

第１ （略） 

 

第２ 市避難計画の策定 

 １、２ （略） 

３ 市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示により、

住民等が近隣の市町村に分散して避難することに備え、事前に近隣

市町村と避難者の受け入れなど必要な事項について、協定を締結す

るように努める。 

 

資料編 ・富士吉田市富士山火山避難計画（Ｐ135） 

 

第４節 災害に強いまちづくり 

第１、第２（略） 

 

第３ 砂防・治山施設の整備 

県は、災害に強い県土の形成を図るため、火山噴火災害にも考慮した、

治山、治水、砂防事業等の県土保全事業を総合的、計画的に推進するも

のとする。 

また、国及び県は、火山噴火時に被害をできる限り軽減するために緊

急減災計画を平成３０年に策定公表し、同年４月から      国直

轄による火山噴火対策    を実施する。 

 

第６節 情報伝達体制の整備 

第１ （略） 

 

第２ 協議会内の情報伝達体制 

協議会内で共有すべき情報（気象庁が発表する噴火警報等、住民

等からの通報、市町村の発令する避難勧告等）は、協議会会長県

及び副会長県が集約し、協議会構成機関に速やかに情報伝達し共

し、想定される火山現象に応じた警戒避難体制の整備に関する必要

な協議を行うための火山防災協議会を設置する。 

第３節 避難活動体制の整備 

第１ （略） 

 

第２ 市避難計画の策定 

 １、２ （略） 

３ 市は、     高齢者等避難  、避難    指示により、

住民等が近隣の市町村に分散して避難することに備え、事前に近隣

市町村と避難者の受け入れなど必要な事項について、協定を締結す

るように努める。 

 

資料編 ・富士吉田市富士山火山避難計画（Ｐ136） 

 

第４節 災害に強いまちづくり 

第１、第２（略） 

 

第３ 砂防・治山施設の整備 

県は、災害に強い県土の形成を図るため、火山噴火災害にも考慮した、

治山、治水、砂防事業等の県土保全事業を総合的、計画的に推進するも

のとする。 

また、国及び県は、火山噴火時に被害をできる限り軽減するために緊

急減災計画を平成３０年に策定公表し、同年４月から実施している国直

轄による火山噴火対策砂防事業を推進する。 

 

第６節 情報伝達体制の整備 

第１ （略） 

 

第２ 協議会内の情報伝達体制 

協議会内で共有すべき情報（気象庁が発表する噴火警報等、住

民等からの通報、市町村の発令する避難指示等）は、協議会会長

県及び副会長県が集約し、協議会構成機関に速やかに情報伝達し
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有を図るとともに、必要に応じて広報・発信する。 

噴火警戒レベル１～３の段階においては、協議会構成機関は、

協議会内で共有すべき情報を得た場合、副会長県を通じて会長県

に報告する。会長県は、報告内容の重要度に応じ国、火山専門家、

各県コアグループに情報伝達する。また、必要に応じて協議会（会

議）を招集し、報告内容について検討を行う。 

（略） 

 

第３ 避難に係る情報伝達体制 

１ 市は、避難勧告等の避難に関する情報が的確に伝達できるように

防災行政無線、有線放送、広報車によるほか、自主防災組織、報道

関係、警察、消防機関等と連携した多様な伝達体制の整備を図ると

ともに、訓練等を通じて、協力体制の強化に努める。 

 

第８節 火山に関する知識・防災知識の普及・啓発・教育 

第１ 住民等に対する普及・啓発・教育 

 １ 広報誌・ホームページ等の活用 

 ２～６ （略） 

 

第２～７ （略） 

 

第８ 普及・教育内容 

 １～５ （略） 

 ６ 災害 伝言ダイヤル等、安否情報の確認のためのシステムの効果

的、効率的な活用に関する知識 

 ７、８ （略） 

 

第１２節 各施設等の防災対応力の向上 

第１ （略） 

 

第２ 避難促進施設（宿泊施設・観光施設等）の防災対策の推進 

 １、２ （略） 

共有を図るとともに、必要に応じて広報・発信する。 

噴火警戒レベル１～３の段階においては、協議会構成機関は、

協議会内で共有すべき情報を得た場合、副会長県を通じて会長県

に報告する。会長県は、報告内容の重要度に応じ国、火山専門家、

各県コアグループに情報伝達する。また、必要に応じて協議会（会

議）を招集し、報告内容について検討を行う。 

（略） 

 

第３ 避難に係る情報伝達体制 

１ 市は、避難指示等の避難に関する情報が的確に伝達できるように

防災行政放送、     広報車によるほか、自主防災組織、報道

関係、警察、消防機関等と連携した多様な伝達体制の整備を図ると

ともに、訓練等を通じて、協力体制の強化に努める。 

 

第８節 火山に関する知識・防災知識の普及・啓発・教育 

第１ 住民等に対する普及・啓発・教育 

 １ 広報紙・ホームページ等の活用 

 ２～６ （略） 

 

第２～７ （略） 

 

第８ 普及・教育内容第８ 普及・教育内容 

 １～５ （略） 

 ６ 災害用伝言ダイヤル等、安否情報の確認のためのシステムの効果

的、効率的な活用に関する知識 

 ７、８ （略） 

 

第１２節 各施設等の防災対応力の向上 

第１ （略） 

 

第２ 避難促進施設（宿泊施設・観光施設等）の防災対策の推進 

 １、２ （略） 
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資料編 ・避難促進施設の名称及び所在地（Ｐ133） 

 

 

第１８節 飲料水の確保、給水活動 

１ （略） 

 

２ 市 

１、２ （略） 

３ 大量降灰等により浄水場の配水処理能力へ影響が発生し、給水量の

減少が予想される場合、避難所等を拠点に給水体制の確立を図る。 

４ （略） 

 

第１９節 災害ボランティア支援体制の整備 

１ 県及び日本赤十字社山梨県支部では、平時より防災ボランティア

の育成等が行われており、市においても県及び関係機関と連携して自

主防災組織など既存の防災体制を完備し、効果的な火山対策を推進す

る上で大きな役割を果たすことができる災害ボランティアの育成に

努めるものとする。 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第１～３ （略） 

 

第４ 県の体制 

 １ （略） 

２ 県は、噴火警戒レベル３が発表された場合又は防災危機管

理監が必要と認めた場合には、噴火時の初動体制を迅速に行

うため災害警戒本部を設置する。噴火警戒レベル４・５の発

表又は噴火が確認された場合又は知事が必要と認めた場合に

は、その所掌事務に係わる災害応急対策を実施するため、災

 

資料編 ・避難促進施設の名称及び所在地（Ｐ134） 

 

 

第１８節 飲料水の確保、給水活動 

１ （略） 

 

２ 市 

１、２ （略） 

３ 大量降灰等により配水場の配水処理能力へ影響が発生し、給水量の

減少が予想される場合、避難所等を拠点に給水体制の確立を図る。 

４ （略） 

 

第１９節 災害ボランティア支援体制の整備 

１ 県及び日本赤十字社山梨県支部 は、               

                                 

              効果的な火山対策を推進する上で大

きな役割を果たすことができる災害ボランティアの育成に努めるも

のとする。 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第１～３ （略） 

 

第４ 県の体制 

 １ （略） 

２ 県は、噴火警戒レベル３が発表された場合又は防災局長が

必要と認めた場合には、噴火時の初動体制を迅速に行うため

災害警戒本部を設置する。噴火警戒レベル４・５の発表又は

噴火が確認された場合又は知事が必要と認めた場合には、そ

の所掌事務に係わる災害応急対策を実施するため、災害対策
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害対策本部を設置する。 

 

噴火警戒レベル
山梨県

（本庁）
中北、峡東、峡南、富士・東部
地域県民センター（出先機関）

レベル１
（活火山であること
に留意（情報収集体

制））

・事前配備体制
（情報収集体制）

・事前配備体制
（情報収集体制）

レベル２
（引き下げ時）

・事前配備体制
（情報収集体制）

・事前配備体制
（情報収集体制）

レベル３

・災害警戒本部配備設置体制
　警戒本部長：防災危機管理監
　配備班：統括班、情報班、通信班、
　　　　　広報班、航空調整班、県
　　　　　民相談班

・災害警戒本部配備設置体制

レベル４
レベル５

噴火開始時

・災害対策本部配備設置体制
　本部長：知事
　副本部長：副知事及び総務部長、
　　　　　　県警本部長
　構成員：各部局長及び防災危機管理
          監（統括部長）

・地方連絡本部配備設置体制
　本部長：地域県民センター所長
　構成員：地域県民センター次長、
　　　　　出先機関

 

第５ （略） 

 

第６ 現地警戒（対策）本部等との連携 

 １、２ （略） 

 ３ 市及び県の意思決定の迅速化を図るために、火山災害警戒（対策）

合同会議において、関係者間の情報共有を図る      ととも

に、全体会議において決定された内容については、速やかに多様な

手段で広報を行う。 

 

第２節 職員の配備体制 

１ （略） 

２               火口周辺警報：噴火警戒レベル２

（引き下げ時）が発表されたとき（第一配備体制） 

  富士山では、噴火前の火山活動が高まる段階で、火口の位置を特

定し限定的な警戒範囲を示すのは困難なことから、火山活動が活発

化すると、想定火口範囲を警戒範囲としてレベル３が発表される。

本部を設置する。 

 

噴火警戒レベル
山梨県

（本庁）
中北、峡東、峡南、富士・東部
地域県民センター（出先機関）

レベル１

　　　　（情報収集
体制）

・事前配備体制
（情報収集体制）

・事前配備体制
（情報収集体制）

レベル２
（引き下げ時）

・事前配備体制
（情報収集体制）

・事前配備体制
（情報収集体制）

レベル３

・災害警戒本部配備設置体制
　警戒本部長：防災局長
　配備班：統括班、情報班、通信班、
　　　　　広報班、航空調整班、県
　　　　　民相談班

・災害警戒本部配備設置体制

レベル４
レベル５

噴火開始時

・災害対策本部配備設置体制
　本部長：知事
　副本部長：副知事及び総務部長、
　　　　　　県警本部長
　構成員：各部局長及び防災局長
　　　　（統括部長）

・地方連絡本部配備設置体制
　本部長：地域県民センター所長
　構成員：地域県民センター次長、
　　　　　出先機関

 

第５ （略） 

 

第６ 現地警戒（対策）本部等との連携 

 １、２ （略） 

 ３ 市及び県の意思決定の迅速化を図るために、火山災害警戒（対策）

合同会議において、関係者間の情報共有を図るように努めるととも

に、  会議において決定された内容については、速やかに多様な

手段で広報を行う。 

 

第２節 職員の配備体制 

 １ （略） 

 ２ 噴火警報（火口周辺）または火口周辺警報：噴火警戒レベル２

（引き下げ時）が発表されたとき（第一配備体制） 

   富士山では、噴火前の火山活動が高まる段階で、火口の位置を特

定し限定的な警戒範囲を示すのは困難なことから、火山活動が活発

化すると、想定火口範囲を警戒範囲としてレベル３が発表される。
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噴火開始後、火山活動の低下により噴火警戒レベルを下げていく段

階において、火口とその周辺を限定して警戒範囲を示すことが可能

な場合は、レベル２が発表されることから、そのような場合には、

市は災害警戒本部体制を確保して、引き続き情報を収集する。 

３                 火口周辺警報：噴火警戒レベ

ル３（入山規制）が発表されたとき（第二配備体制） 

市災害対策本部を設置、火山活動把握に必要な観測体制の強化を

図り、情報の連絡体制を確立する。また、火山災害関連情報の収集

活動をはじめとする、応急対策活動に着手するものとする。 

４                 噴火警報：噴火警戒レベル４

（避難準備）以上が発表されたとき又は、市長が災害対策本部を設

置する必要があると認めたとき（第三配備体制） 

速やかに災害対策本部を設置し、避難行動要支援者の避難や自主

避難等の対応にあたるとともに一般住民等の避難をはじめとする応

急対策活動が円滑に行えるように努める。災害対策本部は、国の非

常（緊急）災害対策本部が設置されたときは、これと密接な連携を

図るように努める。 

また、勤務時間外に発生する大規模災害に対処し、迅速かつ円滑

な災害対策本部及び地方連絡本部の運営を行うため、初動体制職員

を指名し、初動体制の整備を図ることとし、噴火警戒レベル４以上

が発表されたときは、初動体制職員は、直ちに予め指定した災害対

策本部等に登庁し、指定された業務を行うこととする。 

 

第４節 情報の伝達・収集・広報 

第１ 噴火警報・火山情報等の伝達 

１ 甲府地方気象台 

気象庁地震火山部（火山監視・情報センター）が富士山について

の噴火警報・火山情報等を発表した場合、甲府地方気象台は、噴火

警報・火山情報等について知事への通報及び県内関係機関への伝達

を行う。 

なお、県内への影響が予想される他火山の降灰予報についても同

様の通報・伝達を行う。 

噴火開始後、火山活動の低下により噴火警戒レベルを下げていく段

階において、火口とその周辺を限定して警戒範囲を示すことが可能

な場合は、レベル２が発表されることから、そのような場合には、

市は災害警戒本部体制を確保して、引き続き情報を収集する。 

 ３ 噴火警報（火口周辺）または火口周辺警報：噴火警戒レベ

ル３（入山規制）が発表されたとき（第二配備体制） 

市災害対策本部を設置、火山活動把握に必要な観測体制の強化を

図り、情報の連絡体制を確立する。また、火山災害関連情報の収集

活動をはじめとする、応急対策活動に着手するものとする。 

４ 噴火警報（居住地域）または 噴火警報：噴火警戒レベル４

（高齢者等避難）以上が発表されたとき又は、市長が災害対

策本部を設置する必要があると認めたとき（第三配備体制） 

速やかに災害対策本部を設置し、避難行動要支援者の避難や自主

避難等の対応にあたるとともに一般住民等の避難をはじめとする応

急対策活動が円滑に行えるように努める。災害対策本部は、国の非

常（緊急）災害対策本部が設置されたときは、これと密接な連携を

図るように努める。 

また、勤務時間外に発生する大規模災害に対処し、迅速かつ円滑

な災害対策本部及び地方連絡本部の運営を行うため、初動体制職員

を指名し、初動体制の整備を図ることとし、噴火警戒レベル４以上

が発表されたときは、初動体制職員は、直ちに予め指定した災害対

策本部等に登庁し、指定された業務を行うこととする。 

 

第４節 情報の伝達・収集・広報 

第１ 噴火警報・火山情報等の伝達 

１ 甲府地方気象台 

気象庁地震火山部（火山監視・警報センター）が富士山について

の噴火警報・火山情報等を発表した場合、甲府地方気象台は、噴火

警報・火山情報等について知事への通報及び県内関係機関への伝達

を行う。 

なお、県内への影響が予想される他火山の降灰予報についても同

様の通報・伝達を行う。 

 

 

 

 

文言の整

理 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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２～４ （略） 

５ 伝達系統  

 (1) 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

 
 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第７

条第１号の規程に基づく噴火警報の法定通知先。 

 

気象庁地震火山部 

火山監視・情報センター 

甲府地方気象台 

関東管区警察局 

NTT東日本又は 

NTT西日本 

山梨県警察本部 

甲府河川国道事務所 

県 

（防災危機管理課） 

東京電力パワーグリッド（山梨総支社） 

NTT東日本（山梨支店） 

東京ガス山梨 

山梨放送  テレビ山梨 

エフエム富士 甲府CATV 

エフエム甲府 ＣＡＴＶ富士五

湖 

関係警察署 

関係市町村 

その他の市町村 

交番・駐在所 

関係機関 

 
 
 

住民 
避難促進施設 

観光客 

入山者 

県の機関 

NHK甲府放送局 

陸上自衛隊北富士駐屯地 

総務省消防庁 

 

 

(２) 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

２～４ （略） 

５ 伝達系統  

 (1) 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

 
 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条

第１号の規程に基づく噴火警報の法定通知先。 

 

気象庁地震火山部 

火山監視・警報センター 

甲府地方気象台 

関東管区警察局 

NTT東日本又は 

NTT西日本 

山梨県警察本部 

甲府河川国道事務所 

県 

（防災危機管理課） 

東京電力パワーグリッド（山梨総支社） 

NTT東日本（山梨支店） 

東京ガス山梨 

山梨放送  テレビ山梨 

エフエム富士 甲府CATV 

エフエム甲府 ＣＡＴＶ富士五湖 

関係警察署 

関係市町村 

その他の市町村 

交番・駐在所 

関係機関 

 
 
 

住民 
避難促進施設 

観光客 

入山者 

県の機関 

NHK甲府放送局 

陸上自衛隊北富士駐屯地 

総務省消防庁 

 

 

(２) 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

 

 

文言の整

理 
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気
象
庁

甲
府
地
方
気
象
台

住民
避難促進施設

観光客
入山者

甲府河川国道事務所、ＮＨＫ (甲府放送局)、山梨放
送、テレビ山梨、エフエム富士、＿＿＿＿＿＿＿
＿＿ＣＡＴＶ富士五湖、エフエム富士五湖、県警察
本部、東京電力パワーグリッド(山梨総支社)、ＮＴ
Ｔ東日本(山梨支店)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿.

注：伝達の詳細は各機関において別途定めるもの

市町村・消防本部県
（防災危機管理課）

 

第２ 入山自粛・観光客等の帰宅促進の情報伝達 

 １ （略） 

 ２ 市は、噴火警報が発表された場合、広報車、防災行政無線、ホー

ムページ等を活用して、帰宅促進の広報を行う。 

 ３、４ （略） 

 

第３ 避難に関する情報伝達 

１ 市長は、避難準備・高齢者等避難開始（※）、避難勧告又は指示

に加え、車両の使用の可否など避難の手段等を、防災行政無線、有

線電話、広報車等で危険地域の住民、観光客、登山者、関係機関等

に速やかに伝達するほか、その内容の周知徹底のために警察官、消

防職員、消防団、報道機関等の協力を得る。 

２ （略） 

３ 市長は、避難勧告又は指示等を行った場合には、観光振興サービ

ス、関連する観光事業者に伝達し、一時滞在者の避難や帰宅促進・

観光自粛等の対応を呼びかける。 

（※）避難準備・高齢者等避難開始 

高齢者、障害者、妊婦・乳幼児など、避難に時間がかかる方や身の危険

を感じる方が避難を始めなければならない段階。被害の発生する可能性

気
象
庁

甲
府
地
方
気
象
台

住民
避難促進施設

観光客
入山者

甲府河川国道事務所、ＮＨＫ (甲府放送局)、山梨放
送、テレビ山梨、エフエム富士、甲府ＣＡＴＶ、エ
フエム甲府、ＣＡＴＶ富士五湖、　　　　　県警察
本部、東京電力パワーグリッド(山梨総支社)、ＮＴ
Ｔ東日本(山梨支店)、東京ガス山梨、陸上自衛隊北
富士駐屯地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市町村・消防本部県
（防災危機管理課）

 

第２ 入山自粛・観光客等の帰宅促進の情報伝達 

１ （略） 

 ２ 市は、噴火警報が発表された場合、広報車、防災行政放送、ホー

ムページ等を活用して、帰宅促進の広報を行う。 

 ３、４ （略） 

 

第３ 避難に関する情報伝達 

１ 市長は、     高齢者等避難  （※）、避難    指示

に加え、車両の使用の可否など避難の手段等を、防災行政放送、有

線電話、広報車等で危険地域の住民、観光客、登山者、関係機関等

に速やかに伝達するほか、その内容の周知徹底のために警察官、消

防職員、消防団、報道機関等の協力を得る。 

２ （略） 

３ 市長は、避難    指示等を行った場合には、観光振興サービ

ス、関連する観光事業者に伝達し、一時滞在者の避難や帰宅促進・

観光自粛等の対応を呼びかける。 

（※）     高齢者等避難   

高齢者、障害者、妊婦・乳幼児など、避難に時間がかかる方や身の危険

を感じる方が避難を始めなければならない段階。被害の発生する可能性

文言の整理 
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正のため 
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が高まった状況であり、避難勧告や避難指示（緊急）を発令することが

予想される状況。 

 

第４ （略） 

 

第５ 被害情報等の収集・伝達 

 １ （略） 

 ２ 情報の伝達 

市、県及び防災関係機関は、防災行政無線又は有線電話等により

相互に情報を伝達するとともに、住民等に対しては、マスメディア

やインターネットなどを使い定期的に情報を提供する。 

 

第６ （略） 

 

第５節 避難行動 

第１ （略） 

 

第２ 避難勧告又は指示等 

１ 市長 

火山噴火による災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、住民等の生命、身体に危険が及ぶと認められるとき

は、「市火山避難計画」に基づき、危険地域の住民等に対して速や

かに避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示を行うととも

に、その内容の周知徹底のために警察官、消防職員、消防団、報道

機関等の協力を得る。この場合には、速やかにその旨を知事に報告

する。 

 

２ 知事 

市長が避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示の全部若

しくは大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長に代

行して避難の勧告又は指示を行うとともに、その内容の周知徹底の

ために警察官、消防職員、消防団、報道機関等の協力を得る。 

が高まった状況であり、     避難指示    を発令することが

予想される状況。 

 

第４ （略） 

 

第５ 被害情報等の収集・伝達 

 １ （略） 

 ２ 情報の伝達 

市、県及び防災関係機関は、防災行政放送又は有線電話等により

相互に情報を伝達するとともに、住民等に対しては、マスメディア

やインターネットなどを使い定期的に情報を提供する。 

 

第６ （略） 

 

第５節 避難行動 

第１ （略） 

 

第２ 避難    指示等 

１ 市長 

火山噴火による災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、住民等の生命、身体に危険が及ぶと認められるとき

は、「市火山避難計画」に基づき、危険地域の住民等に対して速や

かに     高齢者等避難  、避難    指示を行うととも

に、その内容の周知徹底のために警察官、消防職員、消防団、報道

機関等の協力を得る。この場合には、速やかにその旨を知事に報告

する。 

 

２ 知事 

市長が     高齢者等避難  、避難    指示の全部若

しくは大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長に代 

行して避難の    指示を行うとともに、その内容の周知徹底の

ために警察官、消防職員、消防団、報道機関等の協力を得る。 

災害対策

基本法改

正のため 
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３、４ （略） 

第３ 避難勧告又は指示等の内容 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示は、次の内容を明示

して行う。なお、緊急時にあってすべての内容を明示するいとまがない

ときは、内容の一部若しくは全部を省略して、行うことができる。 

１ 避難対象範囲 

２ 避難先 

３ 避難経路 

４ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示の理由 

５ その他の必要な事項 

 

第４ （略） 

 

第５ 住民等の避難準備・避難行動 

１ （略） 

２ 住民等は、避難勧告又は指示があった場合、原則として、市が指

定する指定緊急避難場所又は自主防災組織があらかじめ選定した一

次避難地に集合し協力して安否確認等を行うものとする。登山者・

入山者は、入山規制が行われた場合には、協議会で示されている「富

士山噴火時避難ルートマップ（平成 28 年 6 月作成）」に記載のある

吉田、富士宮、御殿場、須走の各登山道及び山麓に広がる徒歩道、

林道等を避難路として、速やかに下山する。 

３～５（略） 

 

資料編 ・富士山噴火時避難ルートマップ（Ｐ134） 

 

第６ 住民等が実施する自衛措置 

１ （略） 

 ２ 避難行動要支援者等（介護者を含む。）、特に避難行動に時

間を要する者は、避難勧告又は指示後では、迅速・円滑な避

難が困難な場合があることから、市長から避難準備・高齢者

等避難開始の発令があった場合には、早期の避難を行う。 

３、４ （略） 

第３ 避難    指示等の内容 

     高齢者等避難  、避難    指示は、次の内容を明示

して行う。なお、緊急時にあってすべての内容を明示するいとまがない

ときは、内容の一部若しくは全部を省略して、行うことができる。 

１ 避難対象範囲 

２ 避難先 

３ 避難経路 

４      高齢者等避難  、避難    指示の理由 

５ その他の必要な事項 

 

第４ （略） 

 

第５ 住民等の避難準備・避難行動 

１ （略） 

２ 住民等は、避難    指示があった場合、原則として、市が指

定する指定緊急避難場所又は自主防災組織があらかじめ選定した一

次避難地に集合し協力して安否確認等を行うものとする。登山者・

入山者は、入山規制が行われた場合には、協議会で示されている「富

士山噴火時避難ルートマップ（平成 28 年 6 月作成）」に記載のある

吉田、富士宮、御殿場、須走の各登山道及び山麓に広がる徒歩道、

林道等を避難路として、速やかに下山する。 

３～５（略） 

 

資料編 ・富士山噴火時避難ルートマップ（Ｐ135） 

 

第６ 住民等が実施する自衛措置 

 １（略） 

２ 避難行動要支援者等（介護者を含む。）、特に避難行動に

時間を要する者は、避難    指示後では、迅速・円滑な

避難が困難な場合があることから、市長から     高齢

者等避難  の発令があった場合には、早期の避難を行う。 

 

災害対策

基本法改

正のため 
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 ３ （略） 

第７ （略） 

 

第８節 家畜避難及び逃走防止 

畜産農家等は、噴火警報：噴火警戒レベル４（避難準備）が、

発表された場合、第２次避難対象範囲を基本として家畜の避難及

び逃走防止措置の対策を講じるものとする。 

 

第１１節 降灰対策 

１ 市は、気象庁が県内を対象として降灰予報を発表したとき、もしく

は県内に降灰があった場合、県などの関係機関と協力して降灰分布を

把握するとともに、甲府地方気象台等から降灰にかかわる風向・風速

情報を収集し、報道機関の協力を得て、降灰状況を住民等へ周知する。 

３ （略） 

第７ （略） 

 

第８節 家畜避難及び逃走防止 

畜産農家等は、噴火警報：噴火警戒レベル４（高齢者等避難）

が、発表された場合、第２次避難対象範囲を基本として家畜の避

難及び逃走防止措置の対策を講じるものとする。 

 

第１１節 降灰対策 

１ 市は、気象庁が県内を対象として降灰予報を発表したとき、又は県

内に降灰があった場合、県などの関係機関と協力して降灰分布を把握

するとともに、甲府地方気象台等から降灰にかかわる風向・風速情報

を収集し、報道機関の協力を得て、降灰状況を住民等へ周知する。 

 

 

 

災害対策

基本法改

正のため 

 

 

 

文言の整理 

 

 


